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第 706号 

令和 8年(2026年) 

3月 31日 

火曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条

例のあらまし（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県行政手続条例の一部を改正する条例のあらまし（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県本人確認情報等の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例のあらまし

（情報システム戦略課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（情報システム

戦略課） 

○ 埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例

のあらまし（情報システム戦略課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 埼玉県公告式条例の一部を改正する条例のあらまし（文書課） 

○ 埼玉県屋内総合プール条例のあらまし（スポーツ振興課） 

○ 埼玉県衛生試験等手数料条例の一部を改正する条例のあらまし（保健医療政策課） 

○ 埼玉県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例

の一部を改正する条例のあらまし（国保医療課） 

○ 埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正する条例のあらまし（医療人材課） 

○ 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例のあらまし（食品安全課） 

○ 埼玉県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する条例の

あらまし（畜産安全課） 

○ 本多静六博士奨学資金貸与条例の一部を改正する条例のあらまし（森づくり課） 

○ 埼玉県県産木材利用促進条例のあらまし（森づくり課） 

○ 埼玉県森林整備担い手基金条例を廃止する条例のあらまし（森づくり課） 

○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例のあらまし（建築安全課） 

○ 埼玉県県営住宅基金条例を廃止する条例のあらまし（住宅課） 

○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（住

宅課） 

○ 埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例のあらまし

（公営企業・総務課） 
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○ 埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例のあらまし（下水道管理課） 

○ 埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例のあらまし（教委・総務

課） 

○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校

人事課） 

○ 埼玉県高等学校等教育改革推進基金条例のあらまし（高校教育指導課） 

○ 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例のあらまし（保健体育課） 

○ 埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（警務課） 

条例 
○ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条

例（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県行政手続条例の一部を改正する条例（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県本人確認情報等の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例（情報システ

ム戦略課） 

○ 埼玉県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例（情報システム戦略課） 

○ 埼玉県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例

（情報システム戦略課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

○ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

○ 埼玉県公告式条例の一部を改正する条例（文書課） 

○ 埼玉県屋内総合プール条例（スポーツ振興課） 

○ 埼玉県衛生試験等手数料条例の一部を改正する条例（保健医療政策課） 

○ 埼玉県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例

の一部を改正する条例（国保医療課） 

○ 埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正する条例（医療人材課） 

○ 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（食品安全課） 

○ 埼玉県家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する条例

（畜産安全課） 

○ 本多静六博士奨学資金貸与条例の一部を改正する条例（森づくり課） 

○ 埼玉県県産木材利用促進条例（森づくり課） 

○ 埼玉県森林整備担い手基金条例を廃止する条例（森づくり課） 

○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例（建築安全課） 

○ 埼玉県県営住宅基金条例を廃止する条例（住宅課） 
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○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（住宅課） 

○ 埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（公営企業・

総務課） 

○ 埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例（下水道管理課） 

○ 埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例（教委・総務課） 

○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 埼玉県高等学校等教育改革推進基金条例（高校教育指導課） 

○ 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例（保健体育課） 

○ 埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例（警務課） 

規則 
○ 埼玉県行政手続条例施行規則の一部を改正する規則（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県本庁事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（行政・デジタル改

革課） 

○ 埼玉県地域機関事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（行政・デジタ

ル改革課） 

○ 埼玉県行政組織規則の一部を改正する規則（行政・デジタル改革課） 

○ 埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則の一部を

改正する規則（行政・デジタル改革課） 

○ 知事の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正

する規則（情報システム戦略課） 

○ 会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 埼玉県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職

期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例

施行規則の一部を改正する規則（職員健康支援課） 

○ 埼玉県文書管理規則の一部を改正する規則（文書課） 

○ 埼玉県知事の資産等の公開に関する規則の一部を改正する規則（文書課） 

○ 知事が行う公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

（文書課） 

○ 埼玉県庁舎管理規則の一部を改正する規則（管財課） 

○ 埼玉県消防職員及び消防団員特別褒賞金条例施行規則の一部を改正する規則（消防課） 

○ 災害に際し応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則の一

部を改正する規則（災害対策課） 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則（産業廃棄物指導

課） 
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○ 埼玉県長瀞射撃場管理規則の一部を改正する規則（みどり自然課） 

○ 埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業財務規則の一部を改正する規則（福祉

政策課） 

○ 埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条

例施行規則の一部を改正する規則（障害者福祉推進課） 

○ 埼玉県伊豆潮風館管理規則の一部を改正する規則（障害者福祉推進課） 

○ 埼玉県障害者交流センター管理規則の一部を改正する規則（障害者福祉推進課） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規則（障害者支援課） 

○ 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則（障害者支援課） 

○ 柔道整復師法施行細則の一部を改正する規則（医療整備課） 

○ 医療法施行細則の一部を改正する規則（医療整備課） 

○ 埼玉県医師育成奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則（医療人材課） 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の一部を改正する規則（疾病対策課） 

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則（疾病対策

課） 

○ 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則（食品安全課） 

○ 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設管理規則の一部を改正する規則（産業支援課） 

○ 埼玉県農業大学校管理規則の一部を改正する規則（農業支援課） 

○ 国営土地改良事業負担金及び特別徴収金徴収条例施行規則の一部を改正する規則（農村

整備課） 

○ 埼玉県国土交通省所管公共用財産使用料徴収条例施行規則の一部を改正する規則（用地

課） 

○ 埼玉県震災予防のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則（建築安全課） 

○ マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則の一部を改正する規則（建築安全

課） 

○ 埼玉県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県特別県営住宅条例施行規則及び埼玉県特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を

改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県警察公舎管理規則の一部を改正する規則（厚生課） 

○ 埼玉県議会会議規則の一部を改正する規則（政策調査課） 

○ 埼玉県人事委員会の公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 埼玉県人事委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 
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○ 特地勤務手当等に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 給料の調整額に関する規則等の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 扶養手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 職員の給与に関する条例附則第十五項、第十七項、第十九項又は第二十項の規定による

給料に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 埼玉県教育委員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則を廃止す

る規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局等文書管理規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会が行う公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則（教委・総

務課） 

○ 埼玉県教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 埼玉県立学校文書管理規則及び埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正する規則（県立

学校人事課） 

○ 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（保健体育課） 

○ 教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則（教職員採用課） 

訓令 
○ 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 職員被服貸与規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県職員服務規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県文書管理規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県文書管理システムに係る電子署名規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 教育局等の職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する訓令（教委・総務課） 
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○ 埼玉県教育局等職員服務規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令（教

委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会教育長の権限に属する事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改

正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局等文書管理規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県立学校文書管理・公印規程の一部を改正する訓令（県立学校人事課） 

○ 埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令（総務給与課） 

○ 埼玉県監査事務局事務の専決及び代決に関する規程の一部を改正する訓令（監査第一

課） 

管理規程 
○ 埼玉県公営企業財務規程の一部を改正する規程（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県企業局高圧ガス製造施設等地震防災規程の一部を改正する規程（水道管理課） 

○ 公営企業管理者の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の

一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業局職員倫理規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員給与規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員就業規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業局事務の委任及び決裁に関する規程（公営企業・総務課） 

○ 公営企業管理者が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・

総務課） 

○ 埼玉県流域下水道事業財務規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

告示 
○ 自衛官の募集に関する告示（地域政策課） 

○ 埼玉県土地利用基本計画の変更（土地水政策課） 

○ 埼玉県防災学習センターの指定管理者の指定（危機管理課） 

○ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部を改正する告

示（災害対策課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の指定の解除（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除（水環境課） 

○ 廃棄物が地下にある土地の指定に係る告示（資源循環推進課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 国民健康保険事業費納付金の算定に用いる数（国保医療課） 

○ 指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関の指定（産業支援課） 

○ 令和８年度前期技能検定の実技試験受検手数料減額（産業人材育成課） 

○ 所沢都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 坂戸都市計画道路事業の事業計画の変更認可（道路街路課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 埼玉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規程の一部を改正する告示（建築安全課） 

○ 埼玉県収納代理金融機関についての告示の一部改正（出納総務課） 

○ 児玉都市計画下水道事業本庄公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 本庄都市計画下水道事業本庄公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 富士見都市計画下水道事業富士見公共下水道の変更認可（下水道事業課） 

○ 県道大間木蕨線の供用の開始（さいたま県土整備事務所） 

○ 県道鴻巣桶川さいたま線の区域の変更（北本県土整備事務所） 

○ 県道上尾蓮田線の区域の変更（北本県土整備事務所） 

○ 県道上尾蓮田線の供用の開始（北本県土整備事務所） 

○ 県道大谷本郷さいたま線の区域の変更（北本県土整備事務所） 

○ 県道熊谷小川秩父線の区域の変更（東松山県土整備事務所） 

○ 県道飯能下名栗線の供用の開始（飯能県土整備事務所） 

○ 県道騎西鴻巣線の供用の開始（行田県土整備事務所） 

○ 県道久喜騎西線の区域の変更（行田県土整備事務所） 

○ 埼玉県議会委員会規程の一部を改正する規程（政策調査課） 

○ 埼玉県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程（政
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策調査課） 

○ 令和８年度における埼玉県企業局物品の買入れ等の特定調達契約に係る一般競争入札

又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等（公営企業・財務課） 

○ 令和８年度における埼玉県企業局建設工事の請負等の特定調達契約に係る一般競争入

札に参加する者に必要な資格等（公営企業・財務課） 

○ 総Ａ除）０２５水整第２５３号吉見浄水場拡張施設建設工事に関する落札者等の公示

（入札課） 

○ 長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度

額を定める告示（保健体育課） 

○ 若年運転者講習実施指定申請に伴う公示（運転免許課） 

○ 埼玉県労働委員会が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（審査調整

課） 

○ 埼玉県監査委員の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の

一部を改正する告示（監査第一課） 

○ 埼玉県監査委員の公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（監査第一課） 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
（
財
政
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
に
係
る
予
定
価
格
の
金
額
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

議
会
の
議
決
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
事
又
は
製
造
の
請
負
の
契
約
の
予
定
価
格
の
改 

 

定 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
億
円
以
上 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
（
行
政
・
デ
ジ
タ

ル
改
革
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
、
流
域
下
水
道
管
の
復
旧
工
事
及
び
抜
本
的
対
策
の
推
進
等
に 

 

対
処
す
る
た
め
、
職
員
の
定
数
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

知
事
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員 

 
 

七
千
二
百
五
十
三
人 

→
 

七
千
二
百
七
十
六
人
（
＋
二
十
三
人
） 

 
 

下
水
道
事
業
管
理
者
の
事
務
を
補
助
す
る
職
員 

 
 

百
三
十
三
人 

→
 

百
三
十
九
人
（
＋
六
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
（
行
政
・
デ
ジ
タ

ル
改
革
課
） 

一 

趣
旨 

 

行
政
手
続
法
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
公
示
の
方
法
に
よ
る
聴
聞
等
の
通
知
に
つ
い
て
、
公

示
事
項
を
一
定
の
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
等

の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
等
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

公
示
の
方
法
に
よ
る
聴
聞
等
の
通
知
の
見
直
し 

 

㈡ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
四
号
）
（
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
） 

一 

趣
旨 

住
民
基
本
台
帳
法
（
以
下
、
「
住
基
法
」
と
い
う
。
）
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か

ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
以
下
、
「
総
務
省
令
」
と
い

う
。
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
利
用
事
務
が
拡
大

さ
れ
た
た
め
、
条
例
に
お
い
て
内
容
が
重
複
す
る
部
分
を
削
除
す
る
も
の
。 

二 

内
容 

住
基
法
及
び
総
務
省
令
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た
利
用
事
務
と
内
容
が
重
複
す
る
部
分
の
削
除 

㈠ 

条
例
別
表
第
二 

ア 

死
体
解
剖
保
存
法
及
び
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
令
に
基
づ
く
事
務
の
一
部 

イ 

介
護
保
険
法
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
に
基
づ
く
事
務 

ウ 

埼
玉
県
看
護
師
等
育
英
奨
学
金
貸
与
条
例
に
よ
る
奨
学
金
に
関
す
る
事
務
等
の
一
部 

㈡ 

条
例
別
表
第
三 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
事
務 

三 

施
行
期
日 

公
布
の
日 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）

（
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
） 

一 

趣
旨 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
法
）
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
デ

ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
。
以
下
「
主
務
省
令
」
と
い
う
。
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人
番
号

に
よ
る
情
報
連
携
が
で
き
る
事
務
が
拡
大
さ
れ
た
た
め
、
条
例
に
お
い
て
内
容
が
重
複
す
る
部

分
を
削
除
す
る
も
の 

二 

内
容 

 

主
務
省
令
に
新
た
に
定
め
ら
れ
た
規
定
と
重
複
す
る
事
務
の
削
除 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
（
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
） 

一 

趣
旨 

 

行
政
手
続
等
の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
自
治
体
が
国
の
登
記
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら
登
記

情
報
を
直
接
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
登
記
事
項
証
明
書
等
の
添
付
書
面
等
を

省
略
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
改
正 

二 

内
容 

 

添
付
書
面
等
の
省
略
が
可
能
と
な
る
通
則
的
な
規
定
の
追
加
の
ほ
か
、
「
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
を
踏
ま
え
た
条
例
名
等
の
改
正 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
七
号
）

（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
が
行
っ
た
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告
を
踏
ま
え
、
小
学
校
就
学
後
の
子

を
養
育
す
る
職
員
の
休
暇
制
度
を
新
設
す
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
を
持
つ
職
員
を
対
象
に
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

取
得
可
能
な
休
暇
の
新
設 

㈡ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
八
号
） 

（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
八
年
一
月
八
日
付
け
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
の
意

見
に
基
づ
き
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
を
改
正 

二 

内
容 

 
 

警
察
業
務
手
当
の
支
給
範
囲
の
拡
大 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
適
用 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
（
文
書
課
） 

一 

趣
旨 

 

地
方
自
治
法
等
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
条
例
等
の
公
布
に
お
け
る
知
事
の
署
名
に
つ
い
て

電
子
署
名
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
と
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

条
例
等
の
公
布
に
お
け
る
知
事
の
署
名
に
「
署
名
に
代
わ
る
措
置
」
と
し
て
電
子
署
名
を

追
加 

 

㈡ 

規
程
の
公
布
又
は
公
表
に
お
け
る
職
印
の
押
印
を
廃
止 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

水
泳
競
技
の
競
技
力
向
上
、
水
泳
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
県
民
の
健
康
の

増
進
等
を
図
る
た
め
、
新
た
に
埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
を
設
置
す
る
た
め
の
制
定 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
業
務 

 

㈡ 

休
館
日
及
び
利
用
時
間 

 

㈢ 

使
用
料 

 

㈣ 

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理 

 

㈤ 

そ
の
他 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
。
た

だ
し
、
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
行
為
は
公
布
の
日
、
施
設
等
の
申
請
受
付
は
同
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
。 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
（
保

健
医
療
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
水
質
試
験
の
手
数
料
の
額
の
改
定
等
を
す 

 

る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

水
質
検
査
の
試
験
項
目
の
追
加
、
手
数
料
の
額
の
改
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

現
行 

 
 

 
浄
水 

五
十
一
項
目
に
つ
き 

二
十
四
万
二
千
二
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
水 
四
十
項
目
に
つ
き 

 

二
十
二
万
八
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正
後 

 
 

浄
水 

五
十
二
項
目
に
つ
き 

三
十
万
二
千
八
百
七
十
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
水 

四
十
一
項
目
に
つ
き 

二
十
八
万
千
四
百
七
十
円 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
（
国
保
医
療
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
納
付
金
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
に
係
る
次
の
規
定
を
追
加 

 

㈠ 

納
付
金
所
得
係
数
に
関
す
る
規
定 

 

㈡ 

納
付
金
所
得
等
割
合
及
び
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
に
関
す
る
規
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）（
医

療
人
材
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

医
師
の
確
保
が
必
要
な
地
域
又
は
診
療
科
等
に
勤
務
す
る
医
師
の
育
成
及
び
確
保
を
一
層
円

滑
に
す
る
た
め
、
奨
学
金
の
返
還
免
除
の
要
件
等
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

返
還
免
除
要
件
等
の
変
更 

㈠ 

特
定
地
域
に
お
け
る
義
務
従
事
期
間
を
七
年
か
ら
四
年
に
短
縮 

 

㈡ 

外
科
及
び
総
合
診
療
を
担
う
診
療
科
を
準
特
定
診
療
科
と
定
義
し
、
特
定
地
域
に
お
け
る

義
務
従
事
期
間
を
二
年
に
設
定 

 

㈢ 

特
定
地
域
に
お
け
る
義
務
従
事
先
に
国
立
病
院
機
構
が
開
設
す
る
医
療
機
関
及
び
医
師
の

確
保
が
必
要
な
医
療
機
関
と
し
て
知
事
が
定
め
る
医
療
機
関
を
追
加 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
（
食
品
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り

調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
許
可
に
係
る
施
設
の
基
準
を
定
め
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

飲
食
店
営
業
の
施
設
基
準
に
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品

を
販
売
す
る
場
合
の
基
準
を
追
加
し
た
。 

三 

施
行
期
日 

 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
（
畜
産
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 

 
 

埼
玉
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
埼
玉
県
熊
谷
家
畜
保
健
衛
生
所
及 

 

び
埼
玉
県
川
越
家
畜
保
健
衛
生
所
の
管
轄
区
域
を
変
更
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

 
 

条
例
第
一
条
の
表
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
た
め
、
次
の
と
お
り
同
表
を
改
正
す
る
。 

㈠ 
 

中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
を
削
除
す
る
。 

㈡ 
 

熊
谷
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
を
表
の
先
頭
に
移
動
す
る
。 

㈢ 
 

川
越
家
畜
保
健
衛
生
所
の
管
轄
区
域
に
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
の
管
轄
区
域
及
び
東
秩
父 

 
 

村
を
加
え
る
。 

三 

施
行
期
日 

 

 
 

令
和
八
年
九
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
本
多
静
六
博
士
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）（
森

づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
専
攻
科
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
奨
学
生
の
定
義
に
専
攻
科
を
加
え
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

本
多
静
六
博
士
奨
学
資
金
の
奨
学
生
に
専
修
学
校
の
専
攻
科
に
在
学
す
る
者
を
加
え
る 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
（
森
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 

県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
基
本
理
念
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
産
木
材
の
利

用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
森
林
の
有
す
る
多
面
的

機
能
の
持
続
的
な
発
揮
、
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
並
び
に
県
民
の
豊

か
な
暮
ら
し
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

㈠ 

県
産
木
材
、
森
林
所
有
者
、
林
業
事
業
者
、
木
材
産
業
事
業
者
、
建
築
関
係
事
業
者
等
の

定
義 

 

㈡ 

基
本
理
念 

 
 

ア 

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
が
図
ら
れ
る
こ
と 

 
 

イ 

林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
が
図
ら
れ
る
こ
と 

 
 

ウ 

県
民
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現
が
図
ら
れ
る
こ
と 

 

㈢ 

各
主
体
の
責
務
及
び
役
割 

 
 

ア 

県
の
責
務 

 
 

 
 

県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
等 

 
 

イ 

市
町
村
の
役
割 

 
 

 
 

県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
る
等 

 
 

ウ 

森
林
所
有
者
の
役
割 

 
 

 
 

所
有
す
る
森
林
の
適
切
な
整
備
及
び
保
全
に
努
め
る
等 

 
 

エ 

林
業
事
業
者
の
役
割 

 

森
林
の
適
切
な
整
備
及
び
保
全
、
県
産
木
材
の
安
定
的
な
供
給
、
人
材
の
育
成
そ
の
他

の
林
業
の
振
興
に
努
め
る
等 

 
 

オ 

木
材
産
業
事
業
者
の
役
割 

 

県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
、
県
産
木
材
を
利
用
し
た
製
品
の
安
定
的
な
供
給
及
び
品

質
の
向
上
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
木
材
産
業
の
振
興
に
努
め
る
等 

 
 

カ 

建
築
関
係
事
業
者
の
役
割 

 

県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
、
木
造
建
築
の
技
術
の
継
承
及
び
人
材
の
育
成
に
努
め
る

等 

 
 

キ 

県
民
の
役
割 

 
 

 
 

県
産
木
材
を
利
用
し
た
製
品
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
る
等 

 

㈣ 

県
の
施
策
等 
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指
針
の
策
定
及
び
公
表
、
県
産
木
材
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
等 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
森
林
整
備
担
い
手
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
（
森
づ
く

り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
森
林
整
備
担
い
手
基
金
の
廃
止
に
伴
い
、
埼
玉
県
森
林
整
備
担
い
手
基
金
条
例
を
廃 

 

止
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
森
林
整
備
担
い
手
基
金
は
、
平
成
五
年
四
月
に
森
林
整
備
担
い
手
基
金
条
例
に
よ
り
、 

 

森
林
整
備
の
担
い
手
対
策
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
設
置
さ
れ
た
。 

 
 

し
か
し
、
令
和
元
年
度
に
、
森
林
環
境
譲
与
税
を
原
資
と
す
る
埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基 

 

金
が
設
置
さ
れ
、
担
い
手
対
策
に
も
活
用
で
き
る
安
定
財
源
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
森
林 

 

整
備
担
い
手
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
（
建
築
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
特
定
行
政
庁
の 

 

許
可
に
よ
る
特
例
に
「
高
さ
制
限
の
緩
和
」
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
行
う
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

高
さ
制
限
の
緩
和
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
、
高
さ
に
関
す
る
特
例
の
許
可
の
申
請
に 

 
 

対
す
る
審
査
事
務
の
追
加 

 

㈡ 

要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
手
法
に
「
更
新
」
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
う
、
名 

 
 

称
等
の
改
正 

 

㈢ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
（
住
宅
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
の
廃
止
に
伴
い
、
埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
。 

二 

内
容 

㈠ 

埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
。 

 

㈡ 

埼
玉
県
県
営
住
宅
事
業
特
別
会
計
条
例
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
条
例
に
係
る 

規
定
を
削
除
す
る
た
め
の
改
正
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
二
十
一
号
）
（
住
宅
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

法
令
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
二
十
二
号
）
（
公
営
企
業
・
総
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
の
一
般
職
員
に
準
じ
、
企
業
職
員
の
給
与
の
基
準
を
改
定
す
る
も
の 

二 

内
容 

 
 

子
育
て
部
分
休
暇
の
新
設
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号
）
（
下
水
道
管
理
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
の
一
般
職
員
に
準
じ
、
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
基
準
を
改
定
す
る
も
の 

二 

内
容 

 
 

子
育
て
部
分
休
暇
の
新
設
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二

十
四
号
）
（
教
委
・
総
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

教
員
等
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
対
処
す
る
た
め
、 

職
員
の
定
数
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員 

 
 

七
百
三
十
三
人 

→
 

七
百
三
十
八
人
（
＋
五
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号
）
（
県
立

学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

高
等
学
校
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
職
員
の
標
準
定
数
の
変
更
の
た
め
、
学
校
職 

 

員
の
定
数
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

学
校
職
員
の
定
数
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

二
十
六
号
）
（
県
立
学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
六
日
付
け
で
埼
玉
県
人
事
委
員
会
か
ら
さ
れ
た
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告

を
踏
ま
え
、
小
学
校
就
学
後
の
子
を
養
育
す
る
学
校
職
員
の
休
暇
制
度
の
新
設 

二 

内
容 

 
 

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
を
持
つ
学
校
職
員
を
対
象
に
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

取
得
可
能
な
無
給
の
休
暇
の
新
設 

三 

施
行
期
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

埼
玉
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
推
進
基
金
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
七
号
）
（
高
校
教
育
指

導
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

公
立
の
高
等
学
校
等
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
い
う
。
）
に
お
け
る

教
育
改
革
の
推
進
の
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
高
等
学
校

等
教
育
改
革
推
進
基
金
を
設
置
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 

 
 

基
金
の
設
置
、
積
立
て
、
管
理
、
処
分
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 

 
 

公
布
の
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
（
保
健
体
育
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
の

範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
に
つ
い
て
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

政
令
の
基
準
を
包
括
的
に
適
用
す
る
方
式
に
変
更
す
る
た
め
の
改
正 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 
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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号
）（
警

務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
八
年
度
に
お
け
る
警
察
官
一
七
五
人
の
増
員
等
に
伴
い
、
警
察
官
の
階
級
別
定
数
を
改 

 

定
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 
 

令
和
八
年
度
に
お
け
る
警
察
官
一
七
五
人
の
増
員
に
伴
い
、
警
視
の
定
数
「
二
百
九
十

三
人
」
を
「
二
百
九
十
七
人
」
に
、
警
部
の
定
数
「
六
百
九
十
一
人
」
を
「
七
百
一
人
」

に
、
警
部
補
及
び
巡
査
部
長
の
定
数
「
七
千
三
十
二
人
」
を
「
七
千
百
三
十
七
人
」
に
、

巡
査
の
定
数
「
三
千
六
百
八
十
三
人
」
を
「
三
千
七
百
三
十
九
人
」
に
改
め
る
。 

㈡ 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
職
員
の
定
数
は
、
警

察
官
以
外
の
職
員
の
定
数
に
二
人
を
加
え
た
定
数
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 
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条

例 

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
一
号 

 
 

 

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改 

 
 

 

正
す
る
条
例 

 

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
五
億
円
」
を
「
八
億
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
七
千
二
百
五
十
三
人
」
を
「
七
千
二
百
七
十
六
人
」
に
改
め
、
同

項
第
九
号
中
「
百
三
十
三
人
」
を
「
百
三
十
九
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
名
あ
て
人
」

を
「
名
宛
人
」
に
、
「
そ
の
者
の
氏
名
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該

行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
を
当

該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
」
を
「
公
示
の
方
法
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を

削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

前
項
の
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
は
、
不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
、
第

一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
当
該
行
政
庁
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面
を
い
つ
で
も
そ
の
者
に
交
付
す
る
旨
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」

と
い
う
。
）
を
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所
の
掲
示
場
に

掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も

の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
と
き
に
、
当
該

通
知
が
そ
の
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
及
び
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」

を
加
え
、
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
、
「
と
、
」
の
下
に
「
同
項
中
」
を
加
え
、
「
掲

示
を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
」
を
削
り
、
「
、
掲
示
を
始
め
た
」
を
「
、
当
該
措
置

を
開
始
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
中
「
第
十
五
条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、
「
「
同
項

第
三
号
」
を
「
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
八
条
第

三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
項
後
段
」
を
「
同
条
第
四
項
後
段
」
に
、
「
第
十
五
条
第
三
項
後
段
」

を
「
第
十
五
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
後
の
第
二
十
二
条
第
三
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項
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の

日
以
後
に
す
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
四
号 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
等
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

死
体
解
剖
保
存
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
経
由
さ
れ
る
死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条

第
一
項
第
一
号
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答 

 

別
表
第
二
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
十
一
号
中
「
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
の
被
貸

与
決
定
者
若
し
く
は
連
帯
保
証
人
の
異
動
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
号
を
同
表
第
十
号
と
し
、
同
表
中
第
十
二
号
を

第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
三
監
査
委
員
の
項
を
削
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
中
一
の
項
を
削
り
、
同
表
の
二
の
項
中
「
生
活
保
護
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
」
を
加
え
、
「
外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
」
を
「
生
活
保
護
法
の
規

定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
実
施
又
は
就
労
自
立
給
付
金
若
し

く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
一
の
項
と
し
、
同
表
中
三
の
項
を
削
り
、
四
の
項
を
二

の
項
と
し
、
五
の
項
を
三
の
項
と
し
、
六
の
項
を
四
の
項
と
す
る
。 

別
表
第
三
中
五
の
項
及
び
六
の
項
を
削
り
、
七
の
項
を
五
の
項
と
し
、
八
の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



条

例 

埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

す
る
条
例 

埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉

県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例 

 

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
つ
い
て
、
情
報
通
信
技
術

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
手
続
等
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率

化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
図
形
等
」

を
「
図
形
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
由
機
関
（
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
の
機
関
等
以
外
の
者
を

経
由
し
て
行
わ
れ
る
申
請
等
に
お
け
る
当
該
県
の
機
関
等
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者

か
ら
経
由
機
関
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
及
び
経
由
機
関
か
ら
他
の
経
由
機
関
又
は
当
該
申

請
等
を
受
け
る
県
の
機
関
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
申
請
等
と

み
な
し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

第
二
条
第
九
号
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経
由
機
関
（
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
県
の
機
関
等
以
外
の
者
を

経
由
し
て
行
う
処
分
通
知
等
に
お
け
る
当
該
県
の
機
関
等
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
処
分
通
知
等

を
行
う
県
の
機
関
等
が
経
由
機
関
に
対
し
て
行
う
も
の
及
び
経
由
機
関
が
他
の
経
由
機
関
又

は
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
処
分
通
知

等
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

第
二
条
第
十
一
号
中
「
作
成
し
」
を
「
作
成
し
、
」
に
改
め
る
。 
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第
三
条
第
一
項
中
「
県
の
機
関
等
は
、
」
を
削
り
、
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
お
い
て
」

に
、
「
と
し
て
い
る
」
を
「
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
」
に
、
「
県
の
執
行
機
関

等
が
」
を
「
規
則
で
」
に
改
め
、
「
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
規
則
で
定
め
る
」
を
加
え
、

「
申
請
等
を
す
る
者
」
を
「
そ
の
手
続
等
の
相
手
方
」
に
改
め
、
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下

同
じ
」
を
加
え
、
「
使
用
し
て
行
わ
せ
る
」
を
「
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
」
を
「
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
、
「
を
書

面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
請
等
に
関
す
る
」
を
「
に
関
す
る
他
の
」
に
、
「
規

定
す
る
書
面
等
」
を
「
規
定
す
る
方
法
」
に
改
め
、
「
み
な
し
て
、
」
の
下
に
「
当
該
条
例
等
そ

の
他
の
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
規
定
」
を
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
、

「
同
項
の
」
を
「
当
該
申
請
等
を
受
け
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
場
合
に
お
い

て
、
県
の
機
関
等
は
、
」
を
「
申
請
等
の
う
ち
」
に
、
「
よ
り
」
を
「
お
い
て
」
に
、
「
と
し
て

い
る
も
の
」
を
「
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
」
に
改
め
、
「
か
か
わ
ら
ず
、
」
の
下
に
「
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す

る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
「
県

の
執
行
機
関
等
が
」
を
「
規
則
で
」
に
、
「
当
該
署
名
等
に
代
え
さ
せ
る
」
を
「
代
え
る
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

５ 

申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
手
数
料
の
納
付
の
方

法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

場
合
に
は
、
当
該
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
申
請

等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の

当
該
申
請
等
の
う
ち
に
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
行
わ
れ
た
申
請
等
」
と
あ
る
の

は
、
「
行
わ
れ
た
申
請
等
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に

よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
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規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
が

当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
規
則
で
定
め
る
方
式
に
よ
る

表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
」
を
「
前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
、

「
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
処
分
通
知
等
に
関
す
る
」
を
「
に
関
す
る
他
の
」

に
、
「
規
定
す
る
書
面
等
」
を
「
規
定
す
る
方
法
」
に
改
め
、
「
み
な
し
て
、
」
の
下
に
「
当
該

条
例
等
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
規
定
」
を
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
」
に
、
「
同
項
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、

県
の
機
関
等
は
、
」
を
「
処
分
通
知
等
の
う
ち
」
に
、
「
よ
り
」
を
「
お
い
て
」
に
、
「
と
し
て

い
る
も
の
」
を
「
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
」
に
、
「
県
の
執
行
機
関
等
が
」
を
「
規
則
で
」
に
改
め
、

「
当
該
署
名
等
に
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合

そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定

め
る
場
合
に
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外

の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
行
わ
れ

た
処
分
通
知
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の

規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す

る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
県
の
機
関
等
は
、
」
を
削
り
、
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
お
い
て
」

に
、
「
と
し
て
い
る
」
を
「
が
規
定
さ
れ
て
い
る
」
に
、
「
県
の
執
行
機
関
等
が
」
を
「
規
則
で
」

に
改
め
、
「
書
面
等
の
縦
覧
等
に
代
え
て
」
を
削
り
、
「
の
縦
覧
等
を
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
」
を
「
前
項
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
書
類
」

に
、
「
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
て
規
定
し
た
縦
覧
等
に
関
す
る
」
を
「
に
関
す
る
他
の
」

に
、
「
規
定
す
る
」
を
「
よ
り
」
に
改
め
、
「
み
な
し
て
、
」
の
下
に
「
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
」

を
加
え
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
県
の
機
関
等
は
、
」
を
削
り
、
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
お
い
て
」

に
、
「
と
し
て
い
る
」
を
「
が
規
定
さ
れ
て
い
る
」
に
、
「
県
の
執
行
機
関
等
が
」
を
「
規
則
で
」

に
改
め
、
「
書
面
等
の
作
成
等
に
代
え
て
」
を
削
り
、
「
の
作
成
等
を
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
」
を
「
前
項
の
電
磁
的
記
録
」
に
、
「
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
も

の
と
し
て
規
定
し
た
作
成
等
に
関
す
る
」
を
「
に
関
す
る
他
の
」
に
、
「
規
定
す
る
」
を
「
よ
り
」
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に
改
め
、
「
み
な
し
て
、
」
の
下
に
「
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第

一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
県
の
機
関
等
は
、
」
を
「
作
成
等
の
う
ち
」
に
、
「
よ
り
」
を
「
お
い

て
」
に
、
「
と
し
て
い
る
も
の
」
を
「
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ

り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
」
に
、
「
県
の
執
行
機
関
等
が
」
を
「
規
則
で
」
に
改
め
、
「
当

該
署
名
等
に
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
適
用
除
外
） 

第
七
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。 

一 

手
続
等
の
う
ち
、
申
請
等
に
係
る
事
項
に
虚
偽
が
な
い
か
ど
う
か
を
対
面
に
よ
り
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
許
可
証
そ
の
他
の
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
を
事
業
所
に
備
え
付

け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
も

の
と
し
て
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
条
例
の
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
も
の 

同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
こ
の
条
例
の
規
定 

二 

申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等

の
規
定
に
お
い
て
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
（
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
を
除
く
。
） 

第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定 

三 

縦
覧
等
及
び
作
成
等
の
う
ち
当
該
縦
覧
等
又
は
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に

お
い
て
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
第

五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
） 

第
五
条
及
び
前
条
の
規
定 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の

推
進
」
に
、
「
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
状
況
の
公
表
）
」

に
改
め
、
同
条
中
「
少
な
く
と
も
毎
年
度
一
回
、
県
の
機
関
等
が
」
を
削
り
、
「
使
用
し
て
行
わ

せ
又
は
」
を
「
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、
「
で
き
る
」
の
下
に
「
県
の
機
関
等
に
係
る
」

を
加
え
、
「
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
」
に
改

め
、
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
随
時
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 
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第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
九
条 

申
請
等
を
す
る
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄

本
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
書
面
等
で
あ
っ
て
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他

の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
当
該
申
請
等
に
際
し
添
付
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
の
機
関
等
が
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者

が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
そ
の
他
の
措
置
で
あ
っ
て

当
該
書
面
等
の
区
分
に
応
じ
規
則
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
直
接
に
、
又
は
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
、
当
該
書
面
等
に
よ
り
確
認
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参
照

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
中
第
八
項
を
削
り
、
第
九
項
を
第
八
項
と
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。 

 

（
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
条
例
」
を
「
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
に
改

め
る
。 

 

一 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第

六
十
一
号
）
別
表
第
百
十
四
項
第
二
号
事
務
の
欄 

 

二 

埼
玉
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
第
二
条
第
一
号
ロ
及
び
同
条
第
九
号
た
だ

し
書 

 

三 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令

和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
三
条
の
う
ち
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特

例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
及
び
第
百
十
四
項
第
二
号
事
務
の
欄

の
改
正
規
定 
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条

例 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
七
号 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

第
十
四
条
の
二 

子
育
て
部
分
休
暇
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
）
が
小
学

校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を

養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら

れ
る
時
間
と
す
る
。 

第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え

る
。 第

十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
人
事
委
員
会
規
則
」
を
「
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
八
号 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
二 

危
険
鳥
獣
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
危
険
鳥
獣
を
い
う
。
）
の
捕
獲
若

し
く
は
殺
傷
又
は
そ
の
補
助
に
関
す
る
作
業
の
う
ち
特
に
危
険
又
は
困
難
な
も
の
と
し
て
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の 

第
二
十
二
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
二 

前
項
第
二
十
二
号
の
作
業 

作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
六
百
四
十
円
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
作
業
の
区
分
に
応
じ
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額 

 
 

 

附 

則 

 
 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

規
定
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
九
号 

埼
玉
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
二
条
中
「
そ
の
末
尾
に
」
を
削
り
、
「
署
名
」
の
下
に
「
（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
措
置
を
含
む
。
）
を
」
を
加
え
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
記
入
し
て
、
当
該
職
印
を
押
し
た
」
を
「
記
入
し
た
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
条
例 

（
設
置
） 

第
一
条 

水
泳
競
技
の
競
技
力
の
向
上
、
水
泳
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
県
民
の

健
康
の
増
進
等
を
図
る
た
め
、
埼
玉
県
屋
内
総
合
プ
ー
ル
（
以
下
「
屋
内
総
合
プ
ー
ル
」
と
い

う
。
）
を
川
口
市
大
字
道
合
三
百
九
十
番
地
に
設
置
す
る
。 

（
業
務
） 

第
二
条 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。 

一 

メ
イ
ン
プ
ー
ル
、
サ
ブ
プ
ー
ル
、
飛
込
プ
ー
ル
、
ド
ラ
イ
ラ
ン
ド
、
選
手
招
集
所
、
来
賓
・

大
会
役
員
室
、
競
技
本
部
、
競
技
役
員
控
室
、
コ
ー
チ
室
、
談
話
室
、
会
議
室
及
び
報
道
関

係
者
室
並
び
に
附
属
設
備
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

競
技
会
の
開
催
そ
の
他
の
水
泳
競
技
の
競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

水
泳
教
室
の
開
催
そ
の
他
の
水
泳
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
県
民
の
健
康

の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
に
関
す
る
こ

と
。 

（
休
館
日
） 

第
三
条 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

毎
月
の
第
一
月
曜
日
（
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
次
号
に
お
い
て
「
休
日
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
を

除
く
。
） 

二 

第
一
月
曜
日
が
休
日
で
あ
る
場
合
の
当
該
第
一
月
曜
日
の
翌
日
（
当
該
第
一
月
曜
日
に
休

日
が
引
き
続
く
と
き
は
、
当
該
最
後
の
休
日
の
翌
日
） 

 

三 

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
事
情
に
よ
り
、
休
館
日
に
開
館
し
、
又
は
臨
時
に

休
館
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
時
間
） 

第
四
条 

施
設
等
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。

た
だ
し
、
知
事
は
、
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
の
許
可
） 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



第
五
条 

施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許

可
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
許
可
は
、
当
該
許
可
に
係
る
利
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

二 

公
共
の
福
祉
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

三 

そ
の
他
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
設
置
の
目
的
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

許
可
に
係
る
利
用
に
つ
い
て
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
権
の
譲
渡
等
の
禁
止
） 

第
六
条 

前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
権
利
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
権

利
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
遵
守
事
項
及
び
知
事
の
指
示
） 

第
七
条 

知
事
は
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
利
用
者
の
遵
守
事
項
を
定
め
、
及
び
屋
内
総
合
プ
ー
ル

の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
、
そ
の
都
度
適
宜
な
指
示
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
利
用
の
条
件
の
変
更
、
停
止
及
び
許
可
の
取
消
し
） 

第
八
条 

知
事
は
、
利
用
権
利
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
屋
内
総
合

プ
ー
ル
の
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
許
可
に
係
る
利
用
の
条
件
を
変

更
し
、
若
し
く
は
利
用
を
停
止
し
、
又
は
当
該
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
遵
守
事
項
若
し
く
は
指
示

に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三 

不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
利
用
の
許
可
を
受
け
た
と
き
。 

２ 

県
は
、
利
用
権
利
者
が
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

受
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
補
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。 

（
原
状
回
復
） 

第
九
条 

利
用
権
利
者
は
、
そ
の
利
用
を
終
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
施
設
等
を
原
状
に
回

復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
用
の
停
止
又
は
許
可
の
取
消
し

の
処
分
を
受
け
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
損
害
賠
償
） 

第
十
条 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
利
用
者
は
、
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
、
そ
の
利
用

中
に
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
施
設
若
し
く
は
設
備
を
損
傷
し
、
又
は
物
品
を
亡
失
し
、
若
し
く
は

損
傷
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
修
理
し
、
又
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
立
入
り
の
禁
止
等
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
内
の
秩
序
を
乱
し
、
若
し
く
は
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
者

の
立
入
り
を
禁
止
し
、
又
は
そ
の
者
に
対
し
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
使
用
料
） 

第
十
二
条 

利
用
権
利
者
は
、
別
表
に
定
め
る
金
額
の
使
用
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
利
用
権
利
者
が
、
施
設
等
を
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
た
め
利
用
す

る
と
き
そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
使
用
料
の
還
付
） 

第
十
四
条 

既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
。 

一 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
た
め
、
利
用
の
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
。 

二 

利
用
権
利
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
、
施
設
等
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
。 

三 

利
用
権
利
者
が
、
使
用
料
の
全
額
を
納
付
し
た
後
、
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
に
利
用
の
許

可
の
取
消
し
の
申
出
を
行
い
、
当
該
利
用
の
許
可
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。 

（
職
員
） 

第
十
五
条 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
に
、
館
長
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
。 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
等
） 

第
十
六
条 

知
事
は
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）

に
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

一 

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務 

二 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
施
設
（
設
備
及
び
物
品
を
含
む
。
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
業
務 

２ 

指
定
管
理
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
指
定
管
理
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う

場
合
に
お
け
る
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
県
」
と
あ
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る
の
は
「
県
又
は
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

３ 

指
定
管
理
者
が
指
定
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
） 

第
十
七
条 

指
定
管
理
者
の
指
定
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２ 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
も
の
の
う
ち
最
も
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

県
民
の
平
等
な
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

二 

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
運
営
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

三 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
し
、
効
率
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。 

四 

指
定
管
理
業
務
を
安
定
し
て
行
う
経
営
基
盤
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

五 

指
定
管
理
業
務
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整

備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
選
定
さ
れ

た
民
間
事
業
者
を
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
指
定
管
理
者
の
公
表
等
） 

第
十
八
条 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
指
定
の
期
間
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

（
管
理
の
基
準
等
） 

第
十
九
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
指
定
管
理
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

関
係
す
る
法
令
、
条
例
及
び
規
則
を
遵
守
し
、
適
正
に
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
運
営
を
行
う

こ
と
。 

二 

屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
施
設
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

三 

指
定
管
理
業
務
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
こ
と
。 

２ 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
と
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
関
し
必
要
な
事
項 
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二 

指
定
管
理
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

三 

指
定
管
理
業
務
の
事
業
報
告
に
関
す
る
事
項 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
必
要

な
事
項 

（
指
定
の
取
消
し
等
） 

第
二
十
条 

知
事
は
、
指
定
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理

者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

指
定
管
理
業
務
又
は
そ
の
経
理
に
関
す
る
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。 

二 

第
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。 

三 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
い
と
き
。 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

県
は
、
指
定
管
理
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
失
を
受
け
る

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
補
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。 

３ 

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
管
理
業
務
の
停
止

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
施
設
の
現
状
変
更
等
） 

第
二
十
一
条 

指
定
管
理
者
は
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
施
設
の
改
修
、
増
設
そ
の
他
の
知
事
が
別

に
定
め
る
現
状
変
更
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
指
定
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停

止
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
管
理
を
し
な
く
な
っ
た
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
施
設
を
速
や
か

に
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

（
利
用
料
金
収
入
の
帰
属
及
び
利
用
料
金
の
額
の
決
定
） 

第
二
十
二
条 

知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
管

理
者
に
施
設
等
の
利
用
に
係
る
料
金
（
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
「
利

用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
が
別
表
に
定
め
る
金
額
に
百
分
の
百
二

十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用
料
金
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 
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（
利
用
料
金
の
納
付
等
） 

第
二
十
三
条 

利
用
権
利
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
定
め
た
利
用
料
金

を
納
期
限
ま
で
に
指
定
管
理
者
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
利
用
権
利
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
に
係
る
利

用
の
条
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は
利
用
を
停
止
し
、
又
は
当
該
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

県
又
は
指
定
管
理
者
は
、
利
用
権
利
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
っ

て
損
失
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
補
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。 

４ 

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
利
用
料
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
三
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
知

事
の
承
認
を
得
て
、
利
用
料
金
」
と
、
第
十
四
条
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」

と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
二
十
四
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
屋
内
総
合
プ
ー
ル
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
附
則
第
三
項
の
規
定

は
同
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前

に
お
い
て
も
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
の
規
定

の
例
に
よ
り
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
前
に
知
事
に
対
し
て
施
設
等
の
利
用
の
許
可
の
申
請
が
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
申
請
は
、
施
行
日
以
後
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
と

み
な
す
。 

別
表
（
第
十
二
条
、
第
二
十
二
条
関
係
） 
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飛
込
プ
ー
ル 

サ
ブ
プ
ー
ル 

メ
イ
ン
プ
ー
ル 

施
設
の
名
称 

Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ 

区
分 

全
面 

全
面 

全
面 

全
面 

一
レ
ー
ン 

全
面 

一
レ
ー
ン 

全
面 

一
レ
ー
ン 

全
面 

一
レ
ー
ン 

全
面 

一
レ
ー
ン 

全
面 

一
レ
ー
ン 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

二
時
間 

単
位 

一
六
五
、
〇
〇
〇 

七
三
、
〇
〇
〇 

一
九
、
〇
〇
〇 

二
八
六
、
〇
〇
〇 

二
八
、
六
〇
〇 

一
〇
四
、
〇
〇
〇 

一
〇
、

四
〇
〇 

三
一
、
〇
〇
〇 

三
、
一
〇
〇 

三
五
一
、
〇
〇
〇 

三
五
、
一
〇
〇 

一
三
一
、
〇
〇
〇 

一
三
、
一
〇
〇 

三
九
、
〇
〇
〇 

三
、
九
〇
〇 

金
額
（
円
） 

 

Ｃ Ｂ Ａ 

入
場
料
を
徴
収
す
る
と
き
。 

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
で
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
以
外
の
た
め
に
利
用
す
る

と
き
。 

入
場
料
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
入
場
料
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
し
な
い

場
合
で
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
た
め
に
利
用
す
る
と
き
。 

 

一 

プ
ー
ル
を
占
用
で
利
用
す
る
場
合 

                        

備
考 一 

区
分
の
欄
に
お
け
る
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
利
用
を
い
う
。 

      

二 

メ
イ
ン
プ
ー
ル
を
可
動
壁
に
よ
り
分
割
し
て
、
そ
の
一
方
を
二
十
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
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メ
イ
ン
プ
ー
ル
、 

サ
ブ
プ
ー
ル
、
飛

込
プ
ー
ル 

施
設
の
名
称 

二
時
間 

単
位 

高
校
生
以
下 

一
般 

金
額
（
円
） 

三
五
〇 

六
〇
〇 

 

会
議
室 

談
話
室 

コ
ー
チ
室 

競
技
役
員
控
室
三 

競
技
役
員
控
室
二 

競
技
役
員
控
室
一 

競
技
本
部 

来
賓
・
大
会
役
員
室 

選
手
招
集
所 

ド
ラ
イ
ラ
ン
ド 施

設
の
名
称 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

単
位 

五
〇
〇 

五
〇
〇 

五
〇
〇 

一
、
〇
〇
〇 

五
〇
〇 

一
、
〇
〇
〇 

二
、
〇
〇
〇 

二
、
〇
〇
〇 

二
、
五
〇
〇 

四
、
〇
〇
〇 

金
額
（
円
） 

 

と
し
て
利
用
す
る
と
き
は
、
サ
ブ
プ
ー
ル
の
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

二 

プ
ー
ル
を
占
用
以
外
で
利
用
す
る
場
合 

     

備
考 一 

利
用
時
間
が
二
時
間
を
超
え
る
場
合
の
金
額
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
金
額
に
二
時
間
を

超
え
る
一
時
間
ご
と
に
当
該
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
時
間

と
し
て
金
額
を
算
定
す
る
。 

二 

高
校
生
以
下
と
は
、
高
等
学
校
、
中
学
校
、
小
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
校
に
在

学
す
る
者
を
い
う
。 

三 

小
学
校
就
学
前
の
者
に
つ
い
て
は
、
無
料
と
す
る
。 

四 

回
数
券
の
金
額
（
同
一
人
が
一
回
に
つ
き
二
時
間
を
単
位
と
し
て
十
一
回
利
用
し
よ
う

と
す
る
と
き
の
金
額
を
い
う
。
）
は
、
こ
の
表
の
金
額
の
十
倍
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。 

三 

附
属
施
設
を
利
用
す
る
場
合 
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報
道
関
係
者
室 

  

 

   

 

 

 

 

 

一
時
間           

 

五
〇
〇           

 

 

  

四 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

 
知
事
が
別
に
定
め
る
額 
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第
二
条
第
一
項
第
六
号
ハ
中 

を 

に
改
め
る
。 

条

例 

埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
衛
生
試
験
等
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
浄
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
一
項
目
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
項
目
に
つ
き 

 

二
十

二
十
四
万
二
千
二
百
円 

 

「
浄
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
二
項
目
に
つ
き 

 
 

三
十

二
万
八
百
円 

 
 

 

」 
 

原
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
一
項
目
に
つ
き 

 
 

二
十

万
二
千
八
百
七
十
円 

八
万
千
四
百
七
十
円
」 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
二
号 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る

条
例
（
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
及
び
第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
、
第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
） 

第
十
六
条 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
は
、
本
県
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ

る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
知
事
が
定
め
る
数
と
す
る
。 

一 

令
第
十
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額 

二 

令
第
十
一
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
） 

第
十
七
条 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
は
、
各
市
町
村
に
つ
き
、
当
該

市
町
村
に
係
る
令
第
十
一
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
） 

第
十
八
条 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
は
、
各
市
町
村
に
つ
き
、

当
該
市
町
村
に
係
る
令
第
十
一
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
改
正
後
の
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規

定
の
例
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
公
的
医
療
機
関
」
の
下
に
「
等
」
を
、
「
特
定
診
療
科
等
」
の
下
に
「
若
し
く
は

準
特
定
診
療
科
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
的
医
療
機
関
等
」
と
は
、
公
的
医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
を
い
う
。
）
又
は
独
立
行

政
法
人
国
立
病
院
機
構
が
開
設
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。 

 

第
二
条
第
三
項
中
「
（
診
療
科
名
中
に
産
科
を
示
す
名
称
を
有
す
る
診
療
科
を
い
う
。
）
」
及

び
「
（
診
療
科
名
中
に
小
児
科
を
示
す
名
称
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

を
含
む
。
）
を
有
す
る
診
療
科
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
医
療
機
関
」
と
は
、
特
定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
等
又
は
医
師

の
確
保
が
必
要
な
医
療
機
関
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

第
二
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

５ 
 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
準
特
定
診
療
科
」
と
は
、
県
内
の
病
院
の
外
科
又
は
県
内
の
医
療
機

関
の
総
合
診
療
を
担
う
診
療
科
を
い
う
。 

６ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
奨
学
金
の
貸
与
期

間
の
二
分
の
三
に
相
当
す
る
期
間
を
い
う
。 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
並
び
に
第
六
条
第
二
号
中
「
公
的
医
療
機
関
又
は
特

定
診
療
科
等
」
を
「
公
的
医
療
機
関
等
又
は
特
定
診
療
科
等
若
し
く
は
準
特
定
診
療
科
」
に
改
め

る
。 第

八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
そ
の
者
が
次
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
八
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

特
定
医
療
機
関
又
は
特
定
診
療
科
等
若
し
く
は
準
特
定
診
療
科
に
医
師
と
し
て
勤
務
し
て

い
る
と
き
。 
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第
八
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
後
期
研
修
（
埼

玉
県
後
期
研
修
医
研
修
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
第
二
条
第
五

項
の
後
期
研
修
を
い
う
。
）
」
を
「
専
門
研
修
（
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
医
師
が
専
門
性
を
高
め

る
た
め
に
受
け
る
研
修
で
知
事
が
認
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
に
改
め
、
「
（
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
号
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と

し
、
同
条
第
二
号
中
「
に
お
い
て
臨
床
研
修
」
を
「
（
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一

号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
知
事
の
指
定
す
る
病
院
又
は
外
国
の
病
院
で
厚
生
労
働
大
臣
の
指

定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
臨
床
研
修
（
同

項
の
臨
床
研
修
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

県
内
の
病
院
に
医
師
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
と
き
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
返
還
等
の
債
務
の
当
然
免
除
） 

第
九
条 

知
事
は
、
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
奨
学

金
の
返
還
等
の
債
務
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

特
定
医
療
機
関
に
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
と
県
内
の
病
院
（
特
定
医
療
機
関
を
除
く
。
）

に
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
と
を
合
計
し
た
期
間
が
特
定
期
間
に
達
し
、
か
つ
、
特
定
医

療
機
関
に
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
臨
床
研
修
を
受
講
し
た
期
間
及
び
専
門
研
修
を
受

講
し
た
期
間
（
専
門
研
修
を
受
講
し
た
期
間
に
あ
っ
て
は
、
当
該
研
修
を
受
講
し
た
期
間
の

う
ち
二
年
を
超
え
る
期
間
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
が
四
年
に
達
し
た
と
き
。 

二 

特
定
診
療
科
等
に
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
と
県
内
の
臨
床
研
修
病
院
に
お
い
て
臨
床

研
修
を
受
講
し
た
期
間
（
こ
の
期
間
が
二
年
を
超
え
る
と
き
は
、
二
年
と
す
る
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
を
合
計
し
た
期
間
が
特
定
期
間
に
達
し
た
と
き
。 

三 

準
特
定
診
療
科
に
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
と
県
内
の
臨
床
研
修
病
院
に
お
い
て
臨
床

研
修
を
受
講
し
た
期
間
と
を
合
計
し
た
期
間
が
特
定
期
間
に
達
し
、
か
つ
、
特
定
医
療
機
関

の
準
特
定
診
療
科
に
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
専
門
研
修
を
受
講
し
た
期
間
を
除
く
。
）

が
二
年
に
達
し
た
と
き
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
四
号 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

別
表
第
一
号
ホ
⑵
中
「
第
二
号
イ
㈠
」
を
「
た
だ
し
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
（
自

動
的
に
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
提
供
す
る
機
能
を
有
す
る
調
理
器
具
で
あ
っ
て
、

令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
の
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
と
同
等
以
上
の
材
質
、
構
造
、

機
能
等
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を

除
く
。
第
二
号
イ
⑴
㈠
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑶
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全

自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。
第
二
号
イ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
同
号
ホ
中
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
を
⑹
と
し
、
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

 

⑷ 

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全

自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ハ
⑻
、
⑼
、

⑿
、
⒀
、
⒃
及
び
⒄
並
び
に
ニ
⑺
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。 

 

別
表
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

イ 

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業 

 
 

 

⑴ 

自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ

と
。 

 
 

 
 

㈠ 

簡
易
な
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供

給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

㈡ 

比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
八

十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備

を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

㈢ 

比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
二
百

リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
の
で
き
る
貯
水
設
備
を

有
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

従
業
者
が
常
駐
せ
ず
、
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。 

 
 

 
 

㈠ 

施
設
（
全
自
動
調
理
機
を
含
む
。
㈡
及
び
㈥
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
体
の
衛
生

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
監
視
設
備
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

㈡ 

施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
の
営
業
者
が
全
自
動
調
理
機
を
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

㈢ 

全
自
動
調
理
機
が
、
原
材
料
の
温
度
、
調
理
の
工
程
等
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常

が
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

㈣ 

全
自
動
調
理
機
が
、
外
部
か
ら
の
汚
染
等
を
防
止
す
る
構
造
を
持
つ
、
調
理
後
の

食
品
に
係
る
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

㈤ 

全
自
動
調
理
機
が
、
調
理
後
の
食
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
時
間
を
経
過
し
た
場
合

に
は
、
当
該
食
品
を
提
供
し
な
い
機
能
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

㈥ 

施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
施
設
の
営
業
者
と
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
当

該
営
業
者
の
連
絡
先
の
掲
示
を
行
う
こ
と
。 

 

別
表
第
四
号
中
「
付
さ
れ
た
営
業
」
の
下
に
「
（
従
業
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り

調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
五
号 

埼
玉
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

 
 

 

す
る
条
例 

埼
玉
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
埼

玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

               

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                                                           

埼
玉
県
川
越
家
畜
保
健
衛
生
所 

埼
玉
県
熊
谷
家
畜
保
健
衛
生
所 

名 

称 

川
越
市 

熊
谷
市 

位 

置 
さ
い
た
ま
市
、
川
越
市
、
川
口
市
、
所
沢

市
、
飯
能
市
、
東
松
山
市
、
春
日
部
市
、

狭
山
市
、
鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
、

越
谷
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
入
間
市
、
朝

霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、
桶

川
市
、
久
喜
市
、
北
本
市
、
八
潮
市
、
富

士
見
市
、
三
郷
市
、
蓮
田
市
、
坂
戸
市
、

幸
手
市
、
鶴
ケ
島
市
、
日
高
市
、
吉
川
市
、

ふ
じ
み
野
市
、
白
岡
市
、
北
足
立
郡
、
入

間
郡
、
比
企
郡
、
秩
父
郡
の
う
ち
東
秩
父

村
、
南
埼
玉
郡
、
北
葛
飾
郡 

熊
谷
市
、
行
田
市
、
秩
父
市
、
加
須
市
、

本
庄
市
、
羽
生
市
、
深
谷
市
、
秩
父
郡
（
東

秩
父
村
を
除
く
。
）
、
児
玉
郡
、
大
里
郡 

管 

轄 

区 

域 
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条

例 

 

本
多
静
六
博
士
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

埼
玉
県
条
例
第
十
六
号 

 
 

 

本
多
静
六
博
士
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

本
多
静
六
博
士
奨
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
修
業
年
限
が
二
年
以
上
の
専
門
課
程
」
を
「
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程

で
そ
の
修
業
年
限
が
二
年
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
専
攻
科
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例 

 

埼
玉
県
の
森
林
は
、
首
都
圏
の
水
源
地
と
し
て
豊
か
な
水
を
供
給
す
る
ほ
か
、
地
球
温
暖
化
の

防
止
等
の
多
面
的
機
能
を
有
し
、
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
資
源
で
あ
る
木
材
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
森
林
の
有
す
る
多

面
的
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全

な
発
展
並
び
に
県
民
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

令
和
七
年
五
月
に
本
県
で
第
七
十
五
回
全
国
植
樹
祭
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
恵
み
を
も
た
ら
す

森
林
を
将
来
に
受
け
継
い
で
い
く
た
め
、
森
林
資
源
の
活
用
や
木
材
の
利
用
拡
大
を
図
る
「
活
樹
」

の
重
要
性
を
全
国
に
発
信
し
た
。 

 

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
こ
の
「
活
樹
」
の
理
念
の
下
、
水
の
源
に
感
謝
し
、
県
産
木
材
の
積
極

的
な
利
用
と
森
林
資
源
の
循
環
利
用
を
進
め
、
本
県
の
豊
か
な
森
林
を
未
来
へ
つ
な
い
で
い
く
こ

と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並

び
に
市
町
村
、
森
林
所
有
者
、
林
業
事
業
者
、
木
材
産
業
事
業
者
、
建
築
関
係
事
業
者
及
び
県

民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
森

林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
、
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発

展
並
び
に
県
民
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

県
産
木
材 

県
内
の
森
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
木
材
を
い
う
。 

 

二 

森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能 

県
土
の
保
全
、
災
害
の
防
止
、
水
源
の
涵か

ん

養
、
自
然
環
境

の
保
全
、
公
衆
の
保
健
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
林
産
物
の
供
給
そ
の
他
の
森
林
の
有
す
る

多
面
に
わ
た
る
機
能
を
い
う
。 

 

三 

建
築
物 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

る
建
築
物
を
い
う
。 
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四 

森
林
所
有
者 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。 

 
五 

林
業
事
業
者 

森
林
施
業
（
伐
採
、
造
林
、
保
育
そ
の
他
の
森
林
に
お
け
る
施
業
を
い
う
。

第
十
二
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
を
い
う
。 

 

六 

木
材
産
業
事
業
者 

木
材
の
加
工
又
は
流
通
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。 

 

七 

建
築
関
係
事
業
者 

建
築
物
の
設
計
又
は
施
工
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

森
林
の
伐
採
、
利
用
、
造
林
及
び
保
育
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
る
森
林
資
源
の
循
環
利
用

に
よ
り
、
豊
か
な
森
林
が
継
承
さ
れ
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
が
図

ら
れ
る
こ
と
。 

 

二 

森
林
資
源
の
有
効
な
活
用
が
地
域
の
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
県
産
木
材

の
経
済
的
価
値
を
最
大
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
林
業
及
び
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全

な
発
展
が
図
ら
れ
る
こ
と
。 

 

三 

県
民
が
、
森
林
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
県
産
木
材
の
利
用
に
対
す
る
意

識
を
高
め
、
県
産
木
材
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
実

現
が
図
ら
れ
る
こ
と
。 

 

（
県
の
責
務
） 

第
四
条 

県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
県
産
木

材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
国
、
市
町
村
、

森
林
所
有
者
、
林
業
事
業
者
、
木
材
産
業
事
業
者
、
建
築
関
係
事
業
者
そ
の
他
関
係
事
業
者
と

の
連
携
協
力
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
市
町
村
の
役
割
） 

第
五
条 

市
町
村
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
る
と
と
も

に
、
県
が
実
施
す
る
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
森
林
所
有
者
の
役
割
） 

第
六
条 

森
林
所
有
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
所
有
す
る
森
林
の
適
切
な
整
備
及
び

保
全
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
林
業
事
業
者
の
役
割
） 

第
七
条 

林
業
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
森
林
の
適
切
な
整
備
及
び
保
全
、
県
産
木
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材
の
安
定
的
な
供
給
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
林
業
の
振
興
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施

す
る
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
木
材
産
業
事
業
者
の
役
割
） 

第
八
条 
木
材
産
業
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
、
県
産

木
材
を
利
用
し
た
製
品
の
安
定
的
な
供
給
及
び
品
質
の
向
上
、
人
材
の
育
成
そ
の
他
の
木
材
産

業
の
振
興
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
建
築
関
係
事
業
者
の
役
割
） 

第
九
条 

建
築
関
係
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
産
木
材
の
積
極
的
な
利
用
、
木
造

建
築
の
技
術
の
継
承
及
び
人
材
の
育
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
県
産
木
材
の
利

用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
民
の
役
割
） 

第
十
条 

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
産
木
材
の
利
用
の
意
義
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

県
産
木
材
を
利
用
し
た
製
品
の
積
極
的
な
利
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
県
産
木

材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
指
針
の
策
定
及
び
公
表
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進

を
図
る
た
め
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
指
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
針
」

と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

 

二 

県
産
木
材
の
利
用
の
目
標 

 

三 

県
産
木
材
の
供
給
体
制
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

 

四 

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
事

項 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項 

３ 

知
事
は
、
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
県
産
木
材
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
等
） 

第
十
二
条 

県
は
、
県
産
木
材
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
及
び
生
産
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

森
林
資
源
の
利
用
及
び
再
生
産
を
図
る
た
め
の
森
林
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

県
産
木
材
の
生
産
に
係
る
基
盤
の
整
備
及
び
森
林
施
業
の
効
率
化
に
関
す
る
こ
と
。 
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三 

県
産
木
材
の
加
工
及
び
供
給
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
） 

第
十
三
条 

県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
工
事
に
お
け
る
県
産
木
材
の
利
用
に
関
す

る
こ
と
。 

 

二 

県
産
木
材
の
産
地
及
び
炭
素
貯
蔵
量
の
認
証
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

県
産
木
材
の
用
途
及
び
販
路
の
拡
大
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
県
の
建
築
物
等
に
お
け
る
県
産
木
材
の
利
用
） 

第
十
四
条 

県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
資
す
る
た
め
、
そ
の
整
備
す
る
建
築
物
そ
の
他

の
工
作
物
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
工
事
に
お
い
て
、
自
ら
率
先
し
て
県
産
木
材
の
利
用
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
人
材
の
確
保
及
び
育
成
） 

第
十
五
条 

県
は
、
林
業
及
び
木
材
産
業
を
担
う
人
材
を
確
保
し
、
及
び
育
成
す
る
た
め
、
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
県
産
木
材
を
利
用
し
た
建
築
物
の
設
計
等
を
行
う
人
材
を
確
保
し
、
及
び
育
成
す
る

た
め
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
市
町
村
へ
の
支
援
） 

第
十
六
条 

県
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
支
援
す
る

た
め
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
普
及
啓
発
） 

第
十
七
条 

県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
木
の
良
さ
及
び

そ
の
利
用
の
意
義
を
学
ぶ
機
会
の
確
保
、
広
報
、
啓
発
活
動
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
推
進
体
制
の
整
備
） 

第
十
八
条 

県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す

る
た
め
、
県
、
市
町
村
、
森
林
所
有
者
、
林
業
事
業
者
、
木
材
産
業
事
業
者
、
建
築
関
係
事
業

者
そ
の
他
関
係
事
業
者
が
相
互
に
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
実
施
状
況
の
公
表
） 

第
十
九
条 

知
事
は
、
毎
年
度
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
二
十
条 

県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
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る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
森
林
整
備
担
い
手
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
森
林
整
備
担
い
手
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
森
林
整
備
担
い
手
基
金
条
例
（
平
成
五
年
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
七
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百

六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
」
に
、
「
の
特
例
の
」
を
「
又
は
各
部
分
の
高
さ
に
関
す
る
特
例
の
」

に
、
「
要
除
却
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
に
よ
り
新
た
に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容
積
率

の
特
例
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
に
よ
り
新
た
に
建
築
さ

れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
が
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容
積
率
又

は
各
部
分
の
高
さ
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
基
金
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
県
営
住
宅
事
業
特
別
会
計
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
県
営
住
宅
事
業
特
別
会
計
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一 

 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
中
「
、
県
営
住
宅
基
金
か
ら
生
ず
る
収
入
」
及
び
「
、
県
営
住
宅
基
金
積
立
金
」
を 

 

削
る
。 
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条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

別
表
第
九
十
二
項
事
務
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を

「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円

滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」

に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再

生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下
に
「
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再

生
等
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
、

同
項
第
十
八
号
の
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
又
は
同
項
第
二
十
八
号
の
敷
地
分
割
事
業
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
１
中
「
第
百
四
条
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
八

第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
百
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

欄
４
中
「
第
百
四
条
第
三
項
」
を
「
第
百
八
条
第
三
項
」
に
、
「
第
百
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第

百
六
十
三
条
の
五
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
三

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
、
第
五
十
一
条
第
六
項
及
び
第
百
十
二
条
」
を
「
及
び
第
五

十
一
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
百
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄 

を
削
り
、
同
欄 

中
「
第
百
九
条
第
一
項
及
び
第
百
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

百
四
条
第
一
項
及
び
第
百
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
十

四
条
第
一
項
」
を
「
第
百
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か

ら 

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示 

別
表
第
九
十
二
項
事
務
の
欄 

中
「
及
び
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
、
第
五
項
か
ら
第

七
項
ま
で
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

15 

16 

28 

29 

28 

29 

30 

30 

29 

31 

33 

30 

44 

32 33 
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条

例 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第

六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
条
第
二
項
中
「
又
は
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
子

育
て
部
分
休
暇
（
当
該
職
員
が
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一

年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
条
第
二
項
中
「
又
は
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
子

育
て
部
分
休
暇
（
当
該
職
員
が
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
項
中
「
七
百
三
十
三
人
」
を
「
七
百
三
十
八
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九 

 

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
表
中
「
七
、
七
八
四
人
」
と
あ
る
の
は
「
七
、
八
四

七
人
」
と
、
「
九
、
九
一
四
人
」
と
あ
る
の
は
「
一
〇
、
〇
一
八
人
」
と
す
る
。 

そ
の
他
の
職
員 

校
長
及
び
教
員
（
副 

校
長
、
教
頭
、
主
幹 

教
諭
、
教
諭
、
養
護 

教
諭
、
助
教
諭
、
養 

護
助
教
諭
及
び
講
師 

を
い
う
。
） 学

校
種
別 

 
 

 

 
 

 

 

職
員
種
別 

   

一
、
三
〇
五 

 

人 

   

七
、
七
八
四 

 

人 

県
立
高
等
学
校 

及
び
市
町
村
立 

高
等
学
校
（
定 

時
制
の
課
程
に

限
る
。
） 

   
 

 

五
一
五 

 

人 

   

五
、
〇
三
五 

 

人 

県
立
及
び
市
町 

村
立
の
特
別
支 

援
学
校 

 

   
 

 

五
二
三 

 

人 

   

九
、
九
一
四 

 

人 

県
立
中
学
校
及

び
市
町
村
立
中

学
校
（
義
務
教

育
学
校
の
後
期

課
程
を
含
む
。
）    

 
 

九
九
〇 

 

人 

  

一
七
、
五
九
二 

 

人 

市
町
村
立
小
学 

校
（
義
務
教
育 

学
校
の
前
期
課 

程
を
含
む
。
） 
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条

例 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

第
十
六
条
の
二 

子
育
て
部
分
休
暇
は
、
学
校
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
）
が

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る

子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら

れ
る
時
間
と
す
る
。 

 

第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
推
進
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
七
号 

埼
玉
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
推
進
基
金
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

公
立
の
高
等
学
校
等
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す

る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
い
う
。
）
に
お

け
る
教
育
改
革
の
推
進
の
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
高
等

学
校
等
教
育
改
革
推
進
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

算
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
処
分
） 

第
五
条 

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 
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条

例 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
及
び
「
。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、
「
法
第
三
条
」
を

「
同
法
第
三
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
補
償
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
） 

第
二
条 

補
償
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
そ
の
他
補
償
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の

公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
規
定
の

例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
削
る
。 

 

第
二
十
二
条
中
「
教
育
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す

る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
」
に
改
め
、
同
条
を
第

四
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
一
条
の
二
か
ら
第
四
条
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。 

 

別
表
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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条

例 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
百
九
十
三
人
」
を
「
二
百
九
十
七
人
」
に
、
「
六
百
九
十
一
人
」

を
「
七
百
一
人
」
に
、
「
七
千
三
十
二
人
」
を
「
七
千
百
三
十
七
人
」
に
、
「
三
千
六
百
八
十
三

人
」
を
「
三
千
七
百
三
十
九
人
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
職
員
の
定
数
の
特
例
）
」

を
付
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
警
察
官
以
外
の
職
員
の

定
数
は
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
で
定
め
る
職
員
の
定
数
に
二

人
を
加
え
た
定
数
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
埼
玉
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
公
示
事
項
を
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
方
法
） 

第
二
条 

条
例
第
十
五
条
第
四
項
（
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
公
示
事
項
（
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項

を
当
該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も

の 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）

を
使
用
す
る
も
の 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
中
「
北
部
拠
点
政
策
幹
」
を
「
北
部
拠
点
推
進
幹
」
に
、
「
及
び
産
業
基
盤
対
策
幹
」

を
「
、
産
業
基
盤
対
策
幹
及
び
大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
防
災 

 

政
策
幹
」
の
下
に
「
、
野
生
鳥
獣
対
策
幹
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
産
業
労
働
部
金
融
課
長
の
項
受
任
者
の
欄
中
「
産
業
労
働
部
金
融
課
長
」
を
「
産

業
労
働
部
経
営
・
金
融
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                 

  

十
一 

公
益
信
託
に

関
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
三

十
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
基

づ
く
公
益
信
託
に

関
す
る
事
務 

 

法
第
三
十
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
益
信
託
認

可
を
取
り
消
す
こ
と
。 

１ 

法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益

信
託
の
認
可
を
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
益
信
託
の
変
更
等
の
認
可
を
す

る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
益
信
託
の
併
合
等
の
認
可
を

す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
益
信
託
の
受
託
者
に
対
し
て

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を

す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
旧
公
益
信
託
の
移
行
認
可
を
す

る
こ
と
。 

 

Ｄ  
Ｘ  
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別
表
第
三
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄 

中
「
国
若
し
く
は
公
共
団

体
又
は
公
共
的
団
体
の
依
頼
を
受
け
て
講
演
、
講
義
、
演
技
等
を
行
う
場
合
の
う
ち
」
を
削
り
、

同
欄 

中
「
の
振
替
及
び
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振

替
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         

 

 

別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
条
第
二

項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
災
害
対
策
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄 

中
「
第

八
十
六
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六

条
の
九
第
四
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 
中

「
第
七
十
四
条
の
四
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九

第
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
八
項
」

を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
一
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同

欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
八

項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
二
項
」
を
「
第
八

十
六
条
の
九
第
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
十
二

項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
」
を
「
第
八
十

六
条
の
九
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第

八
十
六
条
の
九
第
十
一
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八

十
六
条
の
九
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
七
項
」
に
、
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十

一
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
３
中

「
医
療
」
の
下
に
「
、
福
祉
」
を
加
え
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
八
条
」
を
「
第

四 

地
方
自
治
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
を
確
保
す
る
た
め
の
方
針
を
定
め
、
及

び
こ
れ
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
を
確
保
す
る
た
め
の
方
針
を
定
め
、

又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
に
公
表
す

る
こ
と
。 
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八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
７
と
し
、
４
を
６
と
し
、
３
を
５
と
し
、
同
欄
２
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

３ 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
を
救
助
に
関
す
る

業
務
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

      

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
こ
ど
も
支
援
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

    

 

 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
こ
ど
も
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
保
育
士
の

登
録
」
を
「
保
育
士
登
録
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
に
地
域
外
来
医
療
を
確
保
す 

る
必
要
が
あ
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
者
等
に
対
し
、
協
議
の
場

に
お
け
る
協
議
に
参
加
し
、
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
者
等
に
対
し
、
期
限
を
定

め
て
、
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
に
出
席
し
、
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

三 

高
次
脳
機
能
障

害
者
支
援
法
（
令

和
七
年
法
律
第
九

十
六
号
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務 

 

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
第
二
十
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
高
次
脳
機
能
障
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 

法
第
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
（
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
の
長
が
地
域
限
定
保
育
士
試
験
に
係
る

内
閣
総
理
大
臣
へ
の
申
請
を
行
う
こ
と
及
び
当
該
申
請
に
係
る
試
験
実
施
方
法
書
に
記
載

し
た
試
験
の
実
施
回
数
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
。 
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法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公

表
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
産
業
支
援
課
の
項
機
関
名
の
欄
中
「
産
業
支
援
課
」
を
「
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
同
表
金
融
課
の
項
機
関
名
の
欄
中

「
金
融
課
」
を
「
経
営
・
金
融
支
援
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

          

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
森
づ
く
り
課
の
項
第
十
号
部
長
決
裁
事
項
の
欄
３
中
「
第
四
十
八
条

第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

     

 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
あ

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
９
を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
八
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区
連
合
の
解
散
を
認
可
す

る
こ
と
。 

 

法
第
八
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区
が
そ
の
所
属
す
る
土
地

改
良
区
連
合
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
を
認
可
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
８
を 

と
し
、
７

を 

と
し
、
６
を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

二 

中
小
企
業
支
援

法
（
昭
和
三
十
八

年
法
律
第
百
四
十

七
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

 

 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

中
小
企
業
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る

計
画
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け

出
る
こ
と
。 

２ 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
法
人
を
指
定
す
る
こ
と
。 

３ 
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
法
人
に
対
し
、
事
業
の
改
善
に
関

す
る
命
令
、
指
定
の
取
消
し
そ
の
他
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。 

 

十
一 

埼
玉
県
県
産

木
材
利
用
促
進
条

例
（
令
和
八
年
埼

玉
県
条
例
第
十
七

号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務 

 

埼
玉
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
産
木

材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
指
針
を
定
め

る
こ
と
。 
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法
第
七
十
一
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

財
産
処
分
の
方
法
を
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
七
十
一
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
解
散
し

た
土
地
改
良
区
の
決
算
報
告
を
認
可
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
５
の
次
に
次
の
よ 

う
に
加
え
る
。 

６ 

法
第
五
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
を
認
可
す

る
こ
と
。 

７ 

法
第
五
十
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
携
管
理
保
全
事
業
を
認
可
す
る

こ
と
。 

９ 

法
第
五
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
連
携
管
理
保
全
計
画
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
建
築
安
全
課
の
項
第
十
二
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十

三
条
の
五
十
九
第
一
項
」
に
、
「
容
積
率
」
を
「
容
積
率
等
」
に
改
め
、
同
表
住
宅
課
の
項
第

九
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン

シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 
を
あ

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。  

法
第
二
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に

対
し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
あ

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
設
立
に

つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
款
又
は
資
金
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
解
散

に
つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
後
段
（
法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
八
に
お
い
て
準
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
補
償
金
支
払
計
画
の
策
定
又
は
変
更
に
つ

い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
に
対

し
、
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
必
要
な
勧
告
、
助
言
若
し
く
は
援
助
を

す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
に
対

し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支

援
法
人
に
対
し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除

却
組
合
の
事
業
又
は
会
計
の
状
況
を
検
査
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
し

た
処
分
の
取
消
し
、
変
更
又
は
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
設
立
の
認
可
を
取
り
消
す
こ

と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
会
又
は
総
代
会
を
招
集
す

る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
理
事
若
し
く
は
監
事
の
解
任

又
は
総
代
の
解
任
を
投
票
に
付
す
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
決
、
選
挙
、
当
選
又
は
解

任
の
投
票
を
取
り
消
す
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
あ

を 

と
し
、 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等

売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ

ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

法
第
百
六
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
対

し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン

敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄

あ
を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組

合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
二
十
条
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第
一
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ

ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
を

「
第
百
六
条
第
一
項
」
に
、
「
買
受
計
画
」
を
「
除
却
等
計
画
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄
あ

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
条
第
一
項
」
に
、
「
買
受
計
画
」
を
「
除

却
等
計
画
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を
あ

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に

改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再

生
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 
を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ

ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改

め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
対

し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン

建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
９
を
同

欄 

と
し
、
同
欄
８
を
同
欄 

と
し
、
同
欄
７
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ

ン
再
生
事
業
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同
欄 

と
し
、
同
欄
６
を
同
欄
９
と
し
、
同
欄
５
を
同
欄

８
と
し
、
同
欄
４
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改
め
、
同

欄
４
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
３
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」

に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
２
を
同
欄
５
と
し
、
同
欄
１
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替

組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
に
１
、
２
及

び
３
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１ 

法
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
そ
の
他
の
措
置
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

法
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有

者
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
そ
の
他
の
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験

を
有
す
る
者
の
あ
つ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
 

３ 

法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有

者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
十
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
６
を 

と
し
、
５

を
９
と
し
、
同
欄
４
中
「
第
五
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、

同
欄
４
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
３
中
「
第
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
十
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
２
中
「
第
五
条
の
九
」
を
「
第
五
条
の
十
九
」
に
改

め
、
同
欄
２
を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

２ 

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、
マ
ン
シ
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ョ
ン
の
管
理
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
あ
つ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。 

３ 

法
第
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
対

し
、
管
理
支
援
業
務
の
運
営
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

４ 

法
第
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
の
登

録
を
取
り
消
す
こ
と
。 

５ 

法
第
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の

作
成
又
は
変
更
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
通
知

す
る
こ
と
。 

第
二
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
雇
用
・
人
材
戦
略
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

        

第
三
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
病

床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
欄
中
あ

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院

等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

 

中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同

欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報

告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中
９
を 

と
し
、
５
か
ら
８
ま
で

を
６
か
ら
９
ま
で
と
し
、
同
欄
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

法
第
三
十
条
の
十
三
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等

の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
報
告
の
内
容
を
変
更
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
雇
用
・
人
材
戦
略
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第 

三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

八 

埼
玉
県
カ
ス
タ

マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
防
止
条
例
（
令

和
七
年
埼
玉
県
条

例
第
五
十
四
号
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

埼
玉
県
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
条
例
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
針

を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。 
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当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

令
和
八
年
七
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

令
和
八
年
十
月
一
日 
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規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
、
局
長
」
の
下
に
「
、
副
病
院
長
」
を
、
「
研
究
所
長
」
の
下
に
「
、
病

院
長
」
を
加
え
、
「
技
術
・
事
業
化
支
援
室
長
」
を
「
副
部
長
、
技
師
長
」
に
改
め
、
「
、
医
療

安
全
管
理
幹
」
を
削
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
担
当
部
長
（
」
の
下
に
「
病
院
長
、
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
第
十
号
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
８
中
「
第
八
条
」
を
「
第

八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
又
は
助
産
所
の
開
設
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
又
は

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
」
に
改
め
、
同
欄
９
及
び 

中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助

産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若

し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
、
「
失
そ
う
」
を
「
失

踪
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」

を
、
「
そ
の
開
設
」
の
下
に
「
し
、
又
は
設
置
」
を
加
え
、
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助

産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

施
行
令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
か
ら

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
管
理
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
助
産
所
に
」
を

「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
管
理
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
の
事
務
所
」
を
「
若
し
く

は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
の
事
務
所
」
に
、
「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を
「
、

助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
運
営
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
二
号
事
務
の
種

類
の
欄
中
「
、
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省

11 
18 

25 

25 

17 

27 

26 

28 

27 

26 

10 
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令
第
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
委
任
事
務

の
欄 

中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
の
十
三
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を
削
り
、
同
表
家
畜
保
健
衛

生
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中
２
か
ら
４
ま
で
を
削
り
、
５
を
２
と
し
、
６
か
ら 

ま
で

を
３
か
ら
８
ま
で
と
す
る
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
四
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

十
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
九
項
」

に
改
め
、
同
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
第
百
三
十
七
条
の

十
二
第
六
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
百
三
十
七
条

の
十
二
第
七
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の

表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

28

b 

54

b 
55

bb 

29

b 

11

b 
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第
三
条
の
表
産
業
労
働
部
の
項
中 

を 

に
、
「
産
業
創
造
課
」
を
「
新
産
業
育 

に
改
め
る
。 

規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

   

「 

成
課
」
に
、
「
金
融
課
」
を
「
経
営
・
金
融
支
援
課
」
に
改
め
、
同
表
農
林
部
の
項
中 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

   

第
六
条
の
二
行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
課
の
項
第
十
五
号
中
「
北
部
拠
点
政
策
幹
」
を
「
北
部
拠

点
推
進
幹
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
職
員
健
康
支
援
課
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も

の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
税
務
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第

五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
項
中
第
四
号
及
び

第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

 

第
八
条
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

九 

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
健
康
長
寿
課
の
項
第
十
六
号
を
削
る
。 

 

第
十
条
産
業
労
働
政
策
課
の
項
第
十
号
中
「
産
業
支
援
課
」
を
「
経
営
・
金
融
支
援
課
」
に
改

め
、
同
条
産
業
支
援
課
の
項
中
「
産
業
支
援
課
」
を
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
課
」
に
改
め
、
同

項
中
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
」
を
「
ス
タ
ー

「 

産

業

支

援

課 

 」

「 

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

創

造

課 

 」

全

国

植

樹

祭

推

進

課 

森

づ

く

り

課 

全

国

植

樹

祭

推

進

課 

森

づ

く

り

課 

 

「 

森

づ

く

り

課 

 」

森

づ

く

り

課 

 」
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ト
ア
ッ
プ
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
二
号
と
し
、
第
八
号

を
第
三
号
と
し
、
第
九
号
を
第
四
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
五
号
と
し
、
第
十

二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十 
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
及
び
促
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
七
号
を
削
り
、
同
条
産
業
創

造
課
の
項
中
「
産
業
創
造
課
」
を
「
新
産
業
育
成
課
」
に
改
め
、
同
条
金
融
課
の
項
中
「
金
融
課
」

を
「
経
営
・
金
融
支
援
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
と
し
て
次
の
六
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

中
小
企
業
の
経
営
革
新
支
援
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

中
小
企
業
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

五 

受
託
中
小
企
業
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

六 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
事 

 
 

 

業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
金
融
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
三 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
経
営
支
援
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す

る
こ
と
。 

 

第
十
一
条
森
づ
く
り
課
の
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
五 

埼
玉
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
一
条
全
国
植
樹
祭
推
進
課
の
項
を
削
る
。 

 

第
十
三
条
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

 
 

七 

大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
三
条
建
築
安
全
課
の
項
第
十
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
除
却
」
を
「
除
却
等
」
に
、
「
容

積
率
」
を
「
容
積
率
等
」
に
改
め
、
同
条
住
宅
課
の
項
第
十
四
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
、
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動

車
税
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条 

第
三
項
第
一
号
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
等
」
を
「
軽
油
引
取
税
等
」
に
改
め
、
「
、
自
動
車

税
環
境
性
能
割
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
自
動
車
税
（
種
別

割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
等
及
び
自
動
車
税
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第
百
二
十
条
の
表
県
土
整
備
事
務
所
名
の
欄
中 

（
種
別
割
）
」
を
「
軽
油
引
取
税
等
及
び
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第

五
号
中
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
等
及
び
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
軽
油
引
取
税
等
及
び
自

動
車
税
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
五
号
と
す
る
。 

 

第
三
十
条
第
五
号
中
「
産
業
支
援
課
」
を
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
七
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

               

第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
の
表
中
「
さ
い
た
ま
市
」
を
「
熊
谷
市
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
三
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
五
十
三
条
の
四 

削
除 

           

埼
玉
県
川
越
家
畜
保
健

衛
生
所 

埼
玉
県
熊
谷
家
畜
保
健

衛
生
所 

名 
 

 
 

 
称 

川
越
市 

熊
谷
市 

位 

置 

さ
い
た
ま
市
、
川
越
市
、
川
口
市
、
所
沢
市
、

飯
能
市
、
東
松
山
市
、
春
日
部
市
、
狭
山
市
、

鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
蕨
市
、

戸
田
市
、
入
間
市
、
朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光

市
、
新
座
市
、
桶
川
市
、
久
喜
市
、
北
本
市
、

八
潮
市
、
富
士
見
市
、
三
郷
市
、
蓮
田
市
、
坂

戸
市
、
幸
手
市
、
鶴
ケ
島
市
、
日
高
市
、
吉
川

市
、
ふ
じ
み
野
市
、
白
岡
市
、
北
足
立
郡
、
入

間
郡
、
比
企
郡
、
秩
父
郡
の
う
ち
東
秩
父
村
、

南
埼
玉
郡
、
北
葛
飾
郡 

熊
谷
市
、
行
田
市
、
秩
父
市
、
加
須
市
、
本
庄

市
、
羽
生
市
、
深
谷
市
、
秩
父
郡
（
東
秩
父
村

を
除
く
。
）
、
児
玉
郡
、
大
里
郡 

管 
 

轄 
 

区 
 

域 

 

「 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所 

 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所 
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医
療
安
全
管
理
室 

看
護
部 

  

看
護
部 
 

あ
あ
あ
あ
あ 

 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

     
 

 
 

   

第
百
三
十
一
条
の
十
四
第
二
項
の
表
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
鶴
ヶ
島
市
」

を
「
鶴
ケ
島
市
」
に
改
め
る
。 

第
百
三
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
六
号
中
「
受
理
」
を
「
受
理
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
八
条
中
「
部
を
」
を
「
部
又
は
室
を
」
に
改
め
、
同
条
の
表
局
名
の
項
中
「
部
名
」 

       

第
百
四
十
九
条
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
表
中
「
春
日
部
夢
の
森
公
園
」
の
下
に
「
、
越
谷
公
園
」
を
加
え
る
。 

第
百
八
十
六
条
中
「
、
埼
玉
県
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
北
部
支
所
」
を
削
る
。 

 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
公
益
法
人
認
定
等
審
議
会
の
項
職
務
の
欄
中
「
お
い
て
」
の
下
に 

「
読
み
替
え
て
」
を
、
「
答
申
等
」
の
下
に
「
及
び
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
諮
問
に
対
す
る
答

申
等
」
を
加
え
、
同
項
庶
務
担
当
の
課
等
名
の
欄
中
「
公
益
法
人
」
の
下
に
「
又
は
公
益
信
託
」

を
加
え
る
。 

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
企
画
財
政
部
の
項
中
「
北
部
拠
点
政
策
幹
」
を
「
北
部
拠
点
推
進

幹
」
に
改
め
、
同
表
都
市
整
備
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

 

 

」 

」 に
改
め
る
。 
を 「 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

 

 

を
「
部
又
は
室
名
」
に
改
め
、
同
表
医
療
局
の
項
中 

「 

」 

を 

「 

」 

に
改
め
る
。 

都
市
整
備
部 

大

宮

ス

ー

パ

ー
・
ボ
ー
ル
パ

ー
ク
整
備
推
進

幹 産
業
基
盤
対
策

幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー

ク
の
整
備
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た

事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
上
司
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す

る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
地
域
の
産
業
基
盤
づ
く

り
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を

掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
上
司
を
助
け
、
職
員
の

担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 
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第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
災
害
対
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       

第
百
八
十
八
条
第
四
項
第
七
号
中
「
北
部
拠
点
政
策
幹
」
を
「
北
部
拠
点
推
進
幹
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
一 

大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹 

 

第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
表
局
の
項
中
「
局
長
」
の
下
に
「
（
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
医
療
局
に
あ
つ
て
は
副
病
院
長
）
」
を
加
え
、
同
表
埼
玉
県
環
境
科
学
国
際
セ
ン

タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
地
域
機
関
の
項
中
「
に
あ
つ
て
は
副
セ
ン
タ
ー
長
及
び
病
院
長
」

を
削
り
、
同
表
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

    

み
ど
り
自
然

課 

野
生
鳥
獣
対
策

幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
野
生
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
に

関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
と
と
も
に
、
課
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任

す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー 

病
院
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
及
び
医
療
局
の

事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

埼
玉
県
総

合
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン

タ
ー
あ 

部 

看
護
師
長 

副
技
師
長 

技
師
長 

副
部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
棟
、
外
来
診

療
等
に
お
け
る
看
護
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当

該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査
技

師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
行
う

事
務
の
う
ち
、
相
当
高
度
の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と

す
る
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
た
だ
し
、
副
部
長
が
二
人

以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め

部
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当
該
指
定
事
務
に

限
る
も
の
と
す
る
。 

 

都
市
整
備
部 

大
宮
ス
ー
パ
ー
・

ボ
ー
ル
パ
ー
ク

整
備
推
進
幹 

産
業
基
盤
対
策

幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー

ク
の
整
備
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た

事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
上
司
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す

る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
地
域
の
産
業
基
盤
づ
く

り
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を

掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
上
司
を
助
け
、
職
員
の

担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 
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産
業
労
働
部
金
融
課 

産
業
労
働
部
産
業
創
造
課 

産
業
労
働
部
産
業
支
援
課 

産
業
労
働
部
経
営
・
金
融
支
援
課 

産
業
労
働
部
新
産
業
育
成
課 

産
業
労
働
部
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
課 

 

 

 
 

            

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
七
条
の
表
、
第
五

十
三
条
の
二
第
二
項
の
表
及
び
第
五
十
三
条
の
四
の
改
正
規
定
は
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞

令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
同
表
の
上
欄
に
対
応
す
る
下
欄
に
掲
げ
る
機

関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
総

合
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン

タ
ー
あ 

部 

看
護
師
長 

副
技
師
長 

技
師
長 

副
部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
棟
、
外
来

診
療
等
に
お
け
る
看
護
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、

当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
、
視
能
訓
練
士
、
義
肢
装
具
士
又
は
言
語
聴
覚

士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
相
当
高
度
の
知
識
、
経
験

等
を
必
要
と
す
る
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床
検
査

技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
の
う
ち
、
高
度

の
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
も
の

に
従
事
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、

部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
た
だ
し
、
副
部
長
が
二
人

以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め

部
長
か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当
該
指
定
事
務
に

限
る
も
の
と
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
規
則
に
定
め
る
様
式
に
お
け
る
押
印
及
び
署
名
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
規
則
に
定
め
る
様
式
に
お
け
る
押
印
及
び
署
名
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
規
則
に
定
め
る
様
式
に
お
け
る
押
印
及
び
署
名
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令

和
三
年
埼
玉
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
」
を
「
埼

玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
号 

 
 

 

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一 

部
を
改
正
す
る
規
則 

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関

す
る
規
則 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
に
関
し
」
を
「
を
、
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら

第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、
「
情
報
通
信
の
技
術
」
を
「
情
報
通
信
技
術
」
に
、
「
お

い
て
」
を
「
つ
い
て
」
に
、
「
規
則
に
」
を
「
条
例
等
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

２ 

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又

は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 
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第
六
条
第
一
項
中
「
知
事
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、

「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が

で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
知
事
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条

を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
知
事
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、

「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
知
事
の
使
用
」
を

「
知
事
等
の
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
方
式
と
す
る
。 

一 

第
七
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
の
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
定
め
る
方
式 

第
四
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又

は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
九
条 

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と

知
事
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る

と
知
事
が
認
め
る
場
合 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等

を
す
る
者
は
、
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
条
の
申
請

等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項 

二 

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又

は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
知
事
が
電
子
署
名
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
に
改
め
、
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同
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
） 

第
五
条 
条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報

に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
六
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
知
事
が

認
め
る
場
合 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
知

事
が
認
め
る
場
合 

（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
七
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
知
事
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て

当
該
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備

え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
知
事
又
は

こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
（
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請

等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当
該
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
十
二
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号
） 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
」
を
「
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
九

条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
の
額
に
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
し
た
次
に
掲
げ
る
勤

務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
知
事
が

定
め
る
割
合
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る

報
酬
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
に
お
い
て
、
正
規
の

勤
務
時
間
外
に
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規
の

勤
務
時
間
と
の
合
計
が
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
規

定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
の
額
に
百
分
の
百
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午

前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
百
分
の
百
二
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
次
条
の
規
定
に
よ
り
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤

務
し
た
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
休
日
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
日
を
除
く
。
）
に
お
け
る
勤
務 

二 

前
号
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務 

 

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
振
替
（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
週
休
日
と
さ
れ
た
日
に

お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
知
事
が
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤

務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
割
り
振
ら
れ

た
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時

間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
割
振
り
変
更
前
の
正

規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の

勤
務
時
間
と
の
合
計
が
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
の
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時
間
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
九
条

に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
の
額
に
百
分
の
二
十
五
か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範

囲
内
で
知
事
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
と
し
て

支
給
す
る
。 

 

第
六
条
第
三
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
」
を
「
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
正

規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
」
に
、
「
知
事
が
定
め
る
時
間
」
を
「
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振
り
変

更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の

間
の
勤
務
の
時
間
」
に
、
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
任
命
権
者
が

定
め
る
休
日
及
び
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第

第
二
十
八
号
）
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
中
「
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
を
「
第
六
条
及
び
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
恩
給
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き

在
職
期
間
と
職
員
の
退
隠
料
及
び
退
職
給
与
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
の
通
算
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
恩
給
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る

べ
き
在
職
期
間
と
職
員
の
退
隠
料
及
び
退
職
給
与
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
の

通
算
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
恩
給
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き

在
職
期
間
と
職
員
の
退
隠
料
及
び
退
職
給
与
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
の
通
算
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
つ
ど
」
を
「
都
度
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
中 

 
 

を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
㊞
」
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規

則 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

別
表
第
３
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
５
年
の
文
書
等
）
の
項
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

別
表
第
４
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
３
年
の
文
書
等
）
の
項
中
１
及
び
２
を
削
り
、
３
を
１
と

し
、
４
か
ら
９
ま
で
を
２
か
ら
７
ま
で
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
勤
務
整
理
簿
、
旅
行
命
令
簿
、

年
次
休
暇
簿
等
及
び
復
命
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

1
1
 
勤
務
整
理
簿
、
旅
行
命
令
簿
、
年
次
休
暇
簿
等

 

12 

14 

13 

11 

10 

1
2
 
復
命
書
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規

則 

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中 

 
 

を
削
る
。 

 

様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
㊞
」

 

「
宛
先
」

 
「
あ
て
先
」
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規 
 

則 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
八
年
埼
玉
県

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
の
改
正
規
定
中
「
埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

条
例
」
を
「
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
兇
器
」
を
「
凶

器
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
武
蔵
浦
和
合
同
庁
舎
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

「
産
業
労
働
部
雇
用
労
働
課
長
」

 

援
課
長
」

 

「
産
業
労
働
部
就
業
支
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規

則 

埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
褒
賞
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
褒
賞
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
褒
賞
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則

第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中 

 
 

を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
中 

 
 

を
削
る
。 

 

様
式
第
五
号
中 

 
 

を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
 

」
 

㊞
 

「
 印

 」
 

印
 

「
 

」
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規

則 

 

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

㊞□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先
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規

則 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
及
び
第
十
一
条
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
四
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
六
号
（
表
面
）
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

 

」 

に
改
め
る
。 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を
削
る
。 

様
式
第
十
一
号
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
十
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

 

」 

に
改
め
る
。 

様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
十
七
号
ま
で
、
様
式
第
十
九
号
（
一
）
（
表
面
）
及
び
様
式
第
十

九
号
（
二
）
（
表
面
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
号
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
二
号
（
第
一
面
）
及
び
様
式
第
二
十
三
号
（
表
面
）
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
五
号
の
二
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
二
十
七
号
（
第
一
面
）
、
様
式
第
二
十
八
号
、
様
式
第
二
十
九
号
、
様
式
第
三
十
号
（
表

面
）
、
様
式
第
三
十
一
号
、
様
式
第
三
十
一
号
の
二
（
表
面
）
、
様
式
第
三
十
一
号
の
三
か
ら
様

式
第
三
十
二
号
ま
で
、
様
式
第
三
十
三
号
（
第
一
面
）
、
様
式
第
三
十
四
号
（
第
一
面
）
、
様
式

第
三
十
五
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
三
十
六
号
（
表
面
）
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

宛
先

 

㊞
 

㊞
 

あ
て
先

 
毀
損

 
き
損

 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

㊞
 

宛
先

 
㊞

 
あ
て
先

 
毀
損

 
き
損

 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

㊞
 あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 
㊞

 

㊞
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規

則 

埼
玉
県
長
瀞
射
撃
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
長
瀞
射
撃
場
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
長
瀞
射
撃
場
管
理
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
三
号
中 

 
 

を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

印
 

□ 印
 

」
 

「□ 印
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規

則 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
（
令
和
三
年
埼
玉
県
規
則

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
の
表
中
「
第
百
九
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
四
条
第
四
号
中
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
東
日
本
電
信
電

話
株
式
会
社
を
い
う
。
）
」
を
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
三
十
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め 

る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

５
億

円
 

８
億

円
 

第
２

２
条

の
４

第
２

項
 

第
２

２
条

の
３

第
２

項
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規

則 

埼
玉
県
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
全
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
共
生
社
会
づ
く

り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号 

埼
玉
県
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
全
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
共
生
社
会

づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
全
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
共
生
社
会
づ
く

り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 別

記
様
式
中
「 

」
を
削
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

印
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規

則 

埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館
管
理
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を

削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先
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あ
て
先

 

あ
て
先

 

規

則 

 

埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
二
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
舞
台
設
備
の
項
中
「
脇わ

き

台
」
を
「
脇
台
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
一
号
（
一
）
、
様
式
第
一
号
（
二
）
、
様
式
第
四
号
（
一
）
及
び
様
式
第
四
号
（
二
）

中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

宛
先

 

宛
先

 
㊞
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規

則 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
、
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一

項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
の
届
出
又

は
法
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
若
し
く
は

休
止
の
届
出
は
、
様
式
第
二
号
の
廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

３ 

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
辞
退
の
申
出
は
、
様
式
第
三
号
の
指
定
辞
退
届
出
書
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

法
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
及
び
第
七
十
六
条
の
三
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
は
、
様
式
第
四
号
の
指
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

法
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
及
び
第
七
十
六
条
の
三
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
の
全
部
又
は
一
部
の
効
力
の
停
止
は
、
様
式
第
五
号
の
指
定
効
力
停
止
通
知
書

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

入
所
定
員

 
利
用
定
員
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様式第２号（第３条関係） 
 
廃止・休止・再開届出書 

 
年  月  日  

 
 （宛先） 

埼玉県知事 

 
 

 
所 在 地 

 

 
事 業 者 名 称 

 

 
代表者氏名 

 

 
  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指

定を受けた事業を次のとおり廃止する・休止する・再開したので届け出ます。 

 
事業所番号   

 廃止・休止・再開に係る事業 
名   称 

 
 

所 在 地 
 

 

 廃止・休止・再開に係る年月日 年  月  日  

 廃止・休止の理由 

   

 

現に指定障害福祉サービスを

受けていた者に対する措置 

（廃止・休止の場合に限る。） 

 
 

 休止予定期間 年  月  日 ～  年  月  日   

備考 １ 事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務の体

制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、勤務体制・形態一覧表を添

付してください。 

 ２ 廃止又は休止をする場合は、１月前までに届け出てください。 

 
３ 再開の場合は、１０日以内に届け出てください。 

 
事務担当者 

氏名   

 電話番号   
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様式第３号（第３条関係） 
 

指 定 辞 退 届 出 書 

年  月  日     

（宛先） 

埼玉県知事 

  

所 在 地   

設置者 名 称  

代表者氏名  

 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により指

定を受けた障害者支援施設について、次のとおり指定を辞退したいので届け出ま

す。 

 

 
事業所番号    

 指定を辞退する施設 
名   称   

所 在 地  
 

 

 指定を受けた年月日 年  月  日  

 指定を辞退する年月日 年  月  日  

 指定を辞退する理由 

 
 

に  
現に施設に入所している者に対

する措置 

 
 

備考 指定を辞退する日の３か月前までに提出してください。 

  事務担当者 
氏名   

 
電話番号   
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様式第４号（第３条関係） 

指 定 取 消 通 知 書 

 

指令 第     号  

年  月  日  

 

         様 

 

                    埼玉県知事       印 

 

 

年  月  日付け指令 第    号により指定した指定    

については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する 

 

 

おり指定を取り消したので通知します。 

 

記 

 

  事業者（設置者）の名称 

 

  代表者の氏名 

 

  事業所（施設）の名称 

 

  事業所（施設）の所在地 

 

  サービスの種類 

 

  取消しの理由 

 

  事業所番号 

 

教  示 

 備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規 

則別記第１の１の規定による文を記載して行うこと。 

第５０条第１項 
第５０条第３項において準用する同条第１項 
第５１条の２９第１項 
第７６条の３第６項 

ための法律                    の規定により、下記のと 
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様式第５号（第３条関係） 

指 定 効 力 停 止 通 知 書 

 

指令 第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

埼玉県知事       印 

 

 

    年  月  日付け指令 第    号により指定した指定    

      については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた 

 

 

り指定の効力の（全部・一部）を停止したので通知します。  

 

記 

 

 事業者（設置者）の名称 

 

 代表者の氏名 

 

 事業所（施設）の名称 

 

 事業所（施設）の所在地 

 

 サービスの種類 

 

 停止の理由 

 

 停止の範囲 

 

 停止の期間 

 

 事業所番号 

 

教  示 

 備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規

則別記第１の１の規定による文を記載して行うこと。 

第５０条第１項 
第５０条第３項において準用する同条第１項 
第５１条の２９第１項 
第７６条の３第６項 

めの法律                    の規定により、下記のとお 
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様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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規

則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
三
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
再
開
の
届
出
又
は
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
届
出
は
、
様
式
第
八
号
の
三
の
廃
止
・
休
止
・

再
開
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
は
、
様
式
第
二
十
四
号
の
指
定
障
害
児

入
所
施
設
指
定
辞
退
届
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

    

様
式
第
一
号
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
加
入
す
る
医
療
保
険
が
国
民
健
康
保
険
組
合
の
場
合
は
、
省
略
で
き
ま
せ
ん
。
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 
申
請
者
氏
名

 

（
加
入
す
る
医
療
保
険
が
国
民
健
康
保
険
組
合
の
場
合
は
、
省
略
で
き
ま
せ
ん
。
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
者
氏
名

 

」
 

様
式
第
一
号
の
二
中 「

 を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

「
 

」
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 様式第１号の１２（第１条の２関係） 

 

  
小児慢性特定疾病医療受給者証（兼登録者証） 

 公 費 負 担 者 番 号   

 受 給 者 番 号   

 

 
 

居 住 地   

 氏   名   

 生 年 月 日      年  月  日  

 

 
 

居 住 地   

 氏   名  
受 診 者 
（要支援者） 
との続柄 

  

 有 効 期 間   

 
小 児 慢 性 特 定 

疾 病 の 名 称 
  

 
指定小児慢性特定 

疾 病 医 療 機 関 
  

 
小児慢性特定疾病 
登 録 者 証 

  

 自己負担上限月額 月額       円 階層区分   

 食 事 療 養 費   

 経由  

 

 上記のとおり認定します。 
     年  月  日 
 

埼玉県知事        □印   

 

教  示 

 

  備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則（平

成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載して行うこと。 

 

受
診
者
／
要
支
援
者 

保

護

者
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様
式
第
八
号
の
三
及
び
様
式
第
八
号
の
四
を
削
り
、
様
式
第
八
号
の
五
を
様
式
第
八
号
の
三
と

す
る
。 

  

様
式
第
二
十
二
号
及
び
様
式
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
二
及
び
様

式
第
一
号
の
十
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
ず
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
一
号
の
十
二
に
よ
る
小
児
慢

性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
は
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
様
式
第
一
号

の
十
二
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
兼
登
録
者
証
と
み
な
す
。 

７
 
開
始
予
定
年
月
日

 
「
７

 
開
始
予
定
年
月
日

 

 
８

 
有
効
期
限

 
 

 
」

 
様
式
第
二
十
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

様
式
第
八
号
の
二
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

７
 
開
始
予
定
年
月
日

 
「
７

 
開
始
予
定
年
月
日

 

 
８

 
有
効
期
限

 
 

 
」

 

様
式
第
二
十
二
号
及
び
様
式
第
二
十
三
号

 
削
除
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規

則 

柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 

柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

柔
道
整
復
師
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、 

 
 

を

削
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

あ
て
先

 
宛
先

 
○ 印

 
「

 
」
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規

則 

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 

 

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

五
の
二 

法
第
八
条
第
二
項
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
の
届
出 

様
式
第
五
号
の

二 

第
一
条
第
一
項
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

七
の
二 

法
第
八
条
の
二
第
二
項
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
休
止
又
は
再
開
の
届
出 

 

様
式
第
七
号
の
二 

七
の
三 

法
第
九
条
第
一
項
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
廃
止
の
届
出 

様
式
第
七
号
の

三 

第
一
条
第
一
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

九 

法
第
九
条
第
二
項
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
の
死
亡
又
は
失
踪
の
届
出 

 

様
式
第
九
号 

第
一
条
第
一
項
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
五
の
二 

令
第
四
条
第
四
項
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
届
出
事
項
変
更
の
届
出 

 
 

様
式
第
十
五
号
の
二 

 

第
一
条
第
二
項
第
十
五
号
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
の
診
療

用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
又
は
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」

に
、
「
設
置
届
」
を
「
の
設
置
届
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第

二
十
七
条
の
三
第
二
項
の
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
又
は
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
」

に
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
使
用
予
定
届
」
を
「
の
使
用
予
定
届
」
に
改
め
、
同
項

第
十
九
号
中
「
第
二
十
九
条
第
三
項
の
」
の
下
に
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
、
」
を

加
え
る
。 

 

様
式
第
五
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

  

「
第
８
条
」

 
「
第
８
条
第
１
項
」
 

敷
地
の
平
面
図

 
 
 
 
 
 

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
 
（
別
 
紙
）
 

 「
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      様
式
を
加
え
る
。 

     

                   

敷
地
の
平
面
図

 
 
 
 
 
 

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
 
（
別
 
紙
）
 

 
」

 

敷
地
の
平
面
図

 
 
 
 
 
 

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
 
（
別
 
紙
）
 

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
の

有
無

 
有
 
・
 
無
 

 

を 「
 

敷
地
の
平
面
図

 
 
 
 
 
 

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
 
（
別
 
紙
）
 

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
の

有
無

 
有
 
・
 
無
 

 
」

 

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一 
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様式第５号の２（第１条関係） 

 

オンライン診療受診施設設置届出書 
 

 
年  月  日  

 
 
  （宛先） 

保健所長 

 

設置者 住所 〒               

 

    電話番号               

 

氏名                 

  
 
  次のとおりオンライン診療受診施設を設置したので、医療法第８条第２項の規定によ

り届け出ます。 
 

施 設 の 名 称  

設 置 の 場 所 

〒 

 

 

 

              電話番号 

敷 地 の 面 積 及 び 平 面 図 

（別紙の添付でも可） 

建物の構造概要及び平面図 

（別紙の添付でも可） 

（法人の場合） 

定款、寄附行為又は条例 
 

（法人の場合） 
管理・運営責任者の氏名・連絡先 

 

              電話番号 

設 置 年 月 日  

 （備考） 

  車両を届け出る場合、それぞれの欄には以下の内容を記載することとする。 

  ・「設置の場所」の欄については、当該車両が日常的に駐車している場所及び巡回予

定地区を記載すること。また、届出は巡回する地区を管轄する都道府県、保健所

設置市又は特別区に提出すること。 

  ・「敷地の面積及び平面図」の欄については、記載が不要であること。 

  ・「建物の構造概要及び平面図」の欄については、当該車両の車種、車名及び自動車

登録番号又は車両番号を記載すること。 

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  
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様
式
第
七
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第７号の２（第１条関係） 

 

 オンライン診療受診施設休止・再開届出書 

 

年  月  日  

 

  （宛先） 

      保健所長 

 

設置者 住所 〒               

 

電話番号            

 

氏名              

  

 

  次のとおりオンライン診療受診施設を 休止 ・ 再開 したので、医療法第８条の

２第２項の規定により届け出ます。 
 

施 設 の 名 称  

設 置 の 場 所 

〒 

 

              電話番号  

 休 止  ・  再 開  年 月 日  

休 止 の
場 合 

再 開 予 定 年 月 日 
 

 

理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  
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様式第７号の３（第１条関係） 

 

オンライン診療受診施設廃止届出書 

 

年  月  日  

 

  （宛先） 

      保健所長 

 

設置者 住所 〒               

 

電話番号            

 

          氏名                 

  

 

  次のとおりオンライン診療受診施設を廃止したので、医療法第９条第１項の規定によ

り届け出ます。 
 

施 設 の 名 称  

設 置 の 場 所 

〒 

 

              電話番号  

廃 止 年 月 日  

廃 止 の 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）  
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様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第９号（第１条関係） 

 

オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書 

 

 

年  月  日 

 

  （宛先） 

      保健所長 

 

 

   届出義務者 住所 〒               

 

電話番号            

 

設置者との続柄            

 

氏名                 

 

  次のとおりオンライン診療受診施設の設置者が 死亡した ・失踪の宣告を受けたの

で、医療法第９条第２項の規定により届け出ます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 置 者 

住 所  

氏 名  

オンライン診療受診施設の名称  

設 置 の 場 所 
 

 

死亡・失踪の宣告  年月日  
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様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第１４号（第１条関係） 

年  月  日  

 

 （宛先） 

       保健所長 

 

 

開設者 住  所           

氏  名           

電話番号           

 

 

診療所開設届出事項変更届                

 

 次のとおり、医療法施行令第４条第３項の規定により届け出ます。 

名 称  

所 在 地 
電話番号        ファクシミリ番号 

開 設 年 月 日 年   月   日 

変
更
事
項
（
該
当
事
項
を
○
で
囲
む
こ
と
。） 

１ 開設者の住所及び氏名 

２ 名  称 

３ 開設場所 

４ 診療科目 

５ 開設者が、現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病
院若しくは診療所に勤務するものであるときは、その旨 

６ 開設者が同時に２以上の病院又は診療所を開設したものであるときは、
その旨 

７ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等従業者の定員 
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変
更
事
項
（
該
当
事
項
を
○
で
囲
む
こ
と
。
） 

８ 敷地の面積及び平面図 

９ 建物の構造概要及び平面図 

10 歯科技工室の構造設備の概要 

11 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 

12 管理者の住所及び氏名 

13 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診
療時間 

14 薬剤師の氏名 

15 オンライン診療の有無 

年
月
日

変 

更 

年    月    日 

変 
 

更 
 

理 
 

由 
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変 
 
 
 

更 
 
 
 

前 

 

変 
 
 
 

更 
 
 
 

後 

 

 備考１ 変更事項が８～11に該当する場合は、平面図を添付すること。 

   ２ 変更事項が12又は13に該当する管理者、医師及び歯科医師については、免許証の

写し及び履歴書を添付すること。 
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様
式
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第１５号の２（第１条関係） 

年  月  日  

 

 （宛先） 

       保健所長 

 

 

設置者 住  所           

氏  名           

電話番号           

 

 

オンライン診療受診施設設置届出事項変更届 

 

 次のとおり、医療法施行令第４条第４項の規定により届け出ます。 

施 設 の 名 称  

設 置 の 場 所 〒 

              電話番号 

設 置 年 月 日 年   月   日 

変
更
事
項
（
該
当
事
項
を
○
で
囲
む
こ
と
。） 

１ 設置者の住所及び氏名 

２ 施設の名称 

３ 設置の場所 

４ 敷地の面積及び平面図 

５ 建物の構造概要及び平面図 

６ （法人の場合）定款、寄附行為又は条例 

７ （法人の場合）管理・運営責任者の氏名・連絡先 
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年
月
日 

変 

更 

年    月    日 

変 
 

更 
 

理 
 

由 

 

変 
 
 
 

更 
 
 
 

前 
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変 
 
 
 

更 
 
 
 

後 

 

  備考 １ 変更事項が４又は５に該当する場合は、平面図を添付すること。 

     ２ 変更事項が６に該当する場合は、定款、寄附行為又は条例を添付すること。 
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 管
理

者
 

住
所
 
 

氏
名
 
 

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
の

有
無

 
有
 
・
 
無
 

 管
理

者
 

住
所
 
 

氏
名
 
 

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
の

有
無

 
有
 
・
 
無
 

 

変
更

事
項
 

（
該
当
事
項
を
○
 

で
囲

む
こ

と
。
）
 

１
 
管
理
者
の
住
所
及
び
氏
名
 

２
 
分
べ
ん
を
取
り
扱
う
助
産
所
の
嘱
託
医
師
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
嘱
託
医
 

 
療
機
関
の
住
所
及
び
名
称
（
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
含
む
。
）
 

３
 
出
張
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
（
助
産
を
行
う
者
に
 

 
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
妊
婦
等
の
異
常
に
対
応
す
る
産
科
又
は
産
婦
人
科
 

 
及
び
小
児
科
を
標
ぼ
う
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
 

 

変
更

事
項
 

（
該
当
事
項
を
○
 

で
囲

む
こ

と
。
）
 

１
 
管
理
者
の
住
所
及
び
氏
名
 

２
 
分
べ
ん
を
取
り
扱
う
助
産
所
の
嘱
託
医
師
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
嘱
託
医
 

 
療
機
関
の
住
所
及
び
名
称
（
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
含
む
。
）
 

３
 
出
張
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
（
助
産
を
行
う
者
に
 

 
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
妊
婦
等
の
異
常
に
対
応
す
る
産
科
又
は
産
婦
人
科
 

 
及
び
小
児
科
を
標
ぼ
う
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
 

 

変
更

事
項
 

（
該
当
事
項
を
○
 

で
囲

む
こ

と
。
）
 

１
 
管
理
者
の
住
所
及
び
氏
名
 

２
 
分
べ
ん
を
取
り
扱
う
助
産
所
の
嘱
託
医
師
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
嘱
託
医
 

 
療
機
関
の
住
所
及
び
名
称
（
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
含
む
。）

 

３
 
出
張
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
（
助
産
を
行
う
者
に
 

 
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
妊
婦
等
の
異
常
に
対
応
す
る
産
科
又
は
産
婦
人
科
 

 
及
び
小
児
科
を
標
ぼ
う
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
 

４
 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
有
無

 

 

変
更

事
項
 

（
該
当
事
項
を
○
 

で
囲

む
こ

と
。
）
 

１
 
管
理
者
の
住
所
及
び
氏
名
 

２
 
分
べ
ん
を
取
り
扱
う
助
産
所
の
嘱
託
医
師
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
嘱
託
医
 

 
療
機
関
の
住
所
及
び
名
称
（
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
含
む
。）

 

３
 
出
張
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
（
助
産
を
行
う
者
に
 

 
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
妊
婦
等
の
異
常
に
対
応
す
る
産
科
又
は
産
婦
人
科
 

 
及
び
小
児
科
を
標
ぼ
う
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
 

４
 
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
有
無

 

 

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
中 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

                    
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

   

 管
理

者
 

住
所
 
 

氏
名
 
 

「
 

 管
理

者
 

住
所
 
 

氏
名
 
 

」
 

「
 

」
 

様
式
第
十
八
号
中 「

 

」
 

を 「
 

」
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様
式
第
三
十
三
号
及
び
様
式
第
三
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第３３号（第１条関係） 

年  月  日  
 

 （宛先） 

       保健所長 
 

管理者 住  所           

氏  名           

電話番号           

 

診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 使 用 器 具・ 

診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 ・                     

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届 
 

 次のとおり、診療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電子断

層撮影診療用放射性同位元素を設置するので、医療法第１５条第３項の規定により

届け出ます。 

病 院 

診 療 所 

名 称  

所 在 地 
電話番号    ファクシミリ番号 

診療用放射性

同位元素使用

器具、診療用

放射性同位元

素又は陽電子

断層撮影診療

用放射性同位

元素に関する

こと 

種 類      

形 状      

数 量 
（ベクレル） 

     

最大貯蔵予定数量 
（ベクレル） 

     

１ 日 最 大 使 用 
予 定 数 量 

（ベクレル） 
     

３月間の最大使用 
予 定 数 量 

（ベクレル） 
     

用 途      

設 置 室 名  

診療用放射性
同位元素使用
器具、診療用
放射性同位元
素又は陽電子
断層撮影診療
用放射性同位
元素を使用す
る医師等の氏
名及び経歴 

氏 名 職 種 
放 射 線 診 療 に 関 す る 経 歴 

免許登録番号 登 録 年 月 日 

    

予 定 使 用 開 始 時 期 年  月  日 
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診療用放

射性同位

元素使用

器具使用

室、診療

用放射性

同位元素

使用室又

は陽電子

断層撮影

診療用放

射性同位

元素使用

室の放射

線障害の

防止に関

する構造

設備の概

要 

使 用 の 場 所 
使用室・放射線治療病室 
その他（         ） 

管 理 室 有   ・   無 

 

使 

用 

室 

等 

の 

区 

画  

専 用 便 所 有   ・   無 

処 置 室 有   ・   無 

使用器具準備室、準備室、陽電
子準備室 

有   ・   無 

使用器具を用いる診察室、診療
室、陽電子診療室 

有   ・   無 

陽 電 子 待 機 室 有   ・   無 

患 者 休 養 室 有   ・   無 

陽電子放射断層撮影装置を操作
する場所 

有   ・   無 

放 射 線 治 療 病 室 有   ・   無 

建 築 物 の 構 造 耐火構造・不燃材料・その他（   ） 

遮蔽物を設け 
る場所 

措置事項 
天 井 壁 床 出入口 開口部 

遮 蔽 物 

構 造      

材 料      

厚 さ      

る
場
所
の
構
造
措
置 

汚
染
の
お
そ
れ
の
あ 

突 起 物 、 く ぼ み 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

目 地 、 隙 間 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

平滑施工をした表面仕上 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

耐腐食性、耐浸透性 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

フード、グローブボックス等 有（          ）・無 

排 気 設 備 へ の 連 結 有   ・   無 

準 備 室 に 設 け る 洗 浄 設 備 有   ・   無 

排 水 設 備 へ の 連 結 有   ・   無 

汚 染 検 査 に 必 要 な 測 定 器 有   ・   無 

汚 染 除 去 用 器 材 有   ・   無 

汚 染 除 去 洗 浄 設 備 有   ・   無 

更 衣 設 備 有   ・   無 

出 入 口 の 数 
通常出入口      箇所 

非 常 口      箇所 

標 識 有   ・   無 
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放射線治

療病室の

放射線障

害の防止

に関する

構造設備

の概要 

放
射
線
治
療
病
室
の
防
護
物
の
概
要 

遮蔽物を設け 
る場所 

措置事項 
天 井 壁 床 出入口 開口部 

遮 蔽 物 

構 造      

材 料      

厚 さ      

る
場
所
の
構
造
措
置 

汚
染
の
お
そ
れ
の
あ 

突起物、くぼみ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

目 地 、 隙 間 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

平滑施工をした表面仕上 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

耐腐食性、耐浸透性 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

出 入 口 の 数 
通常出入口      箇所 
非 常 口      箇所 

排 水 設 備 へ の 連 結 有   ・   無 

汚 染 検 査 に 必 要 な 測 定 器 有   ・   無 

汚 染 除 去 用 器 材 有   ・   無 

汚 染 除 去 洗 浄 設 備 有   ・   無 

更 衣 設 備 有   ・   無 

放 射 線 治 療 病 室 の 標 識 有   ・   無 

貯蔵施設

の放射線

障害の防

止に関す

る構造設

備の概要 

貯 蔵 方 法 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 

貯 蔵 室 又 は 貯 蔵 箱 の 場 所 別添図面のとおり 

貯 蔵 施 設 の 構 造 
鉄筋コンクリート・金庫
その他（      ） 

貯 蔵 施 設 の 遮 蔽 材 料  

貯蔵室の出入

口の構造 

出 入 口 の 数 
通常出入口    箇所 

非 常 口    箇所 

特定防火設備に該当する 
防火戸          

有   ・   無 

閉 鎖 設 備 鍵・その他（     ） 

貯 蔵 箱 の 閉 鎖 設 備 鍵・その他（     ） 

貯
蔵
容
器
の
構
造
等 

遮 蔽 材 料  

空 気 汚 染 防 止 措 置 有   ・   無 

液 体 の こ ぼ れ 防 止 措 置 有   ・   無 

浸 透 防 止 措 置 有   ・   無 
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貯蔵施設
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備の概要 

の
構
造
等 

貯
蔵
容
器 

貯蔵物の種類及び数量の表示 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

受 皿 、 吸 収 材 有   ・   無 

貯 蔵 室 の 標 識 有   ・   無 

運搬容器
の放射線
障害の防
止に関す
る構造設
備の概要 

遮 蔽 材 料  

空 気 汚 染 防 止 措 置 有   ・   無 

液 体 の こ ぼ れ 防 止 措 置 有   ・   無 

浸 透 防 止 措 置 有   ・   無 

運 搬 物 の 種 類 及 び 数 量 の 表 示 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

廃棄施設

の放射線

障害の防

止に関す

る構造設

備の概要 

排

水

設

備 

構 造 、 容 量 、 槽 数 
地上式・その他（  ） 
 貯留槽  ｍ3×  槽 
 希釈槽  ｍ3×  槽 

排 水 監 視 設 備 等 有   ・   無 

浸 水 、 浸 透 及 び 腐 食 防 止 措 置 有   ・   無 

排 液 採 取 設 備 等 有   ・   無 

蓋 又 は 柵 等 の 立 入 制 限 措 置 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

排

気

設

備 

排 風 機 の 能 力 及 び 基 数 ｍ3／時×  基 

排 気 監 視 設 備 等 有   ・   無 

気 体 漏 れ 及 び 腐 食 防 止 措 置 有   ・   無 

自 動 ダ ン パ ー 装 置 等 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

焼 
 

却 
 

設 
 

備 

焼

却

炉 

気 体 漏 れ 防 止 等 有   ・   無 

排 気 設 備 へ の 連 結 有   ・   無 

廃 棄 作 業 室 へ の 連 結 有   ・   無 

廃
棄
作
業
室
の
措
置 

突 起 物 、 く ぼ み 有   ・   無 

目 地 、 隙 間 有   ・   無 

平 滑 施 工 を し た 表 面 仕 上 有   ・   無 

耐 腐 食 性 、 耐 浸 透 性 有   ・   無 

フード、グローブボックス等 有（     ）・無 

排 気 設 備 へ の 連 結 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

汚
染
検
査
室 

最 も 適 し た 場 所 に 設 置 有   ・   無 

突 起 物 、 く ぼ み 有   ・   無 

目 地 、 隙 間 有   ・   無 

平 滑 施 工 を し た 表 面 仕 上 有   ・   無 

耐 腐 食 性 、 耐 浸 透 性 有   ・   無 
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廃棄施設

の放射線

障害の防

止に関す

る構造設

備の概要 

焼

却

設

備 

汚
染
検
査
室 

洗 浄 設 備 、 更 衣 設 備 有   ・   無 

汚 染 検 査 に 必 要 な 測 定 器 有   ・   無 

汚 染 除 去 用 器 材 有   ・   無 

排 水 設 備 へ の 連 結 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

保

管

廃

棄

設

備 

外 部 と 区 画 さ れ た 構 造 有   ・   無 

閉 鎖 設 備 有   ・   無 

 
保
管
廃
棄
容
器 
 
 

耐 火 構 造 の 措 置 有   ・   無 

空 気 汚 染 防 止 措 置 有   ・   無 

液 体 の こ ぼ れ 防 止 措 置 有   ・   無 

浸 透 防 止 措 置 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

標 識 有   ・   無 

使用室、

貯 蔵 施

設、廃棄

施設及び

放射線治

療病室の

放射線障

害の防止

に関する

予防措置

の概要 

放射線障害に必要な注意事項の掲示 
患者用   有 ・ 無 
職員用   有 ・ 無 

画壁等外側の実効線量が１ミリシーベルト／
週以下となる措置 有   ・   無 

管

理

区

域 

管 理 区 域 を 設 け る 場 所 別添図面のとおり 

境界における実効線量が1.3ミリシーベ
ルト／３月以下となる措置 有   ・   無 

空気中の放射性同位元素の濃度が医療法
施行規則別表第３又は別表第４に定める
濃度限度の１／10以下となる措置 

有   ・   無 

放射性同位元素によって汚染される物の
表面密度が医療法施行規則別表第５に定
める表面密度の１／10以下となる措置 

有   ・   無 

立 入 制 限 措 置 扉・他（      ） 

標 識 有   ・   無 

敷
地
の
境
界
等 

敷地内居住区域及び境界における実効線
量が250マイクロシーベルト／３月以下
となる措置 

有   ・   無 

入院患者（診療により被ばくする放射線
を除く。）の実効線量が1.3ミリシーベル
ト／３月以下となる措置 

有   ・   無 

そ
の
他 

取 扱 者 被 ば く 防 止 用 取 扱 器 具 遮蔽用器具・ 
その他（      ） 

取 扱 者 被 ば く 測 定 用 器 具  

 （注）１ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同
位元素使用器具使用施設、診療用放射線同位元素使用施設又は陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用施設（使用室、貯蔵施設及び廃棄施設）及び放射線
治療病室の平面図及び側面図を添付すること。 

    ２ 使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室図は、各室ごとに線源の位
置、線源から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに防
護物の材料、厚さ及び表面の仕上材料を記入した50分の１の縮図とすること。 

    ３ 遮蔽計算書を添付すること。 
    ４ 排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。 
    ５ 注意事項、管理区域の標識等の位置を記入すること。 
    ６ 使用室等画壁外側の放射線量測定報告書を添付すること。 
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様式第３４号（第１条関係） 

 

 

年  月  日  

 

 （宛先） 

       保健所長 

 

管理者 住  所           

氏  名           

電話番号           

 

診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 使 用 器 具 ・ 

診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 ・                       

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用予定届 

 

 次のとおり、医療法第１５条第３項の規定により診療用放射性同位元素使用器具・

診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の翌年における使用

予定を届け出ます。 

病 院 

診療所 

名     称  

所  在  地 

電話番号      ファクシミリ番号 

翌年に使用す
る診療用放射
性同位元素使
用器具、診療用
放射性同位元
素又は陽電子
断層撮影診療
用放射性同位
元素に関する
事項 

種    類      

形    状      

年間使用数量 

（ベクレル） 
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様
式
第
三
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第３７号（第１条関係） 

年  月  日  

 

 （宛先） 

       保健所長 

 

管理者 住  所           

氏  名           

電話番号           

 

診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 使 用 器 具 ・ 

診 療 用 放 射 性 同 位 元 素 ・                          

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止後の措置届 

 

 次のとおり、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。 

病 院 

診療所 

名        称  

所    在    地 

電話番号      ファクシミリ番号 

診療用放射性同位元素使用器具、

診療用放射性同位元素又は陽電子

断層撮影診療用放射性同位元素の

廃止年月日 

年  月  日 

診療用放射性同位元素使用器具、

診療用放射性同位元素又は陽電子

断層撮影診療用放射性同位元素に

よる汚染除去の概要 

 

診療用放射性同位元素使用器具、

診療用放射性同位元素又は陽電子

断層撮影診療用放射性同位元素に

よって汚染された物の譲渡又は廃

棄の概要 
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附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
条 

削
除 

 

第
十
条
第
二
号
中
「
第
八
条
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
八
条
第
二
号

又
は
第
五
号
」
を
「
第
八
条
第
三
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
八
条
第
二
号
、

第
三
号
又
は
第
五
号
」
を
「
第
八
条
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、
「
第
八
条
第
一

号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
第
八
条
第
四
号
」
を
「
第
八
条
第
五

号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
「
第

八
条
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
八
条
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
」

を
「
第
八
条
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

六 

条
例
第
九
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
を
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
た
期
間
の
二
分
の
三
に
相
当
す
る
期
間
」
を

「
と
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
勤
務
の
期
間
と
を
合
計
し
た
期
間
（
知
事
が
、
奨
学
金
の
貸
与
を

受
け
た
者
が
条
例
第
九
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
同
条
各
号
に
規
定
す
る
奨
学
金
の
返
還
等
の
債
務
を
免
除
す
る
た
め
に
必
要
な
勤
務
を
行

っ
た
と
認
め
ら
れ
な
い
期
間
を
除
く
。
）
を
特
定
期
間
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
中
「
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
後
」
を
削
り
、
「
第
八
条
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第

二
号
」
を
、
「
（
臨
床
研
修
」
の
下
に
「
又
は
専
門
研
修
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
専
門
研
修
受
講
開
始
届
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
後
期
研
修
の
」

を
「
専
門
研
修
の
」
に
、
「
後
期
研
修
受
講
開
始
（
修
了
）
届
」
を
「
専
門
研
修
受
講
開
始
（
修

了
）
届
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
三
号
中
「
後
期
研
修
」
を
「
専
門
研
修
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
八
条
第

四
号
又
は
第
五
号
」
を
「
第
八
条
第
五
号
又
は
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
加
え
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

「
第
８
条
第
２
号
、
第
３

 

「
第
８
条
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
又
は
第
６
号
」

 

「
得
た
後
は
」

 
「
、
条
例
及
び
埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施

 

行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

 ）
の
規
定
に
基
づ
き
」

 

号
又
は
第
５
号
」
 

「
条
例
及
び
埼
玉
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を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め

る
。 

 

様
式
第
四
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
削
る
。 

 

様
式
第
八
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「
特
定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
等
又
は
特
定
診
療
科
等
若
し
く
は
準
特
定
診
療
科
に

 

「
臨
床
研
修
修
了
後
、
」

 

「
第
８
条
第
２
号
、
第
３
号
又
は
第
５
号
」
 

「
第
８
条
第
２
号
か
ら
第
４
号

 

ま
で
又
は
第
６
号
」

 
「
県
内
の
特
定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
又
は
特
定
診
療
科
等
」

 
「
特

 

定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
等
又
は
特
定
診
療
科
等
若
し
く
は
準
特
定
診
療
科
」

 

「
後
期
研
修
受
講
開
始
（
修
了
）
届
」
 

「
専
門
研
修
受
講
開
始
（
修
了
）
届
」
 

「
後
期
研
修
の
」
 

「
専
門
研
修
の
」
 

「
の
病
院
」

 
「
の
病
院
（
診
療
所
）
」

 

「
病
院
名
」

 
「
病
院
（
診
療
所
）
名
」

 
「
病
院
長
」

 
「
病
院
（
診
療
所
）
長
」

 

県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

 ）
の
規
定
に
基
づ
く
埼
玉

 

県
内
の
特
定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
又
は
特
定
診
療
科
等
に
お
い
て
条
例
に
規
定
す
る
期
間
、

 

」
 

」
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規

則 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
号 

 
 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
八

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
第
二
面
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

削
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                     

「
た
だ
し
、
被
用
者
保
険
に
加
入
し
、
か
つ
被
保
険
者
の
市
町
村

 

民
税
が
非
課
税
の
方
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
省
略
で
き
ま
せ
ん
。

 」
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様式第１３号（第１条関係） 

 

 

           

               

      指定難病医療受給者証     

 公費負担者番号   

 受 給 者 番 号   

 
患
者 

氏 名 
  

 
居 住 地   

生年月日   

 保
護
者 

氏 名  
患者との

続    柄 
  

 居 住 地    

 有 効 期 間    

 指定難病の名称    

 自己負担上限月額 
  

  
 

 指 定 医 療 機 関  

 

 

 上記のとおり認定します。  

      年  月  日 

 

                 埼玉県知事       印  
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
次

項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調

整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
様
式
第
十
三
号
に
よ
る
指
定
難
病
医

療
受
給
者
証
は
、
改
正
後
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第

十
三
号
に
よ
る
指
定
難
病
医
療
受
給
者
証
と
み
な
す
。 
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規

則 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号 

 
 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第

六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
十
五
号
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項
２
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項 

を
削
り
、
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項 

を
同
様
式
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項 

と
す

る
。 

 

様
式
第
十
六
号
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項
２
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
一
号
（
裏
）
記
載
上
の
留
意
事
項
２
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
（
特
別
措
置
」

 

「
（
特
定
医
師
」

 

「
第
３
３
条
第
１
項
・
第
３
項
入
院
」
、
「
第
３
３
条
第
２
項
・
第
３
項

 

入
院
」
又
は
「
第
３
３
条
の
６
第
２
項
入
院
」

 

11 

12 

11 

「
（
特
例
措
置
」
 

「
第
３
３
条
の
６
第
２
項
入
院
」

 

「
特
別
措
置
入
院
」

 

「
（
特
定
医
師
」
 

「
特
例
措
置
入
院
」

 

「
（
特
例
措
置
」

 

に
、 

「
特
例
措
置
入
院
」

 
「
第
３
３
条
第
１
項
・
第
３
項
入
院
」
、
「
第
３
３
条
第
２
項
・
第
３
項

 

入
院
」
又
は
「
第
３
３
条
の
６
第
２
項
入
院
」

 

「
（
特
定
医
師
」
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規

則 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 

 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第４号（第４条関係） 

【許可・届出共通】                                             年    月    日 

（宛先） 

埼 玉 県 知 事                            整理番号： 

埼玉県     保健所長                           ※申請者、届出者による記載は不要です。 

営業許可申請書・営業届（新規、継続） 

食品衛生法（第５５条第１項・第５７条第１項）の規定に基づき、次のとおり関係書類を提出します。 

※以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿つて、原則オープンデータとして公開します。     

 申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄 □ ） 
 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： ＦＡＸ番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※法人にあつては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※法人にあつては、その名称及び代表者の氏名 

 

 

        年   月   日生 

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： ＦＡＸ番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

（ふりがな） 資格の種類 食監・食管・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器        

                            
受講した講習会 都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。） 

講習会名称     年    月    日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載 

 

 

 

自動販売機、全自動調理機の型番 業態 

  

ＨＡＣＣＰの取組 

※引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。 

 ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。 

□ ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 

□ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設 

※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □ 

営
業
届
出 

営 業 の 形 態 備 考 

１   

２   

３   

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号： 

担当者氏名  

 

包装を製造する営業者を除く。 
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【許可のみ】 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第５５条第２項関係 
該当には 

☑ 

（１） 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

日から起算して２年を経過していないこと。 
□ 

（２） 
食品衛生法第５９条から第６１条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過して

いないこと。 
□ 

（３） 法人であつて、その業務を行う役員のうちに（１）（２）のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

食品衛生法施行令 

第１３条に規定する 

食品又は添加物の別 

□①全粉乳（容量が１，４００グラム以下である缶に収められたもの） 

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム    □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの） 

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン    □⑪添加物（法第１３条第１項の規定により規

格  

                             が定められたもの） 

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称       年   月   日 

 

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合 

① 水道水 （ □ 水道水  □ 専用水道  □ 簡易専用水道 ）   

② □ ①以外の飲用に適する水   

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 
飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理機に

より調理された食品を販売する営業 
□ 

ふぐの処理を行う施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

（ふりがな）    

ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 認定番号等   

    

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面 □  

□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 □  

□  □  

□  □  

営
業
許
可
業
種 

許可の番号及び許可年月日 営 業 の 種 類 備考 

１ 
  年  月  日 

  

２ 
  年  月  日 

  

３ 
年  月  日 

  

４ 
年  月  日 

  

備
考 
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様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第７号（第４条関係） 

【許可・届出共通】                                             年    月    日 

 ※変更がある項目については、項目名を○で囲んでください。                整理番号： 

 ※太枠内については変更がある項目のみ記載してください。                 ※申請者、届出者による記載は不要です。 

（宛先） 

埼 玉 県 知 事                            

埼玉県     保健所長                            

営業許可申請書・営業届（変更） 

食品衛生法施行規則（第７１条）の規定に基づき、次のとおり関係書類を提出します。 

※以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿つて、原則オープンデータとして公開します。     
 申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄 □ ） 
 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： ＦＡＸ番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※法人にあつては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※法人にあつては、その名称及び代表者の氏名 

 

 

        年   月   日生 

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： ＦＡＸ番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

（ふりがな） 資格の種類 食監・食管・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器 受講した講習会 都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。） 

講習会名称     年    月    日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載 

 

 

 

自動販売機、全自動調理機の型番 業態 

  

ＨＡＣＣＰの取組 

※引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。 
 ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。 

□ ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 

□ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設 

※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 □ 

営
業
届
出 

営 業 の 形 態 備 考 

１   

２   

３   

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号： 

担当者氏名  

 

包装を製造する営業者を除く。 
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【許可のみ】 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第５５条第２項関係 
該当には 

☑ 

（１） 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

日から起算して２年を経過していないこと。 
□ 

（２） 
食品衛生法第５９条から第６１条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過して

いないこと。 
□ 

（３） 法人であつて、その業務を行う役員のうちに（１）（２）のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

食品衛生法施行令 

第１３条に規定する 

食品又は添加物の別 

□①全粉乳（容量が１，４００グラム以下である缶に収められたもの） 

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム    □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの） 

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン    □⑪添加物（法第１３条第１項の規定により規格 

                             が定められたもの）                           

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称       年   月   日 

 

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合 

① 水道水 （ □ 水道水  □ 専用水道  □ 簡易専用水道 ）   

② □ ①以外の飲用に適する水   

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 
飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理機に

より調理された食品を販売する営業 
□ 

ふぐの処理を行う施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

（ふりがな）    

ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 認定番号等   

    

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面 □  

□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 □  

□  □  

□  □  

営
業
許
可
業
種 

許可の番号及び許可年月日 営 業 の 種 類 備考 

１ 
  年  月  日 

  

２ 
  年  月  日 

  

３ 
年  月  日 

  

４ 
年  月  日 

  

備
考 
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様式第８号（第４条関係） 

【許可・届出共通】                                             年    月    日 

※太枠内の該当する項目は、必ず記載してください。                     整理番号： 

                                             ※申請者、届出者による記載は不要です。 

（宛先） 

埼 玉 県 知 事                            

埼玉県     保健所長                            

営業許可申請書・営業届（廃業） 

食品衛生法施行規則（第７１条の２）の規定に基づき、次のとおり関係書類を提出します。 

※以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿つて、原則オープンデータとして公開します。     
 申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（チェック欄 □ ） 
 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： ＦＡＸ番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※法人にあつては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※法人にあつては、その名称及び代表者の氏名 

 

 

        年   月   日生 

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： ＦＡＸ番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

（ふりがな） 資格の種類 食監・食管・調・製・栄・管栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 ※合成樹脂が使用された器具又は容器 受講した講習会 都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。） 

講習会名称     年    月    日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 自由記載 

 

 

 

自動販売機、全自動調理機の型番 業態 

  

ＨＡＣＣＰの取組 

※引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。 
 ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は新規の場合を含む。 

□ ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 

□ ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設 

※この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 
□ 

営
業
届
出 

営 業 の 形 態 備 考 

１   

２   

３   

 廃業年月日     年  月  日 

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号： 

担当者氏名  

 

 

包装を製造する営業者を除く。 
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【許可のみ】 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第５５条第２項関係 
該当には 

☑ 

（１） 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

日から起算して２年を経過していないこと。 
□ 

（２） 
食品衛生法第５９条から第６１条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経過して

いないこと。 
□ 

（３） 法人であつて、その業務を行う役員のうちに（１）（２）のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

食品衛生法施行令 

第１３条に規定する 

食品又は添加物の別 

□①全粉乳（容量が１，４００グラム以下である缶に収められたもの） 

□②加糖粉乳 □⑤魚肉ハム    □⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの） 

□③調製粉乳 □⑥魚肉ソーセージ □⑨マーガリン    □⑪添加物（法第１３条第１項の規定により規格 

                             が定められたもの）                           

□④食肉製品 □⑦放射線照射食品 □⑩ショートニング 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称       年   月   日 

 

使用水の種類 自動車登録番号 ※自動車において調理をする営業の場合 

① 水道水 （ □ 水道水  □ 専用水道  □ 簡易専用水道 ）   

② □ ①以外の飲用に適する水   

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 
飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理機に

より調理された食品を販売する営業 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

（ふりがな）    

ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 認定番号等   

    

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面 □  

□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 □  

□  □  

□  □  

営
業
許
可
業
種 

許可の番号及び許可年月日 営 業 の 種 類 備考 

１ 
  年  月  日 

  

２ 
  年  月  日 

  

３ 
年  月  日 

  

４ 
年  月  日 

  

備
考 
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附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

様
式
第
一
号
（
一
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
六
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
七
号
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則
に
定
め

る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

□ 印
 

㊞
 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

注
 
※
印
の
項
目
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

注
 
※
印
の
項
目
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

注
 
※
印
の
項
目
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

注
 
※
印
の
項
目
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

□ 印
 

配
膳 ぜ
ん

室
 

配
膳
室
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規

則 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
保
証
人
一
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
及
び
身
元
引
受
人
」
に
、
「
保
護
者
（
親

権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
入
学
希
望
者
を
現
に
保
護
又
は
扶
助
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
様
式
第
四
号
の
」
を
「
連
帯
保
証
人
と
共
に
記

名
し
た
様
式
第
四
号
（
一
）
の
授
業
料
に
係
る
誓
約
書
及
び
身
元
引
受
人
と
共
に
記
名
し
た
様
式

第
四
号
（
二
）
の
大
学
校
生
活
に
係
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
学
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
、
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
未
成
年
者
を
現
に
保
護
又
は

扶
助
す
る
も
の
を
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
誓
約
書
に
共
に
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条
第
二
項
中
「
保
証
人
」
を
「
連
帯
保
証
人
及
び
身
元
引
受
人
は
、
成
年
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ま
た
、
連
帯
保
証
人
」
に
、
「
成
年
者
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一

項
本
文
」
を
「
第
一
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。 

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
中
「
保
護
者
及
び
保
証
人
と
連
署
」
を
「
身
元
引
受
人
と
共
に
記
名
」

に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
十
八
条
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
専
門
士
の
称
号
） 

第
十
八
条 

野
菜
学
科
等
を
修
了
し
た
学
生
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
百
三
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
（
一
）
と
す
る
。 
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様式第４号（１）（第９条関係） 

 

 

 

  

授業料に係る誓約書 

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 

 

 私は、埼玉県農業大学校に在学中は、遅滞なく、埼玉県農業大学校条例第７条に規

定する授業料を納付することを誓約します。 

 

本 人 住 所             

氏 名             

 

保護者 住 所             

                                     氏 名             

本人との関係          

 

 

 本人の埼玉県農業大学校在学中、本人が負う授業料の支払の債務（年額   円）

について、連帯して保証します。 

 

連帯保証人 住 所             

氏 名             

    本人との関係          

 

 

備考 本人が未成年者であるときは、保護者が共に記名してください。 
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様
式
第
五
号
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第４号（２）（第９条関係） 

 

 

  

大学校生活に係る誓約書 

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 

 

 私は、入学の上は、埼玉県農業大学校管理規則等の関係規則及び指示事項を厳守

し、誠実に勉学に励むことを誓約します。 

 

本 人 住 所             

氏 名             

 

保護者 住 所             

                                     氏 名             

本人との関係          

 

 

 本人が在校中は、下記の事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 関係規則及び指示事項を厳守させます。 

２ 本人への連絡が取れない場合その他緊急を要する場合に、大学校からの連絡に応

じます。 

３ 本人が埼玉県農業大学校管理規則に定める願い出をする際に、所定の書類に共に

記名します。 

 

身元引受人 住 所             

氏 名             

本人との関係          

 

 

備考 本人が未成年者であるときは、保護者が共に記名してください。 
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様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第５号（第１２条関係） 

  

休 学 願              

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 

 

本 人 氏 名                

 

身元引受人 住 所                

氏 名                

                   本人との関係 

 

 

  私は、次の理由により休学したいので、休学願を提出します。 

 １ 理   由 

 ２ 休学の期間     年  月  日から    年  月  日まで 
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様式第６号（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復 学 届              

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 
 

本 人 氏 名                

 

身元引受人 住 所                

氏 名                
本人との関係             

 
 

  私は、次の理由により復学したいので、届けます。 

 １ 理   由 

 ２ 復学の期日     年  月  日から 

 ３ 休学の期間     年  月  日から    年  月  日まで 
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様式第７号（第１３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退 学 願              

年  月  日  

 （宛先） 

 埼玉県農業大学校長 
 

本 人 氏 名                

 

 身元引受人 住 所                

氏 名                
本人との関係             

 
 

  私は、次の理由により退学したいので、退学願を提出します。 

 １ 理   由 

 ２ 退学の期日     年  月  日 
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様
式
第
八
号
（
一
）
及
び
様
式
第
八
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第

二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
様
式
第
八
号
（
一
）
及
び
様
式
第
八
号
（
二
）

の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
様
式
第
四
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
七
号
ま

で
の
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
埼
玉
県
農
業
大
学
校
に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
埼
玉
県
農
業
大
学
校
に
在
学
す
る
学
生
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
農
業
大
学
校
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
第
１
８
条
関
係
）

 
（
第
１
９
条

 

関
係
）
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規

則 

国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
及
び
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号 

 
 

 

国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
及
び
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
及
び
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県

規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

宛
先

 
あ
て
先

 

第
三
号
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 

申
請
者

 
住

 
所

 

 
 

 
 
氏

 
名

 

 
 

 
 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の

 

 
 

 
 
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 「
 

□ 印
 

に
改
め
、
「 
」
を
削
る
。 

」
 

住
所

又
は

所
在

地
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

 」
 

を 「
 申
請
者

 
住

 
所

 

 
 

 
 
氏

 
名
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規

則 

埼
玉
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号 

埼
玉
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規

則
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
あ
て
先
」

 
「
宛
先
」

 
「
㊞
」
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規

則 

埼
玉
県
震
災
予
防
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す 

る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
七
号 

埼
玉
県
震
災
予
防
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
震
災
予
防
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 個

人
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び

 

氏
名
（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 
（
個
人
に
あ
っ

 

て
は
、
住
所
及
び
氏
名
）
 

印
 

「 

「 

「 
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様式第２号（第５条関係） 

（第１面） 

（第２面） 

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

    年  月  日交付 

    年  月  日限り有効 

   埼玉県知事        □印  

 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に

丸印のある法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  
 

写 

真 

（備考） １ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 

     ２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令

の条項を記載すること。 

     ３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「〇」を、

有しない場合は「－」を記載すること。 

     ４ 第２面については、記載する法令の条項の数に応じて行を適宜追加す

ることとし、その全部又は一部を裏面に記載することができる。 

     ５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

     ６ この証明書は、関係する法令の規定を踏まえ、記載内容等を調整する

ことができる。 
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附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
埼
玉
県
震
災
予
防
の
ま
ち
づ
く
り

条
例
施
行
規
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
改
正
後
の
埼
玉
県
震
災
予
防
の
ま
ち
づ

く
り
条
例
施
行
規
則
様
式
第
二
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
と
み
な
す
。 
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規

則 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号 

 
 

 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則

第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

 

第
一
条
の
見
出
し
中
「
除
却
」
を
「
除
却
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
」
に
、
「
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
七
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号
」

に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の

円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
に
、
「
第
百
二
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六

第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
六
条
の
三
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
一
七
の
項
中
「
五
五
・
六
七
」
を
「
四
九
・
八
〇
」
に
、
「
一
〇
七
」
を
「
三
五
」
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

 

六
〇
」
を
「
一
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
六
九
の
項
中
「
七
」
を
「
四
」
に
改
め
、
同
表
二
七 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

 

九
」
を
「
六
三
・
一
八
」
に
、
「
一
九
」
を
「
一
五
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
中
二
三
一
の
項
を
削
り
、
二
三
二
の
項
を
二
三
一
の
項
と
し
、
二
三
三
の
項
か
ら
三
三

三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改
め
、
同
表
九
八
の
項
中
「
三
〇
」
を
「
二
二
」
に
改
め
、
同
表
一
二
〇
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 

 
 

 

四 

 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
一
二
一
の
項
中
「
一
一
」
を
「
一
〇
」
に
改
め
、
同 

表
二
三
六
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
に
改
め
、
同
表
二
五
四
の
項
中
「
一 

 
 

 

四 

 

 
 

 

一 

 

二
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
二
九
五
の
項
中
「
六
四
・
七 

 
 

 

九 

 

 
 

 

八 
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規

則 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
及
び
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
三
の
項
中
「
二
四
」
を
「
二
五
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

」 

 
 

様
式
第
九
号
、
様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
の
項
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

七 

 

八 

 

あ
て
先

 
宛
先
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規

則 

埼
玉
県
警
察
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
警
察
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
警
察
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
及
び

使
用
人
」
を
削
り
、
同
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。 

 

五 

公
舎
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
公
舎
を
転
貸
す
る
こ
と
。 

 

六 

犬
猫
等
の
ペ
ッ
ト
（
小
鳥
、
熱
帯
魚
、
金
魚
等
籠
又
は
水
槽
で
飼
育
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

を
飼
育
す
る
こ
と
。 

 

第
十
二
条
中
「
管
理
人
（
管
理
人
が
置
か
れ
て
い
な
い
公
舎
に
あ
つ
て
は
、
警
務
部
厚
生
課
長
。

第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
」
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
号
中
「
使
用
料
」
の
次
に
「
及
び
第
十
八
条
に
規
定
す
る
費
用
」
を
加
え
、
同

条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ

っ
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
中
「
明
け
渡
す
と
き
は
」
の
次
に
「
、
速
や
か
に
管
理
人
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
」

を
加
え
、
「
管
理
人
を
経
由
し
て
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
条
を
削
り
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号（第６条関係） 

 

公 舎 入 居 承 認 願 

 

年  月  日 

 

   埼玉県警察本部長 殿 

 

所  属 

分  掌 

氏  名          

職員番号 

警  電 

電話番号 

 

  次のとおり公舎に入居したいので、承認願います。 

 

 

 １ 職務の内容 

 ２ 現 住 所 

 ３ 入居予定年月日 

 ４ 同居予定者 

氏  名 性 別 続 柄 生年月日 職  業 備  考 

本   人      
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５ 入居を希望する理由及び所属長の意見 

入 

居 

を 

希 

望 

す 

る 

理 

由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（結婚  年  月  日） 

所 

属 

長 

の 
意 

見 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       所属 

所属長氏名       
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様式第２号（第７条関係） 

 

公 舎 入 居 承 認 書 

 

第    号 

 

所属 

氏名 

 

  さきに願い出のあった公舎の入居について、次のとおり承認する。 

 

年  月  日 

埼玉県警察本部長 

 

承認権者職氏名 

 

 

記 

 １ 入居公舎名             

 ２ 部屋番号              号室 

 ３ 指定入居日 

 ４ 使 用 料 

 ５ 同 居 者 

 

氏    名 性 別 続 柄 備       考 
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様式第３号（第９条関係） 

 

入       居       届 

 

年  月  日 

 

   埼玉県警察本部長 殿 

 

所  属 

分  掌 

氏  名     

職員番号 

警  電 

電話番号 

 

  次のとおり、入居したので届け出ます。 

  なお、入居に当たり６の各事項を遵守することを誓約いたします。 

 

１ 入居年月日     年  月  日      

２ 公舎名 

３ 部屋番号           号室 

４ 受け取った居室の鍵の本数    本 

５ 入居形態 当てはまるものに☑すること。 

     独身で個室に入居 

     独身で相部屋に入居 

     家族とともに入居 

     単身で入居 ［家族の居住先：          ］例:さいたま市浦和区 

       単身赴任手当を受給する。 

       単身赴任手当を受給しない。 

６ 誓約事項  

 (1) 公舎管理に係る事務には、積極的に協力します。 

 (2) 公舎明渡し時には、別に定められる規程に則り、清掃及び原状回復を実施します。 

 (3) 明渡し手続きが完了するまで、善良な管理義務を果たし丁寧に公舎を使用します。 
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様式第４号（第 15 条関係） 

 

公 舎 明 渡 し 猶 予 承 認 申 請 書 

 

年  月  日 

   埼玉県警察本部長 殿 

 

所  属 

分  掌 

氏  名 

職員番号 

警  電 

電話番号 

 

 次のとおり承認願います。 

 

 

記 

 

 １ 入居公舎名             

 

 ２ 部屋番号          号室 

 

 ３ 明渡し期限    年  月  日 

 

 ４ 理   由 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



                   

様式第５号（第 16 条関係） 

 

公  舎  明  渡  し  届 

 

 

年  月  日 

 

   埼玉県警察本部長 殿 

 

所  属 

分  掌 

氏  名 

職員番号 

警  電 

電話番号 

 

 

  次のとおり公舎の明渡しについて届け出ます。 

 

記 

 

 １ 明渡し年月日  年  月  日 

 

 ２ 公 舎 名 

 

 ３ 部屋番号          号室 

 

 ４ 明渡しの理由 

 

 ５ 転 居 先 
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様
式
第
六
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

 

埼
玉
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
長 

荒 

木 

裕 

介 
 

 
 

埼
玉
県
議
会
規
則
第
一
号 

埼
玉
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
六
週
間
」
を
「
八
週
間
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
連
署
」
を
「
そ
の
氏
名
を
連
記
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
四
条
中
「
連
署
」
を
「
そ
の
氏
名
を
連
記
」
に
、
「
署
名
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
七
十
条 

削
除 

 

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
連
署
」
を
「
そ
の
氏
名
を
連
記
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一―

七
八 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
｜
四

三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
四
号
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
の
う
ち
事
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
使
用
し
て
公
文
書
の
開
示
を
受
け
る
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し

て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一―

七
九 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
｜
四
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
に
関
し
」
を
「
を
、
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら

第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、
「
情
報
通
信
の
技
術
」
を
「
情
報
通
信
技
術
」
に
、
「
お

い
て
」
を
「
つ
い
て
」
に
、
「
規
則
に
」
を
「
条
例
等
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

２ 

委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又

は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 
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第
六
条
第
一
項
中
「
委
員
会
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、

「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が

で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
委
員
会
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条

を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
委
員
会
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、

「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前

項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
方
式
と
す
る
。 

一 

第
七
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
の
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
定
め
る
方
式 

第
四
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又

は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
九
条 

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と

委
員
会
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る

と
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等

を
す
る
者
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
条
の
申

請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
条
例
等
の
規
定
に
置
い
て
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項 

二 

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又

は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
委
員
会
が
電
子
署
名
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
に
改
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め
、
同
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同

条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
） 

第
五
条 
条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報

に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
六
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
委
員
会

が
認
め
る
場
合 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
委

員
会
が
認
め
る
場
合 

（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
七
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
委
員
会
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て

当
該
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備

え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
委
員
会
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当
該
委

員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も

の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
十
二
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



規 
 

則 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六―

一
〇
三 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六―

一
一
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七―

二
二
一
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
級
別
資
格
基
準
表
（
市

町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
及
び
第
二
条
並
び
に
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
）

に
定
め
る
必
要
在
級
年
数
又
は
必
要
経
験
年
数
及
び
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
十
二
中
「
初
任
給
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
級
別
資
格
基
準
表
（
市
町
村
立
学

校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
及
び
第
二
条
並
び
に
地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
）
に
定
め
る
必
要
在
級
年
数
又
は
必
要
経
験
年
数
及
び
」

を
削
る
。 

別
表
第
三
職
員
採
用
上
級
試
験
（
早
期
区
分
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

          

別
表
第
三
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
の
項
中
「
初
任
給
規
則
」
を
「
初
任
給
、
昇
格
、

昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
二
一
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

職
員
採
用
上

級
試
験
（
早

期
区
分
） 

      

次
に
掲
げ
る
者 

一 

試
験
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
二
十
歳
以
上
三
十
歳
未

満
の
者 

二 

試
験
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
二
十
歳
未
満
の
者
で
次

に
掲
げ
る
も
の 

イ 

大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
試
験
年
度
の
翌
年
度
三
月
ま
で
に
大
学

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者 

ロ 

人
事
委
員
会
が
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る

者 

 

１ 

医
師
の
職 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

歯
科
医
師
の
職 

３ 

診
療
放
射
線
技
師
の
職 

４ 

臨
床
検
査
技
師
の
職 

５ 
歯
科
衛
生
士
の
職 

６ 

看
護
師
の
職 

７ 

理
学
療
法
士
の
職 

８ 

作
業
療
法
士
の
職 

９ 

職
業
訓
練
指
導
員
の
職 

1０ 

児
童
自
立
支
援
専
門
員
の
職 

１１ 

児
童
生
活
支
援
員
の
職 

１２ 

寮
母
の
職 

１３ 

保
育
士
の
職 

１４ 

学
芸
員
の
職 

１５ 

臨
床
心
理
の
職 

１６ 

水
産
の
職 

 
 

１７ 

通
訳
の
職 

１８ 

福
祉
工
学
の
職 

１９ 

環
境
研
究
の
職 

２０ 

言
語
聴
覚
士
の
職 

２１ 

歩
行
訓
練
士
の
職 

２２ 

精
神
保
健
福
祉
指
導
の
職 

２３ 

義
肢
装
具
士
の
職 

２４ 

体
育
指
導
員
の
職 

２５ 

犯
罪
鑑
識
の
職 

２６ 

音
楽
隊
員
の
職 

２７ 

交
通
技
術
の
職 

２８ 

建
築
の
職
（
警
察
本
部
に
置
か
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

２９ 

病
院
薬
剤
師
の
職 

３０ 

児
童
福
祉
司
の
職 

３１ 

自
動
車
整
備
士
の
職 

３２ 

航
空
整
備
の
職 

３３ 

児
童
指
導
員
の
職 
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組
織 

職 

区
分 

議
会
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

 
 

副
事
務
局
長 

二
種 

 
 

参
事 

 
 

 
 

課
長 
三
種 

 
 

図
書
室
長 

 
 

 
 

副
課
長 

四
種 

知
事
部
局 

本
庁
部
長 

一
種 

 
 

知
事
室
長 

 
 

 
 

統
括
参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

 
 

 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
局
長 

 

 

県
民
共
生
局
長 

 

 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹 

 

 

都
市
政
策
・
公
園
局
長 

 

 
 

会
計
管
理
者 

 
 

 
 

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 

参
与
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 

東
京
事
務
所
長 

 

 

規 
 

則 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
二
五 

 
 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
別
表
第
一
に
掲
げ
る
と
お
り
」
を
「
別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
（
管
理
又
は

監
督
の
業
務
を
行
わ
な
い
職
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
そ
の

職
に
応
じ
た
同
表
の
区
分
欄
に
定
め
る
区
分
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
） 
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総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
長 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

本
庁
副
部
長 

二
種 

 
 

参
事 

 
 

 

参
与 

報
道
長 

 

 
 

統
括
参
事 

 
 

 

政
策
・
財
務
局
長 

 

 

地
域
経
営
局
長 

 

 
 

人
財
政
策
局
長 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

契
約
局
長 

 
 

 

税
務
局
長 

 

 

県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長 
 

 

環
境
未
来
局
長 

 

 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長 

こ
ど
も
政
策
局
長 

 

 

医
療
政
策
局
長 

 

 

健
康
政
策
局
長 

食
品
衛
生
安
全
局
長 

 

 

産
業
政
策
局
長 

 

 

地
域
経
済
・
観
光
局
長 

 

 

雇
用
労
働
局
長 

 

 

ま
ち
づ
く
り
局
長 

 

 
 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

環
境
管
理
事
務
所
長
（
西
部
） 

 

 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
長 

 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
研
究
所
長 

 
 

 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
長 

 

 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長 

 

 
 

保
健
所
長
（
南
部
、
朝
霞
、
草
加
、
狭
山
、
幸
手
） 
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衛
生
研
究
所
長 

 
 

 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長 

 

 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
（
川
越
、
秩
父
、
大

里
、
加
須
、
春
日
部
） 

 
 

 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

農
業
大
学
校
長 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
長
（
さ
い
た
ま
、
川
越
、
秩

父
、
熊
谷
、
越
谷
） 

 
 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

本
庁
課
（
所
）
長 

三
種 

 

広
報
戦
略
幹 

 

 

統
括
参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
） 

 

 

政
策
幹 

 

 

北
部
拠
点
推
進
幹 

 

 

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹 
 

 
 

行
政
監
察
幹 

県
庁
舎
再
整
備
政
策
幹 

 
 

 
 

技
術
評
価
幹 

 
 

 

共
生
推
進
幹 

 

 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
推
進
幹 

 

 
 

危
機
対
策
幹 

 
 

 

防
災
Ｄ
Ｘ
政
策
幹 

 

 

野
生
鳥
獣
対
策
幹 

 

 

児
童
虐
待
対
策
幹 

 

 

感
染
症
対
策
幹 

 

 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹 

 

 
 

主
席
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

 

産
業
基
盤
対
策
幹 

 

 

大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹 

 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

東
京
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長
（
南
西
部
、
東
部
、 
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県
央
、
川
越
比
企
、
西
部
、
利
根
、
北
部
、
秩 

 

 

父
） 

 

 
 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
地
域
防
災
幹 

 
 

 
 

川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
長 

 
 

 
 

北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
長 

 
 

 
 

県
税
事
務
所
長 

 
 

 
 

自
動
車
税
事
務
所
長 

 
 

 
 

自
動
車
税
事
務
所
支
所
長
（
大
宮
） 

 
 

 
 

県
営
競
技
事
務
所
長 

 
 

 
 

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 

 

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

 
 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

消
防
学
校
長 

 
 

 
 

防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

環
境
管
理
事
務
所
長 
 

 

 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長 

 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
室
長 

 
 

 
 

環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

福
祉
事
務
所
長 

 
 

 

発
達
障
害
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長 

 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
福
祉
局
長 

 
 

 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
副
病
院
長 

 

 
 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長 

 
 

 
 

児
童
相
談
所
長 

 
 

 
 

埼
玉
学
園
長 

 
 

 
 

保
健
所
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
副
所
長 

 
 

 
 

高
等
看
護
学
院
長 

 
 

 
 

動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

計
量
検
定
所
長 
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産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
室
長 

 
 

 
 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
北
部
研
究
所
長 

 
 

 
 

高
等
技
術
専
門
校
長 

 
 

 
 

職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

病
害
虫
防
除
所
長 

 
 

 
 

家
畜
保
健
衛
生
所
長 

 
 

 
 

秩
父
高
原
牧
場
長 

 
 

 
 

花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

茶
業
研
究
所
長 

 
 

 
 

水
産
研
究
所
長 

 
 

 
 

寄
居
林
業
事
務
所
長 

 
 

 
 

農
村
整
備
計
画
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
長 
 

 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
技
術
指
導
幹 

 
 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
総
合
技
術
幹 

 
 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

西
関
東
連
絡
道
路
建
設
事
務
所
長 

 
 

 

鉄
道
高
架
建
設
事
務
所
長 

 

 
 

総
合
治
水
事
務
所
長 

 
 

 
 

八
潮
新
都
市
建
設
事
務
所
長 

 
 

 
 

大
宮
公
園
事
務
所
長 

 
 

 
 

建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

営
繕
・
公
園
事
務
所
長 

 
 

 
 

本
庁
副
課
（
所
）
長 

知
事
室
長
付
副
室
長 

四
種 

 
 

副
報
道
長 

 
 

 
 

調
整
幹 

 
 

 

企
画
幹 

 

 

家
畜
衛
生
幹 

 

 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
副
所
長 
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地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
地
域
調
整
幹
（
人
事
委
員
会 

 
 

 

が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 
 

県
税
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

自
動
車
税
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

自
動
車
税
事
務
所
支
所
長 

 
 

 
 

県
営
競
技
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
副
支
所
長 

 

 

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 

 

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 

 
 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 
 

 
 

消
防
学
校
副
校
長 

 
 

 
 

環
境
管
理
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
副
室
長 

 
 

 
 

環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
副
所
長 
 

 

 
 

福
祉
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
部
長 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
医
療
局
医

療
安
全
管
理
室
長 

 
 

 
 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務
部
長 

 
 

 

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
福
祉
部
長 

 

 
 

児
童
相
談
所
副
所
長 

 
 

 
 

埼
玉
学
園
副
園
長 

 
 

 
 

保
健
所
副
所
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
地
域
保
健
企
画
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
精
度
管
理
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
感
染
症
検
査
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
食
品
微
生
物
検
査
室
長 

 
 

 
 

衛
生
研
究
所
化
学
検
査
室
長 

高
等
看
護
学
院
副
学
院
長 

 
 

 
 

動
物
指
導
セ
ン
タ
ー
南
支
所
長 

 
 

 
 

食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
副
所
長 
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産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
副
室
長 

 
 

 
 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
北
部
研
究
所
副
所
長 

 
 

 
 

高
等
技
術
専
門
校
副
校
長 

 
 

 
 

職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
部
長 

 
 

 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
室
長 

 
 

 
 

農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
部
長 

 
 

 
病
害
虫
防
除
所
副
所
長 

 

 
 

家
畜
保
健
衛
生
所
副
所
長 

 
 

 

農
業
大
学
校
副
校
長 

 

 
 

茶
業
研
究
所
副
所
長 

 
 

 

水
産
研
究
所
副
所
長 

 

 
 

寄
居
林
業
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

寄
居
林
業
事
務
所
森
林
研
究
室
長 

 
 

 
 

農
村
整
備
計
画
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

県
土
整
備
事
務
所
副
所
長 
 

 

 
 

総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
副
主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

総
合
治
水
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

大
宮
公
園
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

営
繕
・
公
園
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
部
長
（
人

事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

五
種 

教
育
委
員
会
事
務
局 

副
教
育
長 

一
種 

本
局
部
長 

 
 

 
 

高
校
改
革
統
括
監 

 
 

 

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 
 

本
局
副
部
長 

二
種 

 
 

参
事 

 
 

 
 

教
育
事
務
所
長 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

図
書
館
長
（
熊
谷
） 

 
 

 
 

歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
長 
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近
代
美
術
館
長 

 
 

 
 

本
局
課
長 

三
種 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

学
校
管
理
幹 

 
 

 
 

教
育
指
導
幹 

 
 

 
 

教
育
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

北
部
教
育
事
務
所
支
所
長 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
総
合
企
画
長 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
副
所
長 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
企
画
幹 

 
 

 
 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
支
所
長 

 
 

 

図
書
館
長 

 

 
 

図
書
館
副
館
長
（
熊
谷
） 

 
 

 
 

歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
長 

 
 

 
 

嵐
山
史
跡
の
博
物
館
長 
 

 

 
 

近
代
美
術
館
副
館
長 

 
 

 
 

自
然
の
博
物
館
長 

 
 

 
 

川
の
博
物
館
長 

 
 

 
 

文
書
館
長 

 
 

 
 

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
所
長 

 
 

 
 

本
局
副
課
長 

四
種 

 

報
道
幹 

 

 
 

企
画
幹 

 
 

 

危
機
管
理
幹 

 

 
 

調
整
幹 

 
 

 
 

管
理
主
幹 

 
 

 
 

主
席
指
導
主
事 

 
 

 
 

主
席
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

教
育
事
務
所
室
長 

 
 

 
 

主
席
管
理
主
事 

 
 

 
 

教
育
主
幹 

 
 

 
 

主
席
司
書
主
幹 
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主
席
学
芸
主
幹 

 
 

 

図
書
館
副
館
長 

 

 
 

さ
き
た
ま
史
跡
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

嵐
山
史
跡
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

自
然
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

川
の
博
物
館
副
館
長 

 
 

 
 

文
書
館
副
館
長 

 
 

 
 

げ
ん
き
プ
ラ
ザ
副
所
長 

 
 

 
 

伊
奈
学
園
総
合
高
等
学
校
事
務
局
長 

 
 

 
 

大
宮
中
央
高
等
学
校
事
務
局
長 

五
種 

 
 

県
立
学
校
事
務
部
長 

六
種 

 
 

伊
奈
学
園
総
合
高
等
学
校
事
務
局
次
長 

 
 

 
 

大
宮
中
央
高
等
学
校
事
務
局
次
長 

 
 

 
 

県
立
学
校
事
務
室
長 

 
 

 
 

県
立
学
校
事
務
長 

七
種 

警
察
本
部 

参
事
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
種 

 
 

参
事 

二
種 

 
 

参
事
官 

 
 

 
 

理
事
官 

 
 

 
 

財
務
局
長 

 
 

 

企
画
調
整
官 

 
 

 
 

組
織
犯
罪
対
策
局
長 

 
 

 
 

運
転
免
許
本
部
長 

 
 

 
 

方
面
本
部
長 

 
 

 
 

警
察
学
校
長 

 
 

 
 

警
察
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、
大
宮
、

大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝
霞
、

新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入
間
、

所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、
秩

父
、
熊
谷
、
深
谷
、
岩
槻
、
春
日
部
、
越
谷
、
久

喜
、
吉
川
） 

 
 

 
 

警
察
本
部
の
課
（
室
・
所
・
隊
）
長 

三
種 

 
 

監
察
官 
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聴
聞
官 

 
 

 
 

管
理
官 

 
 

 
 

訟
務
官 

 
 

 
 

主
席
師
範 

 
 

 
 

総
括
調
査
官 

 
 

 
 

市
警
察
部
副
部
長 

 
 

 
 

市
警
察
部
の
課
長 

 
 

 
 

方
面
本
部
副
本
部
長 

 
 

 
 

警
察
学
校
副
校
長 

 
 

 
 

警
察
署
長 

 
 

 
 

警
察
署
副
署
長
（
浦
和
、
浦
和
東
、
浦
和
西
、
大

宮
、
大
宮
東
、
大
宮
西
、
蕨
、
川
口
、
武
南
、
朝

霞
、
新
座
、
草
加
、
上
尾
、
鴻
巣
、
川
越
、
東
入

間
、
所
沢
、
狭
山
、
西
入
間
、
飯
能
、
東
松
山
、

秩
父
、
熊
谷
、
深
谷
、
加
須
、
岩
槻
、
春
日
部
、

越
谷
、
久
喜
、
吉
川
） 

 
 

 
 

 

四
種 

 
 

主
席
指
導
官 

 
 

 
 

主
席
専
門
官 

 
 

 
 

公
安
委
員
会
室
長 

 
 

 
 

取
調
べ
監
督
室
長 

 
 

 
 

け
い
さ
つ
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

音
楽
隊
長 

 
 

 
 

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
長 

 
 

 
 

照
会
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

留
置
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

監
査
室
長 

 
 

 
 

装
備
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

採
用
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

犯
罪
被
害
者
支
援
室
長 

 
 

 
 

企
画
調
整
室
長 

 
 

 

国
際
調
整
室
長 
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Ｄ
Ｘ
推
進
室
長 

 

 
 

教
養
推
進
室
長 

 
 

 
 

生
活
安
全
指
導
室
長 

 
 

 
 

地
域
安
全
対
策
推
進
室
長 

 
 

 
 

人
身
安
全
対
策
室
長 

 
 

 
 

少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

サ
イ
バ
ー
特
別
捜
査
隊
長 

 

 
 

地
域
指
導
室
長 

 
 

 
 

刑
事
指
導
室
長 

 
 

 
 

検
視
調
査
室
長 

 
 

 
 

法
医
鑑
定
室
長 

 
 

 

組
対
・
匿
流
情
報
分
析
室
長 

 

 
 

暴
力
団
排
除
対
策
室
長 

 
 

 
 

特
殊
詐
欺
連
合
捜
査
室
長 

 
 

 

交
通
指
導
室
長 

 

 
 

交
通
安
全
対
策
推
進
室
長 
 

 

 
 

放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

 

警
備
指
導
室
長 

 

 
 

警
衛
警
護
室
長 

 
 

 

航
空
隊
長 

 

 
 

外
事
対
策
室
長 

 
 

 
 

国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
室
長 

 
 

 
 

次
席
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

初
任
教
養
部
長 

 
 

 
 

警
察
署
副
署
長 

 
 

 
 

次
席 

五
種 

 
 

副
隊
長 

 
 

 
 

術
科
教
養
部
長 

 
 

監
査
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

 
 

副
事
務
局
長 

三
種 

 
 

課
長 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

           

 
 

主
席
監
査
員 

四
種 

人
事
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

 

参
事 

二
種 

 
 

副
事
務
局
長 

三
種 

 
 

課
長 

 
 

 
 

副
課
長 

四
種 

労
働
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

一
種 

参
事 

二
種 

 
 

副
事
務
局
長 

三
種 

 
 

課
長 

 
 

 
 

副
課
長 

四
種 

収
用
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

三
種 
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規 
 

則 

 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
二
六 

 
 

 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
、
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は

条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
（
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
、
駐

車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
、
」
に
改
め
、
「
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
駐
車
場

等
の
料
金
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
十
一
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
の
五
」
に
改
め
、
「
提
示
」
の
下
に
「
又
は
第

十
一
条
の
二
に
定
め
る
駐
車
場
等
た
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
及
び
駐
車
場
等
の
料
金
を
証

明
す
る
書
類
の
提
出
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
三
第
二
号
中
「
同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
を
利
用

し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
利
用
職
員
」

と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
同
条
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
」
を

加
え
、
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
同
条
第
二
項

第
二
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
同
条
第
四
項

第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
」
を
加
え
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
中
「
次
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
第
十
条
第
五
項
」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
、
「
除
く
。
）
及
び
」

を
「
除
く
。
）
、
」
に
改
め
、
「
そ
の
合
計
額
）
」
の
下
に
「
及
び
条
例
第
十
条
第
四
項
第
一
号

に
定
め
る
額
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
一
条
の
五
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
駐
車
場
等
の
要
件
） 

第
十
一
条
の
二 

条
例
第
十
条
第
四
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

勤
務
公
署
の
周
辺
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
決
定
し
、
若
し
く
は
改
定
す
る
手
当
額

の
基
礎
と
な
る
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
経
路

上
に
あ
る
交
通
機
関
の
駅
、
停
留
所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。 
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二 

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
使
用
す
る
施
設
（
自
転
車
以
外
の
自
動
車
等
の
駐
車

の
た
め
の
部
分
と
、
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施
設
に
あ
る
場
合
は
、
当
該

自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。 

 

三 
そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
料
金
を

支
払
う
こ
と
と
な
る
施
設
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
施
設

で
な
い
こ
と
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設

の
状
況
、
職
員
の
事
情
等
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
著
し

く
不
適
当
で
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委

員
会
が
別
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。 

 

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
職
員
） 

第
十
一
条
の
三 

条
例
第
十
条
第
四
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
第
八
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

 

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
） 

第
十
一
条
の
四 

条
例
第
十
条
第
四
項
第
一
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
五
千
円
を
超
え
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
五
千
円
）
と
す
る
。 

 

一 

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

当
該
料
金
の
額 

 
 

ロ 

駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
っ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が

二
以
上
の
月
に
わ
た
る
場
合 

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た

額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
） 

 
 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

人
事
委
員
会
が
定
め
る
額 

 

二 

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合 

そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額 

２ 

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
国
有
財
産
又
は
公
有
財
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国

有
財
産
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
許
可
等
を
受
け
た
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

当
該
使
用
許
可
等
に
係
る
国
有
財
産
等
の
使
用
料
等
の
減
免
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
千
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
円
」
と
あ

る
の
は
「
五
千
円
か
ら
減
免
を
受
け
る
額
（
そ
の
額
が
二
以
上
の
月
に
わ
た
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
が
二
以
上
あ
る
と
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き
は
、
当
該
二
以
上
の
減
免
を
受
け
る
額
の
合
計
額
）
を
差
し
引
い
た
額
（
そ
の
額
が
零
を

下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
時
上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
減
免
時
上
限
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
料
金
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
料
金
の
減
免
後
の
額
」
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
条
第
六
項
」
を
「
第
十
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
二
号
中

「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
、
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車
場
等
を
変
更
し
、
駐
車

場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
、
」
に
、
「
額
若
し
く
は
」
を
「
額
、
」
に
改
め
、
「
得

ら
れ
た
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第

十
条
第
六
項
」
を
「
第
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
の
五
第
三
項
中
「
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
施
行
日
前
か
ら
駐
車
場
等
を
利
用
し
て
い
る
職
員
の
届
出
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場
等
（
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
二
条

に
よ
る
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
「
駐
車
場
等
」
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て

い
る
職
員
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
施
行
日
に
お
い
て

同
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
通
勤
手
当

に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
実
情
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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規

則 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
二
七 

 
 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

九
三
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
三
項
中
「
期
間
」
の
下
に
「
並
び
に
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年

埼
玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
第
十
二
条
第
二

項
第
五
号
に
お
い
て
「
研
究
休
職
等
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
期
間
」

を
加
え
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
在
職
し
た
」
を
「
勤
務
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ニ
ま

で
」
を
「
ホ
ま
で
」
に
、
「
在
職
し
た
」
を
「
勤
務
し
た
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

ホ 

民
間
に
お
け
る
企
業
体
、
団
体
等
の
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
」
を
「
前
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
除
算
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
に
つ
い
て

は
、
除
算
は
行
な
わ
な
い
。 

 

第
七
条
の
二
第
二
項
中
「
在
職
し
た
」
を
「
勤
務
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
で
あ
つ
た
期
間
」
の
下
に
「
及
び
研
究
休
職
等
期
間
の
う
ち
人

事
委
員
会
の
定
め
る
期
間
」
を
加
え
、
同
項
第
十
一
号
中
「
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
」
の
下
に
「
及

び
勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ

た
期
間
（
い
ず
れ
の
承
認
も
受
け
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
を
合

算
し
た
期
間
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規 
 

則 

 

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
二
八 

 
 

 

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
一
九
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。 

第
二
条 

削
除 

 

第
三
条
中
「
別
表
の
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
次
に
」
を
「
当
該
各
号
に
」
に
改

め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
特
地
公
署
若
し
く
は
人
事
委
員
会
が
指
定
す
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る

公
署
（
以
下
「
準
特
地
公
署
」
と
い
う
。
）
」
を
「
特
地
公
署
（
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
公
署
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
準
特
地
公
署
（
特
地
公
署
に
準
ず
る
公
署
と

し
て
別
表
に
掲
げ
る
公
署
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
別
に
指
定
す
る
公
署
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
改
め
る
。 

 

別
表
級
別
区
分
の
欄
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

大
滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
特
地
公
署

と
す
る
。 

２ 

大
滝
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
に
在
勤
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
（
給

料
の
月
額
の
う
ち
給
料
月
額
は
、
条
例
別
表
第
一
の
備
考
２
、
別
表
第
二
の
備
考
２
、
別
表
第

三
の
備
考
２
若
し
く
は
別
表
第
四
イ
の
備
考
２
、
ロ
の
備
考
２
若
し
く
は
ハ
の
備
考
２
の
規
定
、

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
第

五
条
第
一
項
の
表
の
備
考
若
し
く
は
第
二
項
の
表
の
備
考
の
規
定
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
表

の
備
考
の
規
定
を
適
用
し
な
い
額
に
百
分
の
百
・
四
七
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
合
計
額
に
改
正

前
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
に
よ
る
支
給
割
合
か
ら
百
分
の
二
を
減
じ
た
支
給
割
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合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

条
例
附
則
第
十
五
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九
項
若
し
く
は
第
二
十
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
給
料
月
額
は
、
条
例
別
表
第
一

の
備
考
２
、
別
表
第
二
の
備
考
２
、
別
表
第
三
の
備
考
２
若
し
く
は
別
表
第
四
イ
の
備
考
２
、

ロ
の
備
考
２
若
し
く
は
ハ
の
備
考
２
の
規
定
、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
第
五
条
第
一
項
の
表
の
備
考
若
し
く
は
第
二
項
の

表
の
備
考
の
規
定
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉

県
条
例
第
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
表
の
備
考
の
規
定
を
適
用
し
な
い
額
に
百
分
の
百
・

四
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
額
）
を
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
月
額
は
、
条
例
別
表
第
一
の
備
考
２
、
別
表
第
二
の

備
考
２
、
別
表
第
三
の
備
考
２
又
は
別
表
第
四
イ
の
備
考
２
、
ロ
の
備
考
２
若
し
く
は
ハ
の
備

考
２
の
規
定
（
以
下
「
給
料
表
の
備
考
」
と
い
う
。
）
を
適
用
し
な
い
額
に
百
分
の
百
・
四
七

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
し
、
条
例
附
則
第
十
五
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九
項
若
し
く
は
第
二
十
項
に
定
め
る
給
料
の

額
は
、
給
料
表
の
備
考
を
適
用
し
な
い
額
に
百
分
の
百
・
四
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
い
う
。
」
と
す
る
。 
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規 
 

則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
二
九 

 
 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
二
一
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
三
章 

級
別
資
格
基
準
（
第
四
条―

第
九
条
）
」
を
「
第
三
章 

削
除
」
に
改
め

る
。 

 

第
二
条
第
八
号
中
「
又
は
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
試
験
」
を
「
（
職
員
の
任

用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
六―

一
一
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
九

号
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
経
験
者
採
用
試
験
」
と
い

う
。
）
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
四
号

と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

第
三
章 

削
除 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

削
除 

 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
） 

第
十
条 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

者
の
能
力
等
を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

行
政
職
給
料
表
の
職
務
の
級
七
級
、
八
級
、
九
級
及
び
十
級 

 

二 

公
安
職
給
料
表
の
職
務
の
級
八
級
及
び
九
級 

 

三 

研
究
職
給
料
表
の
職
務
の
級
四
級
及
び
五
級 

 

四 

医
療
職
給
料
表
㈠
の
職
務
の
級
三
級
及
び
四
級 

 

五 

医
療
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
六
級
、
七
級
及
び
八
級 

 

六 

医
療
職
給
料
表
㈢
の
職
務
の
級
六
級
及
び
七
級 

２ 

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た

に
職
員
と
な
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
二
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表

（
以
下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
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許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
（
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
又
は
試
験
欄

に
そ
の
適
用
さ
れ
る
区
分
の
定
め
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の

最
下
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

経
験
者
試
験
等
採
用
者
（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に

基
づ
い
て
採
用
さ
れ
た
者
そ
の
他
そ
の
有
す
る
経
験
年
数
が
一
年
以
上
で
あ
る
者
（
前
項
に
規

定
す
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
務
の
級
は
、
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当

該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
占
め
る
こ
と
と
な
る
職
の
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難

及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務
の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験

等
採
用
者
の
有
す
る
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
有
す
る
経
験
年
数
が
一
年
に
満
た
な
い
者
（
採
用

試
験
又
は
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
の
職
務
の
級
は
、

そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職

種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職

務
の
級
（
次
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表

の
最
下
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の

級
に
つ
い
て
、
前
四
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し
く
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
県
費
支
弁
の
職
員 

 

二 

国
家
公
務
員 

 

三 

他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員 

四 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十

二
号
。
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一

号
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者 

 

五 

人
事
委
員
会
が
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
準
ず
る
と
認
め
る
者 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
」
を
「
前
条
第
二
項
に
規
定

す
る
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
に
、
「
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

次
」
を
「
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学

歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
」
に
改
め
、
同
号
中
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
項
中
第

二
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二 

経
験
者
試
験
等
採
用
者 

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又

は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
と
同
一
の
初
任
給
基
準
表
の
こ
れ
ら
の
欄

の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
部
内
の
他
の
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
部
内
職
員
」
と
い
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う
。
）
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し

た
場
合
に
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
経
験
年
数
に
相
応
す
る
経
験
年
数
を
有

す
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
属
す
る
職
務
の
級
と

同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る
場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試

験
等
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
号
給 

三 

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。) 

そ
の
者
に
適
用
さ
れ

る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に

対
応
す
る
初
任
給
欄
に
定
め
る
号
給 

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
又
は
経

験
年
数
を
有
す
る
職
員
」
を
「
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続

い
て
職
員
と
な
つ
た
者
」
に
、
「
は
、
前
項
」
を
「
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し

く
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
」
に
、
「
第
十
三

条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
基
準
表
に
定
め
る
号
給
を
調
整
し
、

又
は
そ
の
者
の
号
給
を
前
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
よ
り
上
位
の
号
給
と
」
を
「
あ
ら
か
じ
め
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
者
の
号
給
を
決
定
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
試
験
欄
の
区
分
又
は
職
種
欄
の
区
分
」
を
「
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験

欄
の
区
分
」
に
改
め
、
第
二
項
中
「
試
験
欄
」
を
「
学
歴
免
許
等
欄
」
に
、
「
は
、
第
五
条
第
二

項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
同
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
」
を

「
は
、
」
に
、
「
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
」
を
「
別
表
第
三
に
定
め
る
学
歴
免
許
等
資
格
区
分

表
（
以
下
「
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一

項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
は
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員

と
な
つ
た
者
に
適
用
し
、
同
欄
の
「
そ
の
他
」
の
区
分
は
そ
の
他
の
職
員
に
適
用
す
る
。 

３ 

初
任
給
基
準
表
（
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者
が
有
す
る
知
識
経
験
、
学
歴
免
許
等
の
資
格
等
に
照
ら
し
て
、

採
用
試
験
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
に
相
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分

の
う
ち
当
該
試
験
に
対
応
す
る
区
分
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
修
学
年
数
調
整
表
」
を
「
別
表
第
五
に
定
め
る
修
学
年
数
調
整
表
（
第

十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
修
学
年
数
調
整
表
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
」
に
、
「
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
そ
の
者
の
」
に
、
「
年
数
、

第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が
五
年
未
満
の
年
数
と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
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れ
た
も
の
の
同
号
に
定
め
る
経
験
年
数
の
う
ち
五
年
か
ら
当
該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を

超
え
な
い
年
数
及
び
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
の

う
ち
」
を
「
年
数
及
び
」
に
、
「
経
験
年
数
（
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が
五
年
未

満
の
年
数
と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
経
験
年

数
の
う
ち
五
年
か
ら
当
該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を
超
え
る
経
験
年
数
）
」
を
「
経
験
年

数
」
に
、
「
年
数
（
有
用
経
験
年
数
を
除
く
。
）
、
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が
五

年
未
満
の
年
数
と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
も
の
の
同
号
に
定
め
る
経
験
年
数
の
う

ち
五
年
か
ら
当
該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を
超
え
る
年
数
の
五
年
ま
で
の
年
数
（
有
用
経

験
年
数
を
除
く
。
）
及
び
同
号
に
掲
げ
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が
五
年
を
超
え
十
年
未
満
の
年
数

と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
も
の
の
同
号
に
定
め
る
経
験
年
数
の
う
ち
十
年
か
ら
当

該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を
超
え
な
い
年
数
（
有
用
経
験
年
数
を
除
く
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
」

を
「
年
数
（
有
用
経
験
年
数
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
者
」
を
「
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
「
第
一
号
」

に
、
「
級
別
資
格
基
準
表
に
定
め
る
そ
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
の
必
要
経
験
年
数
を
超
え
る
」
を

「
人
事
委
員
会
の
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四

号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
経
験
年
数
） 

第
十
四
条
の
二 

第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
前
条
に
規
定

す
る
経
験
年
数
（
以
下
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る

最
も
新
し
い
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
（
当
該
資
格
以
外
の
資
格
に
よ
る
こ
と
が
、

そ
の
者
に
有
利
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
た
時
）
以
後
の
年
数
を
別
表

第
四
に
定
め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
ら
れ
る
年
数
と
す

る
。 

２ 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
る
学
歴

免
許
等
の
区
分
（
同
欄
に
学
歴
免
許
等
の
資
格
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

学
歴
免
許
等
の
資
格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
の
学
歴
区
分
欄
に
掲
げ
る
学
歴
免

許
等
の
区
分
と
し
、
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
学
歴
免
許
等
の
区
分
又
は
学
歴
免
許

等
の
資
格
の
い
ず
れ
も
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
学

歴
免
許
等
の
区
分
と
す
る
。
）
に
対
し
て
修
学
年
数
調
整
表
に
加
え
る
年
数
又
は
減
ず
る
年
数

が
定
め
ら
れ
て
い
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
項
の
規
定
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
者
の
経
験
年
数
に
そ
の
年

数
を
加
減
し
た
年
数
を
も
つ
て
、
そ
の
者
の
経
験
年
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
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ら
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
及
び
当
該
学
歴
免
許
等
の
区
分
に
属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
に

つ
い
て
は
、
初
任
給
基
準
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

初
任
給
基
準
表
の
備
考
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
経
験
年
数
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
前
二
条
」
を
「
第
十
三
条
又
は
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で 

削
除 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
従
い
」
に
、

「
一
級
上
位
の
職
務
の
級
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
上
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
」

を
「
決
定
」
に
改
め
、
「
と
す
る
。
」
の
下
に
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
職
務
の
級
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す

る
。
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
を
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
に
当
該
職
員
が
昇
任
し
た
こ
と
。 

二 

前
号
に
掲
げ
る
要
件
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
の
定
め
る
要
件 

三 

そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
人
事
評
価
の
結
果

及
び
勤
務
成
績
を
判
定
す
る
に
足
り
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
に
基
づ
き
、
昇
格
さ
せ
よ
う
と

す
る
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。 

３ 

職
員
が
国
際
機
関
若
し
く
は
民
間
企
業
等
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
前
項
第
三
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
第
五
条
第
二
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
」
を
「
初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採

用
試
験
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
」
に
、
「
級
別
資
格
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
を
異

に
す
る
」
を
「
異
な
る
」
に
、
「
取
得
し
、
若
し
く
は
同
表
に
異
な
る
資
格
基
準
の
定
め
の
あ
る

試
験
欄
の
区
分
若
し
く
は
職
種
欄
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
」
を
「
取
得
し
た
」

に
改
め
、
「
前
条
」
の
下
に
「
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
」
の
下
に
「
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
あ

ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
み
だ
し
中
「
初
任
給
基
準
」
の
下
に
「
又
は
給
料
表
の
適
用
」
を
加
え
、
同
条

第
一
項
中
「
職
員
を
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
こ
と
な
く
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の

定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
異
動
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組
織 

職
務
の
級 

職 

知
事
部
局 

議
会
事
務
局 

二
級 

専
門
員 

三
級 

主
任
専
門
員 

選
挙
管
理
委
員
会 

四
級 

協
同
組
合
検
査
員 

監
査
事
務
局 

 
 

講
師 

人
事
委
員
会
事
務
局 
 

 

地
域
機
関
の
課
長 

労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

主
任
職
業
訓
練
指
導
員 

収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

助
教
授 

 
 

 

工
事
検
査
員 

 
 

 

監
査
員 

 
 

五
級 

主
任
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

地
域
調
整
幹 

 
 

 
 

主
任
講
師 

 
 

 
 

科
長 

 

を
し
た
職
員
の
職
務
の
級
」
に
、
「
、
か
つ
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
務
の
級
に
あ

つ
て
は
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
他
の
職
務
の
級
に
あ
つ
て
は
級
別
資
格

基
準
表
に
定
め
る
資
格
基
準
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
昇
格
さ
せ
、
降
格
さ
せ
」
を
「
決
定
す
る
（
第

一
号
に
掲
げ
る
異
動
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
決
定
し
」
に
、
「
も
の
と
す
る
」
を
「
）
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
職
員

に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。 

一 

初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動

（
次
号
に
掲
げ
る
異
動
を
除
く
。
） 

二 

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
他
の
職
務
へ
の
異
動 

 

第
二
十
五
条
中
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
六
条
又
は
第
十
七
条
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条 

削
除 

 

第
二
十
七
条
中
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め

る
。 

 

第
三
十
五
条
第
八
項
中
「
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
」

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一 

級
別
職
務
分
類
表
（
第
三
条
関
係
） 

 

イ 

行
政
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 
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地
域
機
関
の
部
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理

業
務
部
及
び
精
神
保
健
福
祉
部
、
農
林
振
興
セ

ン
タ
ー
並
び
に
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部

長
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

次
長 

 
 

 
 

職
業
訓
練
主
幹 

 
 

 
 

教
務
主
幹 

 
 

 
 

教
授 

 
 

 
 

施
工
監
理
主
幹 

 
 

 
 

主
任
工
事
検
査
員 

 
 

出
納
審
査
幹 

 
 

 
 

主
任
監
査
員 

 
 

 
 

収
用
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

六
級 

本
庁
の
副
所
長 

 
 

 
 

調
整
幹 

 
 

 
 

副
室
長 

 
 

副
報
道
長 

 
 

企
画
幹 

 
 

 
 

主
席
県
民
相
談
員 

 
 

家
畜
衛
生
幹 

 
 

支
所
長
（
自
動
車
税
事
務
所
大
宮
支
所
及
び
男

女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所
の
支
所
長
を

除
く
。
） 

 
 

副
支
所
長 

 
 

 
 

副
校
（
園
）
長 

 
 

 
 

主
席
講
師 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
部
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理

業
務
部
及
び
精
神
保
健
福
祉
部
、
農
林
振
興
セ

ン
タ
ー
並
び
に
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部

長
に
限
る
。
） 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



                                  

 
 

副
学
院
長 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
総
務
部
長 

 
 

 
 

副
主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

副
書
記
長 

 
 

 
 

主
席
監
査
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
協
同
組
合
検
査

員 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
地
域
調
整
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
講
師 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
科
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
地
域
機
関
の
部
長

（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務
部
及
び
精
神

保
健
福
祉
部
、
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
並
び
に
農

業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
次
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
職
業
訓
練
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
教
務
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
教
授 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
施
工
監
理
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
工
事
検
査
員 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
出
納
審
査
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
監
査
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
収
用
委
員
会
事
務
局

副
事
務
局
長 

 
 

七
級 

本
庁
の
所
長 

 
 

 
 

広
報
戦
略
幹 

 
 

 
 

統
括
参
事 

 
 

 
 

政
策
幹 

 
 

北
部
拠
点
推
進
幹 

 
 

 
 

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹 

 
 

 
 

行
政
監
察
幹 
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県
庁
舎
再
整
備
政
策
幹 

 
 

 
 

技
術
評
価
幹 

 
 

 
 

共
生
推
進
幹 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
推
進
幹 

 
 

 
 

危
機
対
策
幹 

 
 

防
災
Ｄ
Ｘ
政
策
幹 

野
生
鳥
獣
対
策
幹 

 
 

 
 

児
童
虐
待
対
策
幹 

 
 

 
 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹 

 
 

 
 

主
席
協
同
組
合
検
査
員 

 
 

 
 

産
業
基
盤
対
策
幹 

大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹 

 
 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

地
域
防
災
幹 

 
 

 
 

東
松
山
事
務
所
長 

 
 

 
 

本
庄
事
務
所
長 

 
 

支
所
長
（
自
動
車
税
事
務
所
大
宮
支
所
及
び
男

女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
支
所
の
支
所
長
に

限
る
。
） 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
事
務
局
長 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
室
長 

 
 

 
 

地
域
機
関
の
局
長 

 
 

 
 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の

副
セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

技
術
指
導
幹 

 
 

 
 

総
合
技
術
幹 

 
 

 
 

主
席
工
事
検
査
員 

 
 

 
 

議
会
事
務
局
室
長 

 
 

 
 

書
記
長 

 
 

 
 

監
査
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

人
事
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

労
働
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 
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収
用
委
員
会
事
務
局
長 

 
 

八
級 

報
道
長 

 
 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事 

 
 

 
 

政
策
・
財
務
局
長 

 
 

 
 

地
域
経
営
局
長 

 
 

 
 

人
財
政
策
局
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
行
政
監
察
幹 

 
 

 
 

契
約
局
長 

 
 

 
 

税
務
局
長 

 
 

 
 

県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長 

 
 

環
境
未
来
局
長 

 
 

 
 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長 

 
 

こ
ど
も
政
策
局
長 

 
 

 
 

医
療
政
策
局
長 

 
 

 
 

健
康
政
策
局
長 

 
 

食
品
衛
生
安
全
局
長 

 
 

 
 

産
業
政
策
局
長 

 
 

地
域
経
済
・
観
光
局
長 

雇
用
労
働
局
長 

 
 

ま
ち
づ
く
り
局
長 

 
 

 
 

参
事 

 
 

 
 

参
与 

 
 

 
 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の

副
セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

議
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
書
記
長 

 
 

九
級 

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
局
長 

県
民
共
生
局
長 

 
 

 
 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹 

都
市
政
策
・
公
園
局
長 

 
 

 
 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 
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特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
与 

 
 

 
 

東
京
事
務
所
長 

 
 

セ
ン
タ
ー
長
（
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
セ

ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
書
記
長 

 
 

 
 

監
査
事
務
局
長 

 
 

 
 

人
事
委
員
会
事
務
局
長 

 
 

 
 

労
働
委
員
会
事
務
局
長 

 
 

十
級 

知
事
室
長 

 
 

極
め
て
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
統
括
参
事 

 
 

 
 

会
計
管
理
者 

 
 

 
 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

 
 

 
 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
与 

 
 

 
 

議
会
事
務
局
長 

教
育
委
員
会 

一
級 

司
書 

 
 

 
 

学
芸
員 

 
 

二
級 

社
会
教
育
主
事
補 

 
 

 
 

学
校
保
健
技
師 

 
 

 
 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
司

書 

 
 

 
 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学

芸
員 

 
 

 
 

専
門
員 

 

三
級 

管
理
主
事 

 
 

指
導
主
事 

 
 

社
会
教
育
主
事 

 
 

所
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
社
会
教

育
主
事
補 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
校
保

健
技
師 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
司
書 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
芸
員 
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主
任
専
門
員 

 
 

四
級 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
管
理
主
事 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
指
導
主
事 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

主
任
司
書 

 
 

 
 

主
任
学
芸
員 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
所
員 

 
 

 
 

県
立
学
校
の
課
長 

 
 

 
 

事
務
長 

 
 

五
級 

主
任
管
理
主
事 

 
 

 
 

主
任
指
導
主
事 

 
 

 
 

主
任
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

司
書
主
幹 

 
 

 
 

学
芸
主
幹 

 
 

 
 

事
務
局
次
長 

 
 

 
 

事
務
部
長 

 
 

 
 

事
務
室
長 

 
 

六
級 

報
道
幹 

 
 

企
画
幹 

 
 

危
機
管
理
幹 

 
 

 
 

調
整
幹 

 
 

 
 

室
長 

 
 

 
 

教
育
主
幹 

 
 

 
 

主
席
司
書
主
幹 

 
 

 
 

主
席
学
芸
主
幹 

 
 

 
 

副
館
長
（
熊
谷
図
書
館
、
歴
史
と
民
俗
の
博
物

館
及
び
近
代
美
術
館
の
副
館
長
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
管
理
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
指
導
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
司
書
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
学
芸
主
幹 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
局
次
長 
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困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
部
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
室
長 

 
 

七
級 

学
校
管
理
幹 

 
 

 
 

教
育
指
導
幹 

 
 

 
 

管
理
主
幹 

 
 

 
 

主
席
指
導
主
事 

 
 

 
 

主
席
社
会
教
育
主
事 

 
 

 
 

副
参
事 

 
 

 
 

主
席
管
理
主
事 

 
 

 
 

支
所
長 

総
合
企
画
長 

 
 

 
 

企
画
幹
（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
企
画
幹
に
限

る
。
） 

 
 

 
 

副
館
長
（
熊
谷
図
書
館
、
歴
史
と
民
俗
の
博
物

館
及
び
近
代
美
術
館
の
副
館
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

県
立
学
校
の
事
務
局
長 

 
 

八
級 

参
事 

 
 

九
級 

高
校
改
革
統
括
監 

 
 

 
 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

 
 

十
級 

副
教
育
長 

 
 

 
 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

警
察
本
部 

一
級 

警
察
主
事 

 
 

 
 

警
察
技
師 

 
 

二
級 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
主

事 

 
 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
技

師 

 
 

四
級 

専
門
員 

 
 

 
 

係
長 

 
 

五
級 

課
（
室
、
隊
、
校
）
長
補
佐 

 
 

 
 

補
佐
官 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 
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備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
七
級
か
ら
十
級
ま
で
の
も

の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
部
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
四
級
か
ら
七
級
ま
で

の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
課
付
、
知
事
部
局
の
本
庁
の
所
付
、
知
事
部
局
の
会
計
管

理
者
付
及
び
教
育
委
員
会
の
所
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
四
級
か
ら
八
級
ま

で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
知
事
部
局
の
地
域
機
関
の
所
付
（
校
に
あ
つ
て
は
校
付
、

場
に
あ
つ
て
は
場
付
）
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察
本
部
の
職
員
の
職
務
に

あ
つ
て
は
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
六
級
か
ら
九
級
ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す

る
部
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
一
級
か
ら
七
級
ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相

当
す
る
課
付
、
室
付
、
所
付
、
隊
付
、
方
面
本
部
付
及
び
学
校
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る

職
務
の
う
ち
一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
署
付
の
職
務
は
、
こ
れ

 
 

警
察
署
の
課
長 

 
 

警
察
署
の
課
長
代
理 

 
 

六
級 

調
査
官 

 
 

 
 

指
導
官 

 
 

 
 

専
門
官 

 
 

 
 

次
席 

 
 

 
 

術
科
教
養
部
長 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
（
室
、
隊
、
校
）
長

補
佐 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
補
佐
官 

 
 

 
 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
警
察
署
の
課
長 

 
 

 
 

特
に
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

 
 

七
級 
主
席
師
範 

 
 

 
 

管
理
官 

 
 

 
 

総
括
調
査
官 

 
 

 
 

主
席
調
査
官 

 
 

 
 

主
席
指
導
官 

 
 

 
 

主
席
専
門
官 

 
 

 
 

附
置
機
関
の
長 

 
 

八
級 

財
務
局
長 

 
 

 
 

参
事 

 
 

 
 

理
事
官 

 
 

九
級 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 
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ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務

と
す
る
。 

  

別
表
第
一
ロ
の
表
中
「
組
織
犯
罪
対
策
局
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  

別
表
第
一
ニ
の
表
中
「
地
域
機
関
の
局
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
局
長
に 

 

限
る
。
）
」
を 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
「
医
療
安
全
管
理
幹
」
を
削
り
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

  

別
表
第
一
ホ
の
表
中
七
級
の
項
を
削
る
。 

  

別
表
第
一
ヘ
知
事
部
局
の
部
中
「
困
難
な
業
務
を
行
う
主
幹
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
二 

初
任
給
基
準
表
（
第
十
条
関
係
） 

イ 

行
政
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表 

       

備
考 

薬
剤
師
及
び
獣
医
師
に
こ
の
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
初
任
給
欄
の
号
給
は
、
人

事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

ロ 

公
安
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表 

  

「
企
画
調
整
官 

 

組
織
犯
罪
対
策
局
長
」 

「
副
病
院
長 

 

地
域
機
関
の
室
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
室
長
に
限
る
。
）
」 

ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「
病
院
長 

 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン 

「
副
課
長 

 

困
難
な
業
務
を
行
う
主
幹
」 

試
験 

学
歴
免
許
等 

初
任
給 

採
用
試
験 

上
級 

 

一
級
二
十
九
号
給 

中
級 
 

一
級
十
九
号
給 

初
級 

 

一
級
九
号
給 

そ
の
他 

高
校
卒 

一
級
五
号
給 

「
副
セ
ン
タ
ー
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ 

 

病
院
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
）
」 

試
験 

学
歴
免
許
等 

初
任
給 
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ハ 
研
究
職
給
料
表
初
任
給
基
準
表 

       

備
考 

薬
剤
師
及
び
獣
医
師
に
こ
の
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
初
任
給
欄
の
号
給
は
、
人

事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

ニ 

医
療
職
給
料
表
㈠
初
任
給
基
準
表 

     

備
考 

こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
経
験
年
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許
を
取
得
し
た
時

以
後
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
が
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
は
、
そ
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

ホ 

医
療
職
給
料
表
㈡
初
任
給
基
準
表 

              

試
験 

学
歴
免
許
等 

初
任
給 

採
用
試
験 

上
級 

 

二
級
五
号
給 

中
級 

 

一
級
十
九
号
給 

初
級 

 

一
級
九
号
給 

そ
の
他 
高
校
卒 

一
級
五
号
給 

職
種 

学
歴
免
許
等 

初
任
給 

医
師 

歯
科
医
師 

博
士
課
程
修
了 
一
級
三
十
三
号
給 

大
学
六
卒 

一
級
九
号
給 

採
用
試
験 

 

上
級 

 

三
級
五
号
給 

 

類 
 

二
級
十
七
号
給 

 

類 
 

一
級
十
三
号
給 

 

職
種 

学
歴
免
許
等 

初
任
給 

薬
剤
師 

獣
医
師 

修
士
課
程
修
了 

大
学
六
卒 

二
級
十
七
号
給 

大
学
卒 

二
級
五
号
給 

栄
養
士 

管
理
栄
養
士 

衛
生
検
査
技
師 

大
学
卒 

二
級
五
号
給 

短
大
卒 

一
級
十
五
号
給 

診
療
放
射
線
技
師 

臨
床
検
査
技
師 

理
学
療
法
士 

作
業
療
法
士 

視
能
訓
練
士 

言
語
聴
覚
士 

義
肢
装
具
士 

大
学
卒 

二
級
五
号
給 

短
大
三
卒 

一
級
二
十
一
号
給 

 

Ⅰ Ⅱ 
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備
考 

一 

薬
剤
師
、
獣
医
師
、
栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
、
衛
生
検
査
技
師
、
診
療
放
射
線
技

師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
言
語
聴
覚
士
、

義
肢
装
具
士
、
歯
科
衛
生
士
及
び
歯
科
技
工
士
の
経
験
年
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免

許
を
取
得
し
た
時
以
後
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
が
別
段
の
定
め
を

し
た
場
合
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

 
 

二 

薬
剤
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
附
則

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
薬
剤
師
と
な
つ
た
者
に
対
す
る
こ
の
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
「
修
士
課
程
修
了
大
学
六
卒
」
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

三 

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
五
条
の
三
第
一
号
又
は

第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
栄
養
士
で
同
法
に
規
定
す
る
管
理
栄
養
士
と
な
つ
た
者

に
こ
の
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
初
任
給
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 
 

四 

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定

に
該
当
し
て
義
肢
装
具
士
と
な
つ
た
者
に
こ
の
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
初
任

給
欄
の
号
給
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。 

ヘ 

医
療
職
給
料
表
㈢
初
任
給
基
準
表 

        

備
考 

一 

こ
の
表
の
「
准
看
護
師
養
成
所
卒
」
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
又
は

養
成
所
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
保
健
婦
助
産
婦
看
護

婦
法
第
二
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
又
は
養
成
所
を
含
む
。
）

歯
科
衛
生
士 

大
学
卒 

二
級
五
号
給 

短
大
三
卒 

一
級
二
十
一
号
給 

短
大
二
卒 

一
級
十
五
号
給 

高
校
専
攻
科
卒 

一
級
十
一
号
給 

歯
科
技
工
士 

大
学
卒 

二
級
五
号
給 

短
大
三
卒 

一
級
二
十
一
号
給 

短
大
二
卒 

一
級
十
五
号
給 

そ
の
他 

短
大
卒 

一
級
十
五
号
給 

高
校
卒 

一
級
五
号
給 

 

職
種 

学
歴
免
許
等 

初
任
給 

保
健
師 

大
学
卒 

二
級
十
五
号
給 

短
大
三
卒 

二
級
九
号
給 

看
護
師 

短
大
三
卒 

二
級
九
号
給 

短
大
二
卒 

二
級
五
号
給 

准
看
護
師 

准
看
護
師
養
成
所
卒 

一
級
五
号
給 
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の
卒
業
を
示
す
。 

 
 

 
 

二 

こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
経
験
年
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許
を
取
得
し

た
時
（
保
健
師
で
看
護
師
免
許
を
有
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
看
護
師
免
許
を
取
得

し
た
時
）
以
後
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
人
事
委
員
会
が
別
段
の
定
め
を
し
た
場

合
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

 
 

三 

准
看
護
師
の
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

第
二
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
該
当
し
た
者
で
保
健
師
又
は
看
護
師
と
な
つ
た
も
の

に
対
す
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
に

対
応
す
る
初
任
給
欄
の
号
給
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
大
学
卒
」
に
あ
つ
て
は
二
級
十
九
号

給
、
「
短
大
二
卒
」
に
あ
つ
て
は
二
級
十
三
号
給
と
す
る
。 

 

別
表
第
三
中
「
第
五
条
関
係
」
を
「
第
十
二
条
関
係
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
十
四
条
の
二
関
係
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
五
中
「
第
七
条
関
係
」
を
「
第
十
三
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
項
中
「
級

別
資
格
基
準
表
又
は
初
任
給
基
準
表
」
を
「
初
任
給
基
準
表
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
六 

削
除 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規 
 

則 

 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
三
〇 

 
 

 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

三
九
七
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
職
員
の
欄
中
「
保
健
師
」
を
「
専
ら
要
保
護
児
童
の
健
康
管
理
に
直
接
従
事
す
る

保
健
師
」
に
改
め
、
「
、
北
部
支
所
長
」
を
削
り
、
同
表
勤
務
箇
所
の
欄
中
「
警
備
課
」
を
「
警

備
第
二
課
」
に
改
め
る
。 

 

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則

七―

一
〇
七
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
別
表
第
四
ロ
の
備
考
２
」
を
「
別
表
第
四
イ
の
備
考
２
、
ロ
の
備

考
２
」
に
改
め
、
「
適
用
し
な
い
額
」
の
下
に
「
に
百
分
の
百
・
四
七
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を

加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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規

則 

 

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
三
一 

 
 

 

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

四
九
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年

額
百
五
十
万
円
以
上
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規 
 

則 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
三
二 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

七
二
四
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
第
十
二
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

８ 

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
作
業
は
、
危
険
鳥
獣
（
ヒ

グ
マ
及
び
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
限
る
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
捕
獲
若
し
く
は

殺
傷
又
は
そ
の
補
助
に
係
る
作
業
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
条
第
二
項
第
二
十

二
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
警
察
業
務
手
当
の
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 
 

一 

警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十

六
号
）
第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
任
務
に
係
る
作
業 

千
六
百
四
十
円 

 
 

二 

前
号
の
作
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
作
業
で
危
険
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
恐
れ

の
あ
る
区
域
内
に
お
け
る
も
の 

千
百
円 

第
二
条 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

七 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及

び
ニ
に
規
定
す
る
相
談
及
び
指
導
等
の
業
務
に
従
事
す
る
保
健
師 

 
 

第
三
条
第
四
項
中
「
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
二
項
三
号
、
第
五
号
及
び
第
七

号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十

一
月
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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規 
 

則 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
五
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
一
三
三 

 
 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
五
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
項
の

規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
五
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九
項
又
は
第
二
十
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

一
〇
七
六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
六
号
中
「
給
与
条
例
第
三
条
第
一
項
の
給
料
表
（
以
下
「
給
料
表
」
と
い
う
。
）
の

適
用
を
異
に
し
な
い
初
任
給
規
則
別
表
第
六
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
（
第
七
条
第
一
項
第
一
号

に
お
い
て
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す

る
職
務
へ
の
」
を
「
初
任
給
規
則
第
二
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
給

料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
」
を
「
初
任
給
規
則
第
二
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条

第
九
号
中
「
給
料
表
」
を
「
給
与
条
例
第
三
条
第
一
項
の
給
料
表
（
以
下
「
給
料
表
」
）
と
い
う
。
）
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
号
中
「
当
該
給
料
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給
基
準
表
」

を
「
当
該
給
料
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給
規
則
別
表
第
二
に
定
め
る

初
任
給
基
準
表
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
初
任
給
規
則
第
十
六
条
各
号
」
を
「
初
任
給

規
則
第
十
条
第
五
項
各
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



規 
 

則 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二―

一
四
六 

 
 

 

 
 

 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二―

六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

                        

機
関 

職 

議
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
務
局
長 

副
事
務
局
長 

参
事 

課
（
室
）
長 

総
務
課
の
主
幹
及
び
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事 

務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

秘
書
課
の
主
幹
及
び
主
査 

知
事
及

び
会
計

管
理
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
庁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
長 

知
事
室
長 

会
計
管
理
者 

政
策
・
財
務
局
長 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
局
長 

地
域
経
営
局
長 

人
財
政
策
局
長 

税
務
局
長 

契
約
局
長 

県
民
ス
ポ
ー
ツ
文
化
局
長 

県
民
共
生
局
長 

こ
ど
も
政
策
局
長 

環
境
未
来
局
長 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長 

医
療
政
策
局
長 

健
康
政
策
局
長 
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食
品
衛
生
安
全
局
長 

産
業
政
策
局
長 

地
域
経
済
・
観
光
局
長 

雇
用
労
働
局
長 

都
市
政
策
・
公
園
局
長 

ま
ち
づ
く
り
局
長 

副
部
長 

参
事 

参
与 

報
道
長 

統
括
参
事 

課
（
所
）
長 

調
整
幹 

デ
ジ
タ
ル
政
策
幹 

政
策
幹 

北
部
拠
点
推
進
幹 

行
政
監
察
幹 

技
術
評
価
幹 

県
庁
舎
再
整
備
政
策
幹 

共
生
推
進
幹 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
整
備
推
進
幹 

埼
玉
版
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
推
進
幹 

危
機
対
策
幹 

防
災
Ｄ
Ｘ
政
策
幹 

野
生
鳥
獣
対
策
幹 

児
童
虐
待
対
策
幹 

感
染
症
対
策
幹 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹 

主
席
協
同
組
合
検
査
員 

家
畜
衛
生
幹 

産
業
基
盤
対
策
幹 

大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹 

副
参
事 

副
報
道
長 
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副
課
（
所
・
室
）
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、

秘
書
事
務
、
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等 

を
総
括
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
秘
書
事
務
、
法 

規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等
を
総
括
す
る
事 

務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

統
括
参
事
付
、
秘
書
課
、
人
事
課
及
び
財
政
課
の
主 

幹 部
及
び
会
計
管
理
者
の
補
助
組
織
の
主
管
課
及
び
秘 

書
課
の
主
査
（
課
の
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す 

る
も
の
に
限
る
。
） 

秘
書
課
の
主
査
（
秘
書
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限 

る
。
） 

人
事
課
の
主
査
、
主
任
及
び
主
事
（
労
働
関
係
に
関 

す
る
事
務
の
企
画
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

行
政
・
デ
ジ
タ
ル
改
革
課
の
主
査
、
主
任
及
び
主
事 

（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

文
書
課
の
主
査
（
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴 

訟
等
を
総
括
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

財
政
課
の
主
査 

税
務
課
の
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画 

を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

管
財
課
の
主
査
（
庁
中
取
締
り
に
関
す
る
事
務
を
所 

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

企
画
総
務
課
、
県
民
広
聴
課
、
危
機
管
理
課
、
環
境 

政
策
課
、
福
祉
政
策
課
、
保
健
医
療
政
策
課
、
産
業 

労
働
政
策
課
、
農
業
政
策
課
、
県
土
整
備
政
策
課
、 

都
市
整
備
政
策
課
及
び
出
納
総
務
課
の
主
査
（
労
働 

関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所
掌
す
る
も
の
に
限 

る
。
） 

 

地
域
機

関 

地
域
振

興
セ
ン 

所
長 

副
所
長 
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タ
ー 

地
域
防
災
幹 

東
松
山
事
務
所
長 

本
庄
事
務
所
長 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

環
境
科
学 

国
際
セ
ン 

タ
ー 

 
 

 
 

セ
ン
タ
ー
長 

事
務
局
長 

研
究
所
長 

室
長 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

総
合
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー 

 
 

 
 

セ
ン
タ
ー
長 

副
セ
ン
タ
ー
長 

病
院
長 

局
長 

副
病
院
長 

管
理
・
業
務
部
長 

担
当
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所 

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

精
神
保
健

福
祉
セ
ン

タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長 

副
セ
ン
タ
ー
長 

管
理
業
務
部
長 

産
業
技
術

総
合
セ
ン

タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長 

副
セ
ン
タ
ー
長 

室
長 

北
部
研
究
所
長 

副
室
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

北
部
研
究
所
副
所
長 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

農
業
技
術

研
究
セ
ン

タ
ー 

所
長 

副
所
長 

部
長
及
び
担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を 
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所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

寄
居
林
業 

事
務
所 

所
長 

副
所
長 

森
林
研
究
室
長 

総
合
技
術 

セ
ン
タ
ー 

所
長 

技
術
指
導
幹 

総
合
技
術
幹 

主
席
工
事
検
査
員 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の 

に
限
る
。
） 

そ
の
他
の

地
域
機
関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

機
関
の
長 

支
所
長 

副
所
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

副
園
長 

副
校
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も 

の
に
限
る
。
） 

副
学
院
長 

副
支
所
長 

次
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

部
長
及
び
担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を 

所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

課
長
及
び
担
当
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を 

所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

教
育
委

員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

副
教
育
長 

部
長 

高
校
改
革
統
括
監 

副
部
長 

参
事 

課
長 

報
道
幹 

学
校
管
理
幹 

教
育
指
導
幹 
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副
参
事 

副
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
秘
書
事
務
、 

教
育
政
策
の
企
画
、
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は 

訴
訟
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

危
機
管
理
幹 

企
画
幹 

調
整
幹 

管
理
主
幹 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
秘
書
事
務
、
教 

育
政
策
の
企
画
、
法
規
審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴 

訟
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

主
任
管
理
主
事 

管
理
主
事 

参
事
付
の
主
査
（
秘
書
事
務
又
は
教
育
政
策
の
企
画

に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

総
務
課
の
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
、
法
規

審
査
に
関
す
る
事
務
又
は
訴
訟
等
に
関
す
る
事
務
を

所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
主
任
、
主
事
、

主
任
専
門
員
及
び
専
門
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事

務
の
企
画
又
は
訴
訟
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

財
務
課
の
主
査
（
予
算
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る 

も
の
に
限
る
。
） 

教
職
員
課
の
主
査
、
主
任
、
主
事
、
主
任
専
門
員
及 

び
専
門
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の
企
画
を
所 

掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

県
立
学
校
人
事
課
、
小
中
学
校
人
事
課
及
び
教
職
員 

採
用
課
の
主
査
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌 

す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
主
任
、
主
事
、
主
任 

専
門
員
及
び
専
門
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
の 

企
画
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

教
育
事
務

所 

所
長 

副
所
長 
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室
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の

限
る
。
） 

主
席
管
理
主
事 

担
当
部
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

主
任
管
理
主
事 

管
理
主
事 

担
当
課
長
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る

も
の
に
限
る
。
） 

教
育
機 

関 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

校
長 

副
校
長 

教
頭 

事
務
局
長 

事
務
局
次
長 

事
務
部
長 

事
務
室
長 

事
務
長 

そ
の
他
の

教
育
機
関

（
支
所
を

含
む
。
） 

機
関
の
長 

副
所
長
、
副
館
長
、
教
育
主
幹
及
び
担
当
部
長
（
労 

働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限

る
。
） 

監
査
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

事
務
局
長 

副
事
務
局
長 

課
長 

監
査
第
一
課
の
主
席
監
査
員
、
主
任
監
査
員
及
び
監 

査
員
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の 

に
限
る
。
） 

人
事
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
務
局
長 

参
事 

副
事
務
局
長 

課
長 

副
課
長 

主
幹 

主
査 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                    

 

主
任 

労
働
委
員
会
事
務
局 

  
 

 
 

事
務
局
長 

参
事 

副
事
務
局
長 

課
長 

主
幹
（
労
働
関
係
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

選
挙
管
理
委
員
会 

書
記
長 

副
書
記
長 

収
用
委
員
会 
事
務
局
長 

副
事
務
局
長 
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規 
 

則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三―

六
六 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三―

一

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
定
め
る
期
間
」
を
「
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め

る
。 

 

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
） 

第
十
五
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
に
つ
い
て
、
条
例
第
十
四
条
の
二
第 

 

一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

た
だ
し
、
当
該
請
求
に
係
る
期
間
の
う
ち
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ 

 

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。 

３ 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請 

 

求
す
る
部
分
休
業
、
介
護
時
間
又
は
特
別
休
暇
（
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
場
合
の
も
の
に 

 

限
る
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
の
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、 

 

一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
、
当
該
介
護
時
間
又
は
当
該
特
別
休
暇
の
承
認
を
受 

 

け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
の
二
第
三
項
中
「
請
求
す
る
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
、

「
当
該
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
九
条
の
三
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
定
め
る
期
間
」
を
「
定
め
る
と
お
り
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

 

十
五 

第
十
一
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る 

 
 

期
間 

 

十
六 

生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
非
常
勤
の
職
員
が
、
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条 

 
 

第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間
を
請
求
す
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
回
と
し
、
そ
れ 

 
 

ぞ
れ
三
十
分 

 

十
七 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子 

 
 

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
非
常
勤
の
職
員
が
、
次
に
掲
げ
る 
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場
合
に
お
い
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年 

 
 

度
に
お
い
て
五
日
（
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子 

 
 

が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 
 

イ 
そ
の
子
の
看
護
を
行
う
場
合 

 
 

ロ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に
出
席
す
る
場
合 

 
 

ハ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
の
全
部
又
は
一
部
が
感
染
症
の
予
防
上
必
要
が
あ
る
こ
と 

 
 

 

に
よ
り
臨
時
に
休
業
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
、
そ
の
子
の
世
話 

 
 

 

を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合 

 

十
八 

要
介
護
家
族
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る 

 
 

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
及
び
第
十
三 

 
 

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期 

 
 

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
次
項 

 
 

第
五
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ 

 
 

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
家
族
が
二
人
以
上
の 

 
 

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 

第
十
九
条
の
三
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
定
め
る
期
間
」
を
「
定
め
る
と
お
り
」
に

改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

四 

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に 

 
 

あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で 

 
 

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
時
間
（
当
該
非
常
勤
の
職
員
に
つ
い
て 

 
 

一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
が
二
時
間
を
下 

 
 

回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
じ
た
残
り
の
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め 

 
 

ら
れ
る
時
間 

 

第
十
九
条
の
三
第
三
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
八 

号
中
「
認
め
ら
れ
る
期
間
」
を
「
認
め
ら
れ
る
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同 

項
中
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
第
十
四
号
」
を
「
、
第 

十
四
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
に
、
「
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
第
三
項
第
四 

号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八 

項
中
「
第
三
項
第
八
号
」
を
「
第
三
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規 
 

則 

 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
〇―

六 

 
 

 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
〇―

一
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
一
般
任
期
付
職
員
の
初
任
給
決
定
等
の
特
例
） 

第
四
条 

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
初
任

給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
二
一
）
第
四

章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人

事
委
員
会
規
則
六―

一
一
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
経
験

者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
る
。 

 

第
七
条
中
「
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃

止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則

を
廃
止
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
第
二
十
一
号
中
「
公
益
信
託
」
の
下
に
「
（
旧
公
益
信
託
に
限
る
。
）
」
を

加
え
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の

保
存
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
） 

３ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の

保
存
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の

保
存
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
） 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
規

定
は
、
移
行
期
間
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
条
第

二
項
又
は
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
移
行
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
五
年
の
文
書
等
）
の
項
中
十
を
十
二
と
し
、
九
を
十
一
と

し
、
八
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
第
四
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
三
年
の
文
書
等
）
の
項
中
一
及
び
二
を
削
り
、
三
を
一
と

し
、
四
か
ら
八
ま
で
を
二
か
ら
六
ま
で
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
勤
務
整
理
簿
、
旅
行
命
令
簿
、

年
次
休
暇
簿
等
及
び
復
命
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

９
 
勤
務
整
理
簿
、
旅
行
命
令
簿
、
年
次
休
暇
簿
等

 

1
0
 
復
命
書
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様
式
第
一
号
中 

規 
 

則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
四
号
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
の
う
ち
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
指
定

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
公
文
書
の
開
示
を
受
け

る
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
複
写
さ
せ
る
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

第
八
条
第
一
項
中
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
教
育

委
員
会
」
に
改
め
る
。 

 
  

     

   

「
 

求
め
る
開
示
の
実
施
の

 
方
法

 
開
示
の
実
施
の
方
法
に
希

望
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
 

□
内
に
レ
印
を
付
し
て
く

だ
さ
い
。
 

１
 
文
書
又
は
図
画
の
場
合

 
 

 
□
閲
覧

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
送
付
を
希

２
 
電
磁
的
記
録
の
場
合

 
 

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

 
 

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付
（
□
送

 
 

 
□
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲

 
 

 
 
視
聴

 
 

 
□
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の

 
 

 
 
を
希
望
）

 

 

 望
）

 
  付
を
希
望
）

 
覧
、
聴
取
又
は

 
 交
付
（
□
送
付

 

 

「 

求
め
る
開
示
の
実
施
の

方
法

 
開
示
の
実
施
の
方
法
に
希

望
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
 

□
内
に
レ
印
を
付
し
て
く

だ
さ
い
。
 

１
 
文
書
又
は
図
画
の
場
合

 
 

 
 
□
閲
覧

 
 

 
□
写
し
（
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複

 
 

 
 
（
□
送
付
を
希
望
）

 
 

 
□
写
し
（
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取

 
 

 
 
録
）
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

 
 

 
 
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ

 
 

 
□
写
し
（
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取

 
 

 
 
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た

 
 

 
 
（
□
送
付
を
希
望
）

 
２

 
電
磁
的
記
録
の
場
合

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付
（

 
  

を 
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  写
し
た
も
の
）
の
交
付

 
 っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
 

る
交
付
（
電
子
情
報
処
理

 
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

 
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録

 
も
の
）
の
交
付

 
   □
送
付
を
希
望
）

 
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を

 
合
に
限
る
。
）

 
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴

 
の
の
交
付

 

 

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

         
 

 
 

 
             

様式第９号（第 12 条関係） 

に
改
め
る
。 

」  

□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧

 
□
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付
（

 
 

 
□
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
交
付

 
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場

 
 

 
□
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の

 
□
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も

 
（
□
送
付
を
希
望
）

 

 

 望
）

 
   交
付
（
□
送
付

 

 

」 
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様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

   

  

    
 

 
 

       

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

様式第 13 号（第 12 条関係） 
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２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条
中
「
に
関
し
」
を
「
を
、
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
六
条

ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、
「
情
報
通
信
の
技
術
」
を
「
情
報
通
信
技
術
」
に
、
「
お
い
て
」

を
「
つ
い
て
」
に
、
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
条
例
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又

は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 
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第
六
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」

を
加
え
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す

る
。 

 

第
五
条
中
「
教
育
委
員
会
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、

同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」

を
加
え
、
「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
教
育
委

員
会
の
使
用
」
を
「
教
育
委
員
会
等
の
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
方
式
と
す
る
。 

一 

第
七
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
方
式 

第
四
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又

は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
九
条 

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と

教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る

と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等

を
す
る
者
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
条

の
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項 

二 

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又

は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 
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第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 
（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
） 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報

に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
六
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
教
育
委

員
会
が
認
め
る
場
合 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
教

育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
七
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
教
育
委
員

会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で

あ
っ
て
当
該
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で

き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
教
育
委
員

会
又
は
そ
の
管
理
に
属
す
る
教
育
機
関
（
以
下
「
教
育
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当
該
教
育
委
員
会

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
十
二
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規 
 

則 

 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ 

こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
又
は
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に

準
ず
る
と
認
め
る
試
験
」
を
「
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委

員
会
規
則
六―

一
一
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
第
九
条
第
三
項
及
び
第

四
項
に
お
い
て
「
経
験
者
採
用
試
験
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三

号
と
す
る
。 

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で 

削
除 

第
九
条
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
一
の
基
準
に
よ
り
」
を
「
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
者
の
能
力
等
を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条

に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

２ 

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た

に
職
員
と
な
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
五
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
（
以

下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
欄

の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

経
験
者
試
験
等
採
用
者
（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に

基
づ
い
て
採
用
さ
れ
た
者
そ
の
他
そ
の
有
す
る
経
験
年
数
が
一
年
以
上
で
あ
る
者
（
前
項
に
規

定
す
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
務
の
級
は
、
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当

該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
占
め
る
こ
と
と
な
る
職
の
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難

及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務
の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験

等
採
用
者
の
有
す
る
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
有
す
る
経
験
年
数
が
一
年
に
満
た
な
い
者
（
採
用

試
験
又
は
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
の
職
務
の
級
は
、

そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種

欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級

（
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
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最
下
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の

級
に
つ
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し
く
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
県
職
員 

二 

国
家
公
務
員 

三 

他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員 

四 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十

二
号
）
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者 

五 

そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
と
認
め
る
者 

第
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分

又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
は
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員

と
な
つ
た
者
に
適
用
し
、
同
欄
の
「
そ
の
他
」
の
区
分
は
そ
の
他
の
職
員
に
適
用
す
る
。 

３ 

初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
欄
の
区
分
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
有
す
る
学
歴
免
許
等

の
資
格
に
応
じ
、
初
任
給
基
準
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
六
に
定
め
る

学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
（
以
下
「
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
区
分

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
一
条 

削
除 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
） 

そ
の
者
に
適

用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
欄
の
区
分

に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
定
め
る
号
給 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
職
種
欄
の
区
分
」
の
下
に
「
又

は
試
験
欄
の
区
分
」
を
加
え
、
「
学
歴
免
許
等
欄
」
を
「
学
歴
免
許
欄
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二 

経
験
者
試
験
等
採
用
者 

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は

試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
と
同
一
の
初
任
給
基
準
表
の
こ
れ
ら
の
欄
の
区
分

の
適
用
を
受
け
る
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
新
た

に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
経
験
年
数
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に
相
応
す
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用

の
日
に
属
す
る
職
務
の
級
と
同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る
場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給

を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
号
給 

三 
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。)

 

そ
の
者
に
適
用
さ

れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
及
び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対

応
す
る
初
任
給
欄
に
定
め
る
号
給 

第
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

第
九
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者

の
号
給
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し
く
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡

を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
号
給
を
決
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
三
条
中
「
同
表
」
を
「
初
任
給
基
準
表
」
に
改
め
、
「
修
学
年
数
調
整
表
」
の
下
に
「
（
別

表
第
七
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
」

に
、
「
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
」
を
「
そ
の
者
の
」
に
、
「
並
び
に
第
二
号
に
該
当
す
る

者
で
必
要
経
験
年
数
が
五
年
未
満
の
年
数
と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
も
の
の
同
号

に
掲
げ
る
経
験
年
数
の
う
ち
五
年
か
ら
当
該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を
超
え
な
い
年
数
並

び
に
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
験
年
数
の
う
ち
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
（
第
二

号
に
該
当
す
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が
五
年
未
満
の
年
数
と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ

た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
経
験
年
数
の
う
ち
五
年
か
ら
当
該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ

た
年
数
を
超
え
る
経
験
年
数
）
」
及
び
「
、
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が
五
年
未

満
の
年
数
と
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
も
の
の
同
号
に
掲
げ
る
経
験
年
数
の
う
ち
五

年
か
ら
当
該
必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を
超
え
る
年
数
の
五
年
ま
で
の
年
数
（
有
用
経
験
年

数
を
除
く
。
）
並
び
に
同
号
に
該
当
す
る
者
で
必
要
経
験
年
数
が
五
年
以
上
十
年
未
満
の
年
数
と

さ
れ
て
い
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
も
の
の
同
号
に
掲
げ
る
経
験
年
数
の
う
ち
十
年
か
ら
当
該

必
要
経
験
年
数
を
減
じ
た
年
数
を
超
え
な
い
年
数
（
有
用
経
験
年
数
を
除
く
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
」

を
削
り
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
任
用
の
基
礎
と
な
つ

た
試
験
に
合
格
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
備
考

に
定
め
る
基
準
学
歴
又
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
欄
の
学
歴
免

許
等
の
資
格
（
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
学

歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数 

二 

前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
基
準
表
の
適
用
に
際

し
て
用
い
ら
れ
る
そ
の
者
の
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
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い
て
は
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
学
歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経
験
年
数 

三 

第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
基
準
号
給
が
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
（
そ

の
職
務
の
級
の
最
低
の
号
給
が
初
任
給
基
準
表
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
経
験
年
数 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
六
条
及
び
第
七
条
」
を
「
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
経
験
年
数
） 

第
十
四
条
の
二 

第
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
経

験
年
数
（
以
下
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
最
も
新

し
い
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
（
当
該
資
格
以
外
の
資
格
に
よ
る
こ
と
が
そ
の
者
に

有
利
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
た
時
）
以
後
の
年
数
を
別
表
第
八
に
定

め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
ら
れ
る
年
数
と
す
る
。 

２ 

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
欄
に
掲
げ
る
学
歴
免

許
等
の
区
分
又
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
備
考
に
定
め
る
基
準
学
歴
に
対
し

て
修
学
年
数
調
整
表
に
加
え
る
年
数
又
は
減
ず
る
年
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
学
歴
免
許
等
の
資

格
（
前
項
の
規
定
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
者
の
経
験
年
数
に
そ
の
年
数
を
加
減
し
た
年
数
を
も
つ
て
、
そ
の
者

の
経
験
年
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
学
歴
免
許
の
区
分
及
び
当
該
学
歴
免

許
の
区
分
に
属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
基
準
表
に
お
い
て
別
に
定
め

る
場
合
を
除
き
、
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
十
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
初
任
給
決
定
時
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）
」
を
付
し
、
同
条

第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。 

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
職
務
の
級
の
決
定
） 

第
十
六
条 

職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務
に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績

に
従
い
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

職
員
を
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
に
当
該
職
員
が
昇
任
し
た
こ
と
。 

二 

前
号
に
掲
げ
る
要
件
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
要
件 

三 

そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
職

務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

第
十
七
条
中
「
第
九
条
第
三
号
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
」
を
「
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
」
に
、
「
級
別
資
格
基
準
表
の
学
歴
免
許
欄
」
を
「
そ
の
者
に
適
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用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
欄
」
に
、
「
し
、
若
し
く
は
同
表
に
異
な
る
基
準
の
定
め

の
あ
る
試
験
欄
又
は
職
種
欄
に
属
す
る
職
に
異
動
し
た
結
果
」
を
「
し
た
等
の
結
果
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
九
条 

削
除 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
別
表
第
十
七
」
を
「
別
表
第
十
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
別
表
第
十
七
の
二
」
を
「
別
表
第
十
一
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
３
級
」
の
下
に
「
及
び
４
級
」
を
、
「
額
を
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
初
任
給
基
準
又
は
給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
の
場
合
の
職
務
の
級
） 

第
二
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
職
員
の
職
務
の
級
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
異
動

に
あ
つ
て
は
そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
決
定
し
、
又
は
引
き
続
き
従
前
の
職
務
の
級
に
と
ど

ま
ら
せ
、
第
二
号
に
掲
げ
る
異
動
に
あ
つ
て
は
そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
決
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

一 

初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
（
次

号
に
掲
げ
る
異
動
を
除
く
。
） 

二 

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
他
の
職
務
へ
の
異
動 

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条 

削
除 

第
二
十
四
条
中
「
前
二
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
決
定
に
つ
い
て
」

の
下
に
「
第
十
二
条
第
二
項
及
び
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
別
表
第
十
八
」
を
「
別
表
第
十
二
」
に
、
「
別
表
第
十
九
」
を
「
別

表
第
十
三
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
号

に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
別
表
第
十
六
」
を
「
別
表
第
九
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
四
項
を
附
則
第
二
項
と
す
る
。 

別
表
第
五
か
ら
別
表
第
八
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別表第五 初任給基準表 

 イ 教育職給料表（一）初任給基準表 

備考 

１ 次の第一号に掲げる者に適用される学歴免許欄の区分は、「大学卒」

の区分とし、第二号に掲げる者に適用される同欄の区分は、「短大卒」

の区分とする。 

一 大学卒相当の者 

(１) 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）別表第二

の一種免許状の項第二欄のロ又はハの該当者 

(２) 教育職員免許法第十六条に規定する教員資格認定試験に合格

したことによる高等学校教諭の免許状又は特別支援学校の自立

活動教諭の免許状の所有者 

(３) 教育職員免許法施行法（昭和二十四年法律第百四十八号）第

一条第一項の表の第七号の上欄に掲げる免許状の所有者 

(４) 教育職員免許法施行法第二条第一項の表の第十二号、第十四

号、第十五号若しくは第二十二号の上欄又は第二十号の二の上

欄のイの該当者 

(５) 旧高等商船学校（旧商船学校の同等の課程を含む。）、旧水産

専門学校又は旧水産講習所の卒業者 

(６) 教育職員免許法施行法第二条第一項の表の第七号、第十八号

若しくは第二十号の四の上欄又は第二十号の二の上欄ロの該当

者で、前各号に掲げる者と同等に取り扱う必要のあるもの 

二 短大卒相当の者 

(１) 教育職員免許法別表第二の二種免許状の項第二欄のイ、ロ若しく

はハ又は教育職員免許法等の一部を改正する法律（昭和六十三年法

律第百六号。以下「免許法改正法」という。）による改正前の教育職

員免許法別表第二の二級普通免許状の項基礎資格欄のニの該当者 

(２) 教育職員免許法第十六条に規定する教員資格認定試験に合格した

ことによる小学校教諭の免許状の所有者 

(３) 教育職員免許法施行法第二条第一項の表の第二十一号又は第二十

三号の上欄に該当する者 

(４) 旧国民学校令による養護教員免許状の所有者 

(５) 教育職員免許法別表第一により幼稚園、小学校又は中学校教諭の

二種免許状を授与された者（免許法改正法による改正前の教育職員

免許法別表第一により幼稚園、小学校又は中学校教諭の二級普通免

許状を授与された者を含む。） 

２ 本表の適用を受ける教育職員の経験年数は、その者の該当する次表の基

礎学歴欄に掲げる学歴の区分（その区分に含まれる学歴免許等の資格を含

む。）を取得した時以後の経験年数からその者に適用される本表の学歴免許

欄の区分に応じ、その基礎学歴欄に掲げる区分に対応する次表の調整年数

欄に掲げる年数を減じた年数とする。ただし、学歴免許等資格区分表の一

の１、２又は３の区分に掲げる該当者については一年を、同表の一の５の

区分に掲げる該当者については六月を、それぞれその経験年数に加えた年

数とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 注 （ ）内の年数は、それぞれの学歴の修学年数を示す。 

３ 教育職員免許法附則第八項の規定により高等学校教諭の一種免許状を授

与された者（免許法改正法による改正前の教育職員免許法附則第八項の規

定により高等学校教諭二級普通免許状を授与された者を含む。）に適用され

る学歴免許等の区分は、「大学卒」の区分とする。 

４ 教育委員会が別に定める講師にこの表を適用する場合における初任給は、

教育委員会が別に定める。 

職種 学歴免許 初任給

博士課程修了 二級　三十五号給

修士課程修了

専門職学位課程修了
二級　十七号給

大学卒 二級　五号給

短大卒 一級　十五号給

大学卒 一級　二十五号給

短大卒 一級　十五号給

高校卒 一級　五号給

教諭、養護教諭及び栄養教諭

助教諭、養護助教諭、講師、実習

助手及び寄宿舎指導員

調整年数

大学卒 短大卒 高校卒

基礎学歴 （十六卒） （十四年） （十二年）

高校三卒 四年 二年

高校二卒 五年 三年 一年

学歴免許の区分
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備考 本表の適用を受ける職員には、イ 教育職給料表（一）初任給基準

表の備考第一項から第四項までを準用する。 

職種 学歴免許 初任給

大学卒 二級　五号給

短大卒 一級　十五号給
学校栄養職員

備考 

一 本表を適用する場合における経験年数は、栄養士又は管理栄養士の免

許を取得した時以後のものとする。 

二 栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第五条の三第一号又は

第二号の規定に該当する栄養士で同法に規定する管理栄養士となつた者

にこの表を適用する場合における初任給は、教育委員会が別に定める。 

学歴免許 初任給

上級 一級　二十九号給

中級 一級　十九号給

初級 一級　九号給

高校卒 一級　五号給その他

試験

採用試験

備考 

一 試験欄の「採用試験」の区分は採用試験の結果に基づいて職員となつ

た者に適用し、「その他」の区分はその他の職員に適用する。 

二 試験欄の「採用試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験

及びこれに準ずる採用試験を示し、「中級」は、職員採用中級試験及びこ

れに準ずる採用試験を示し、「初級」は、職員採用初級試験及びこれに準

ずる採用試験を示す。 

三 試験欄の「採用試験」に掲げる区分の基準学歴は、上級は大学卒、中

級は短大卒、初級は高校卒とする。 

ロ 教育職給料表（二）初任給基準表 

ハ 学校栄養職給料表初任給基準表 

 

ニ 事務職給料表初任給基準表 

職種 学歴免許 初任給

博士課程修了 二級　四十七号給

修士課程修了

専門職学位課程修了
二級　二十九号給

大学卒 二級　十七号給

短大卒 二級　七号給

大学卒 一級　二十五号給

短大卒 一級　十五号給

高校卒 一級　五号給

教諭、養護教諭及び栄養教諭

助教諭、養護助教諭及び講師
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別表第六 学歴免許等資格区分表 

(１)　学校教育法による三年制の短期大学
　　の卒業又は専門職大学の修業年限三年
　　の前期課程の修了

１　短大三卒
(２)　学校教育法による二年制の短期大学
　　の専攻科の卒業
(３)　学校教育法による高等専門学校の専
　　攻科の卒業
(４)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　学校教育法による二年制の短期大学
　　の卒業又は専門職大学の修業年限二年
　　の前期課程の修了

二　短大卒
(２)　学校教育法による高等専門学校の卒
　　業
(３)　学校教育法による高等学校、中等教
　　育学校又は特別支援学校の専攻科（二
　　年制の短期大学と同程度とみなされる
　　修業年限二年以上のものに限る。）の
　　卒業

(４)　航空保安大学校本科の卒業

(５)　海上保安学校本科の修業年限二年の
　　課程の卒業
(６)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　海上保安学校本科の修業年限一年の
　　課程の卒業
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　学校教育法による高等学校、中等教
　　育学校又は特別支援学校の専攻科の卒
　　業
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格

三　高校卒
２　高校三卒

(１)　学校教育法による高等学校、中等教
　　育学校又は特別支援学校（同法第七十
　　六条第二項に規定する高等部に限
　　る。）の卒業

２　短大二卒

３　短大一卒

１　高校専攻科卒

基準学歴区分 学歴区分

(１)　学校教育法（昭和二十二年法律第二
　　十六号）による大学院博士課程の修了
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　学校教育法による大学院修士課程の
　　修了
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　学校教育法による専門職大学院専門
　　職学位課程の修了
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格

一　大学卒

(１)　学校教育法による大学の医学若しく
　　は歯学に関する学科（同法第八十五条
　　ただし書に規定する学部以外の教育研
　　究上の基本となる組織を置く場合にお
　　ける相当の組織を含む。以下同じ。）
　　又は薬学若しくは獣医学に関する学科
　　（修業年限六年のものに限る。）の卒
　　業
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　学校教育法による四年制の大学の専
　　攻科の卒業
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　学校教育法による四年制の大学の卒
　　業
(２)　気象大学校大学部（修業年限四年の
　　ものに限る。）の卒業

(３)　海上保安大学校本科の卒業

(４)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格

学歴免許等の資格の区分
学歴免許等の資格

１　博士課程修了

２　修士課程修了

３　専門職学位課
　程修了

４　大学六卒

５　大学専攻科卒

６　大学四卒
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                                  (２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格
(１)　保健師助産師看護師法（昭和二十三
　　年法律第二百三号）による准看護師学
　　校又は准看護師養成所の卒業
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格

四　中学卒 中学卒

(１)　学校教育法による中学校、義務教育
　　学校若しくは特別支援学校（同法第七
　　十六条第一項に規定する中学部に限
　　る。）の卒業又は中等教育学校の前期
　　課程の修了
(２)　上記に相当すると教育委員会が認め
　　る学歴免許等の資格

３　高校二卒

備考 この表の「特別支援学校」には平成十八年法律第八十号による改正

前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学

校」には平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護

婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦

養成所を含むものとする。 

 

別表第七 修学年数調整表 

基準学
歴区分

基準修
学年数

学歴区分 修学年数 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

博士課程修了 二十一年 （＋）五年 （＋）七年 （＋）九年 （＋）十二年

修士課程修了 十八年 （＋）二年 （＋）四年 （＋）六年 （＋）九年

専門職学位課
程修了

十八年 （＋）二年 （＋）四年 （＋）六年 （＋）九年

大学六卒 十八年 （＋）二年 （＋）四年 （＋）六年 （＋）九年

大学専攻科卒 十七年 （＋）一年 （＋）三年 （＋）五年 （＋）八年

大学四卒 十六年 （＋）二年 （＋）四年 （＋）七年

短大三卒 十五年 （－）一年 （＋）一年 （＋）三年 （＋）六年

短大二卒 十四年 （－）二年 （＋）二年 （＋）五年

短大一卒 十三年 （－）三年 （－）一年 （＋）一年 （＋）四年

高校専攻科卒 十三年 （－）三年 （－）一年 （＋）一年 （＋）四年

高校三卒 十二年 （－）四年 （－）二年 （＋）三年

高校二卒 十一年 （－）五年 （－）三年 （－）一年 （＋）二年

中学卒 九年 中学卒 九年 （－）七年 （－）五年 （－）三年

高校卒 十二年

学歴免許等の資格の区分 調整年数

大学卒 十六年

短大卒 十四年

備考 

一 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴

の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。 

二 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に

対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「（＋）」は加える年

数を、「（－）」は減ずる年数を示す。 

三 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴（その区

分に含まれる学歴免許等の資格を含む。）が掲げられているときは、その

学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴

区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える

年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、

本表に初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められて

いるものとする。 
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                                  四 昭和四十三年法律第四十七号による改正前の医師法に規定する実地修

練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分

欄の修学年数及び調整年数にそれぞれ一年を加えた年数をもつて本表の

その資格についての修学年数及び調整年数とする。 

五 昭和五十年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商

船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年

数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負と

なるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正

となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本

表の修学年数及び調整年数とする。 

六 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の

修業年数及び調整年数に一年を加えた年数をもつて本表に掲げる学歴に

ついての修学年数及び調整年数とすることができる。 

(１) 学校教育法による大学の二年制の専攻科の卒業者 

(２) 学校教育法による三年制の短期大学（昼間課程に相当する単位を

三年間に取得する夜間課程を除く。）の専攻科の卒業者（独立行政法人

大学改革支援・学位授与機構（旧独立行政法人大学評価・学位授与機

構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。）

から学士の学位を授与されたものを除く。） 

(３) 学校教育法による二年制の短期大学の二年制の専攻科の卒業者（独

立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された

者を除く。） 

(４) 学校教育法による高等専門学校の二年制の専攻科の卒業者（独立

行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者

を除く。） 

(５) 学校教育法による専修学校の卒業者のうち、修業年限一年以上の

高等課程の卒業者 

(６) 旧独立行政法人海員学校（旧海員学校を含む。）司ちゆう・事務科

の卒業者 

(７) 旧海員学校の専修科（「高校三卒」を入学資格とする修業年限一年

のものに限る。）、専科又は司ちゆう科の卒業者 

(８) 旧海技大学校本科の卒業者 

七 旧海員学校高等科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修

学年数及び調整年数にそれぞれ二年を加えた年数をもつて本表に掲げる

学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。 

 

 

別表第八 経験年数換算表 

経歴の種類 職員の職務との関係 換算率 備考

その経験が直接職務に
役立つと認められるも
の

十割
常時勤務に従事した
期間又はこれに準ず
る期間に限る。

その他のもの 十割以下

学校又は学校に準ず
る教育機関における
在学期間

十割以下
在学期間は正規の修
学年数の範囲内とす
る。

その経験が直接職務に
役立つと認められるも
の

十割以下

その他のもの 五割以下

地方公共団体、国、
旧公共企業体、政府
関係機関、外国政府
又は民間における企
業体、団体等の職員
等としての在職期間

その他の期間

備考 初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるも

のとする。 
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別
表
第
九
か
ら
別
表
第
十
五
ま
で
を
削
る
。 

別
表
第
十
六
を
別
表
第
九
と
し
、
別
表
第
十
七
を
別
表
第
十
と
し
、
別
表
第
十
七
の
二
を
別
表

第
十
一
と
し
、
別
表
第
十
八
を
別
表
第
十
二
と
し
、
別
表
第
十
九
を
別
表
第
十
三
と
す
る
。 

 
 

 
附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
改

正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
） 

２ 

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
号
中
「
異
に
し
な
い
」
の
下
に
「
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基

準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
る
。 

（
平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規

則
の
一
部
改
正
） 

３ 

平
成
二
十
六
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
号
中
「
別
表
第
十
二
か
ら
別
表
第
十
五
ま
で
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。 

（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

４ 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
六
号
中
「
別
表
第
十
二
か
ら
別
表
第
十
五
ま
で
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
九
条
第
五
項
各
号
」
に

改
め
る
。 
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規

則 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
た
場
合
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
等
（
以
下
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
、
駐
車
場
等
の

利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
」
に
改
め
、
「
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」

を
加
え
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
十
一
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
の
五
」
に
改
め
、
「
提
示
」
の
下
に
「
又
は
第

十
一
条
の
二
に
定
め
る
駐
車
場
等
と
し
て
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
及
び
駐
車
場
等
の
料
金

を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
の
五
第
七
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
三
第
二
号
中
「
同
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
を
利
用

し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
利
用
職
員
」

と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
同
条
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
」
を

加
え
、
「
同
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
同
条
第
二
項

第
二
号
に
定
め
る
額
」
の
下
に
「
（
駐
車
場
等
利
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
同
条
第
四
項

第
一
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
」
を
加
え
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
中
「
次
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
第
九
条
の
五
第
五
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
六
項
」
に
、
「
除
く
。
）

及
び
」
を
「
除
く
。
）
、
」
に
改
め
、
「
そ
の
合
計
額
）
」
の
下
に
「
及
び
条
例
第
九
条
の
五
第

四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
一
条
の
五
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
駐
車
場
等
の
要
件
） 

第
十
一
条
の
二 

条
例
第
九
条
の
五
第
四
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

勤
務
学
校
の
周
辺
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
決
定
し
、
若
し
く
は
改
定
す
る
通
勤
手

当
の
額
の
算
出
の
基
準
と
な
る
第
六
条
の
通
勤
経
路
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
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教
育
委
員
会
が
定
め
る
経
路
上
に
あ
る
交
通
機
関
の
駅
又
は
停
留
所
等
の
周
辺
に
あ
る
施
設

で
あ
る
こ
と
。 

二 

職
員
が
自
転
車
を
駐
車
す
る
た
め
に
利
用
す
る
施
設
（
自
動
車
等
（
自
転
車
を
除
く
。
）

の
駐
車
の
た
め
の
部
分
と
、
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
が
同
一
の
施
設
に
あ
る
場
合
は
、

当
該
自
転
車
の
駐
車
の
た
め
の
部
分
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。 

三 

そ
の
利
用
に
つ
い
て
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
条
例
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族

に
料
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
施
設
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め

る
施
設
で
な
い
こ
と
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施
設

の
状
況
、
職
員
の
事
情
等
に
よ
り
、
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
著
し

く
不
適
当
で
あ
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委

員
会
が
別
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。 

 

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
職
員
） 

第
十
一
条
の
三 

条
例
第
九
条
の
五
第
四
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
は
、
第
八

条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

 

（
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
） 

第
十
一
条
の
四 

条
例
第
九
条
の
五
第
四
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
五
千
円
を
超
え
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
円
）
と
す
る
。 

一 

一
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額 

イ 

月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合 

当
該
料
金
の
額 

ロ 

駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
つ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が

二
以
上
の
月
に
わ
た
る
場
合 

当
該
料
金
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
） 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

教
育
委
員
会
が
定
め
る
額 

二 

二
以
上
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合 

そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
の
前
号
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額 

２ 

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
国
有
財
産
又
は
公
有
財
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国

有
財
産
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
許
可
等
を
受
け
た
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

当
該
使
用
許
可
等
に
係
る
国
有
財
産
等
の
使
用
料
等
の
減
免
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
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規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
千
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
千
円
」
と
あ

る
の
は
「
五
千
円
か
ら
減
免
を
受
け
る
額
（
そ
の
額
が
二
以
上
の
月
に
わ
た
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
額
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、

当
該
二
以
上
の
減
免
を
受
け
る
額
の
合
計
額
）
を
差
し
引
い
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た

額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
時
上
限
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
減
免
時
上
限
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
料
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
料
金

の
減
免
後
の
額
」
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
の
五
第
六
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
通
勤
方
法
」
を
「
、
通
勤
方
法
若
し
く
は
駐
車
場
等
」
に
改
め
、
「
変

更
し
」
の
下
に
「
、
駐
車
場
等
の
利
用
を
開
始
し
若
し
く
は
終
了
し
」
を
加
え
、
「
額
若
し
く
は
」

を
「
額
、
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は
駐
車
場
等
の
料
金
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
九
条
の
五
第
六
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
九
条
の
五
第
七
項
」
を
「
第
九
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
駐
車
場

等
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
埼
玉
県
条
例

第
五
十
六
号
）
第
三
条
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年

埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
の
五
第
四
項
に
規
定
す
る
「
駐
車
場
等
」
を
い
う
。
）
を

利
用
し
て
い
る
職
員
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
当
該
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
施
行
日

に
お
い
て
同
項
の
学
校
職
員
と
し
て
の
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
実
情

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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規

則 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
三
項
中
「
期
間
」
の
下
に
「
及
び
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼

玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
第
十
二
条
第
二
項

第
四
号
に
お
い
て
「
研
究
休
職
等
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
教
育
委
員
会
の
定
め
る
期
間
」
を

加
え
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
在
職
し
た
」
を
「
勤
務
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
イ
か

ら
ニ
」
を
「
イ
か
ら
ホ
」
に
、
「
在
職
し
た
」
を
「
勤
務
し
た
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 
 

ホ 

民
間
に
お
け
る
企
業
体
、
団
体
等
の
職
員
の
う
ち
教
育
委
員
会
の
定
め
る
も
の 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
」
を
「
前
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
除
算
す
る
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
に
つ
い
て

は
、
除
算
は
行
わ
な
い
。 

 

第
七
条
の
二
第
二
項
中
「
在
職
し
た
」
を
「
勤
務
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
あ
つ
た
期
間
」
の
下
に
「
及
び
研
究
休
職
等
期
間
の
う
ち
教
育

委
員
会
の
定
め
る
期
間
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号
中
「
し
な
か
つ
た
期
間
」
の
下
に
「
及
び
勤
務

時
間
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間

（
い
ず
れ
の
承
認
も
受
け
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
を
合
算
し
た

期
間
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
次
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
を
削
る
。 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
へ
き
地
等
学
校
以
外
」
を
「
へ
き
地
学
校
又
は
へ
き
地
学
校
に
準

ず
る
学
校
（
以
下
「
へ
き
地
等
学
校
」
と
い
う
。
）
以
外
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
移
動
」

を
「
移
転
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
五
条 

条
例
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る

学
校
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
学
校
職
員
と
す
る
。 

一 

新
た
に
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に
勤
務
す
る
学
校
職
員
の
う

ち
、
そ
の
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定

日
」
と
い
う
。
）
前
三
年
以
内
に
当
該
学
校
等
に
異
動
し
、
又
は
新
た
に
採
用
さ
れ
、
当
該

異
動
又
は
当
該
採
用
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の 

二 

新
た
に
学
校
職
員
に
採
用
さ
れ
た
者
で
、
新
た
に
採
用
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
採
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
勤
務
し
て
い
た
学
校
等
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と

と
な
つ
た
学
校
職
員
の
う
ち
、
当
該
採
用
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
、
新
た
に
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
学
校
等
に
勤
務
す
る
学
校
職

員
で
、
指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
学
校
等
に
異
動
し
、
又
は
新
た
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
に

伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
と
な
る
も
の 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
支
給
す
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員 

当
該
学
校
職
員
の
指
定
日
に
勤
務
す
る
学
校
等
が
同

号
に
規
定
す
る
異
動
又
は
採
用
の
日
前
に
へ
き
地
等
学
校
に
該
当
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場

合
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
期
間 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員 

当
該
学
校
職
員
が
採
用
日
前
か
ら
学
校
職
員
と
し
て

引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
前
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
こ
の
項
（
前
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
へ
き
地
手
当
に
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準
ず
る
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間 

附
則
第
二
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年

額
百
五
十
万
円
以
上
）
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
） 

第
十
六
条
の
二 

教
育
委
員
会
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
に
つ
い
て
、
条
例
第
十
六
条
の
二

第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
請
求
に
係
る
期
間
の
う
ち
校
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。 

３ 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請

求
す
る
部
分
休
業
、
介
護
時
間
又
は
特
別
休
暇
（
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
場
合
の
も
の
に

限
る
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
の
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、

一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
、
当
該
介
護
時
間
又
は
当
該
特
別
休
暇
の
承
認
を
受

け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
請
求
す
る
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
、

「
当
該
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
五 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ

る
期
間 

 

十
六 

生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
、
労
働
基
準
法
第
六
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間
を
請
求
す
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
回
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
三
十
分 

 

十
七 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
、
次
に
掲

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



げ
る
場
合
に
お
い
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一

の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 
 

イ 
そ
の
子
の
看
護
を
行
う
場
合 

ロ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に
出
席
す
る
場
合 

ハ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
の
全
部
又
は
一
部
が
感
染
症
の
予
防
上
必
要
が
あ
る
こ
と

に
よ
り
臨
時
に
休
業
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
、
そ
の
子
の
世
話

を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合 

十
八 

要
介
護
家
族
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
及
び
第
十
四

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
次
項

第
五
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
家
族
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四 

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
時
間
（
当
該
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
つ

い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
が
二
時
間

を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
じ
た
残
り
の
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
時
間 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
八
号

中
「
認
め
ら
れ
る
期
間
」
を
「
認
め
ら
れ
る
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

中
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
第
十
四
号
」
を
「
、
第
十

四
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
に
、
「
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
第
三
項
第
四
号
」

に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項

中
「
第
三
項
第
八
号
」
を
「
第
三
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
四
項
中
「
別
表
第
三
の
五
」
を
「
別
表
第
三
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
別

表
第
三
の
三
」
を
「
別
表
第
三
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
別
表
第
三
の
四
」
を
「
別
表

第
三
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表
第
三
の
八
」
を
「
別
表
第
三
の
十
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
別
表
第
三
の
七
」
を
「
別
表
第
三
の
九
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

10 

職
員
が
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
（
別
表
第
三
の
七
）
を
も
つ
て
、
校
長
に

あ
つ
て
は
教
育
長
に
、
そ
の
他
の
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
請
求
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

11 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
変
更
届
（
別
表
第
三
の
八
）
を
も
つ
て
、
遅
滞
な
く
、

校
長
に
あ
つ
て
は
教
育
長
に
、
そ
の
他
の
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

産
前
の
休
暇
を
始
め
た
場
合 

 

二 

出
産
し
た
場
合 

 

三 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

 

四 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合 

 

五 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
場
合 

第
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「
休
業
」
を
「
休
暇
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
の
三
か
ら
別
表
第
三
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別表第３の３（第10条関係） 
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別表第３の４（第10条関係） 
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別表第３の５（第10条関係） 
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別
表
第
三
の
八
を
別
表
第
三
の
十
と
し
、
別
表
第
三
の
七
を
別
表
第
三
の
九
と
し
、
別
表
第
三

の
六
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。 
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別表第３の７（第10条関係） 
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別表第３の８（第10条関係） 
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別
表
第
六
の
五
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式
の
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

産
前
の
休
業

 
産
前
の
休
暇
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規

則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
病
気
休
暇
等
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
及
び
埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

（
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
五
年
の
文
書
等
）
の
項
中
六
を
八
と
し
、
五
を
七
と
し
、

四
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

別
表
第
四
種
文
書
等
（
保
存
期
間
が
三
年
の
文
書
等
）
の
項
中
一
及
び
二
を
削
り
、
三
を
一

と
し
、
四
か
ら
六
ま
で
を
二
か
ら
四
ま
で
と
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
九
号
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
改
め
、
同
表
中
第
十
二
号
を

第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
表
第
十
号
中
「
届
書
綴
」
の
下
に
「
（
前

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
十
一
号
と
し
、
同
表
第
九
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
旅
行
命
令
簿
、
休
暇
届
等
及

び
復
命
書
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
職
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
職
員
旅
行
命
令
簿
及
び
願
書
、

５
 
旅
行
命
令
簿
、
休
暇
届
等

 

五
年 

 

職
員
の
服
務
に
関
す
る
文
書
綴 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十 

６
 
復
命
書
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届
書
綴
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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規

則 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日

吉

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る 

 
 

 

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 

る
。 

 

第
一
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
」
に
、
「
以
下
同
じ
」
を
「
第

三
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
で
」
を
「
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
法

第
三
条
、
又
は
条
例
第
二
条
」
を
「
同
法
第
三
条
又
は
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
。

以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
以
下
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の
六
ま
で
を
削
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
政
令
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
」

を
「
政
令
第
十
条
第
一
項
各
号
（
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
」
に
改

め
、
同
号
ハ
中
「
（
第
五
条
の
六
」
を
「
（
政
令
第
八
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、「
又
は
第
五
条
の
六
」

を
「
又
は
同
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第２号（第４条関係） 
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                   様式第３号（第５条関係） 
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ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



                                  

様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第５条関係） 
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様式第７号（第５条関係） 様式第６号（第５条関係） 
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「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

  

様
式
第
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
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様
式
第
八
号
の
二
か
ら
様
式
第
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

様式第８号の２（第５条関係） 
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様式第９号（第５条関係） 
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様式第 10 号（第５条関係） 
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様式第 11 号（第５条関係） 
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様式第 12 号（第５条関係） 
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様式第 13 号（第５条関係） 
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                                  様式第 14 号（第７条関係） 
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様式第 15 号（第７条関係） 
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様式第 15 号の２（第７条関係） 
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様式第 16 号（第７条関係） 
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様式第 17 号（第７条関係） 
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                                  様式第 18 号（第７条関係） 
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様
式
第
二
十
二
号
（
裏
面
）
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、
同
様
式
中
「 

 
（

以
下
「
条

例
」
と

い
う
。
）
 

 
第

 
 

様式第 19 号（第７条関係） 
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」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に 

関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使 

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

                      

条
 

第
２

条
 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



規

則 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
、
「
主
幹
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
主

務
養
護
教
諭
」
を
、
「
主
幹
栄
養
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
栄
養
教
諭
」
を
、
「
指
導
保
育
教
諭
」

の
下
に
「
、
主
務
保
育
教
諭
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
指
導
教
諭
」
の
下
に
「
、
主
務
教
諭
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
十
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様
式
第

1
8
（
第

1
2
条
関
係
）
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附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用 

 

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地

域

機

関 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
産
業
支
援
課
の
項
を
削
り
、
同
表
雇
用
・
人
材
戦
略
課
の
項
勤
務
時
間
の
欄
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
項
週
休
日

の
欄
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
上
に
同

 

じ
。
」

 
 

 
「
４
週
間
を
平
均
し
て
１
週
間
に
つ
い
て
３
８
時
間
４
５
分
」
 

「
上
に
同
じ
。
」
 

「
日
曜
日
及
び
１
週
間
に
つ
い
て
１
日
と
し
、
業
務
の
実
情
に
応
じ
所

 

属
長
が
定
め
る
日
」
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訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
三
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

       

別
表
第
五
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

                 

ズ

ッ

ク

靴 

田

植

え

長

靴 

胴

付

長

靴 

ゴ

ム

長

靴 

作

業

靴 
雨

衣 

防

寒

衣 

白

衣 

作

業

服 

ズ

ボ

ン 

冬

用

上

衣 

夏

用

上

衣 

一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 

二 一 三 二 三 三 四 一 二 二 二 

「 

ズ

ッ

ク

靴 

田

植

え

長

靴 

ゴ

ム

長

靴 

作

業

靴 

雨

衣 

防

寒

衣 

白

衣 

作

業

服 

ズ

ボ

ン 

上

衣 

一 一 一 一 一 一 一 二 一 

二 一 二 三 三 四 一 二 二 

 

「 

」 

に
改
め
、
同
表
第
五
十
一
号
中 

「 

ゴ
ム
長
靴
又
は
田
植
え
長
靴 

防

寒

衣 

一 一 

二 四 

 

ズ

ッ

ク

靴 

田

植

え

長

靴 

胴

付

長

靴 

ゴ

ム

長

靴 

作

業

靴 

雨

衣 

防

寒

衣 

白

衣 

作

業

服 

ズ

ボ

ン 

冬

用

上

衣 

夏

用

上

衣 

一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 

二 一 三 二 三 三 四 一 二 二 二 
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附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

「 

「 

を 

」 

ゴ
ム
長
靴
又
は
田
植
え
長
靴 

雨

衣 

防

寒

衣 

一 一 一 

二 三 四 

 

一 一 

二 四 

 

ズ

ッ

ク

靴 

田

植

え

長

靴 

胴

付

長

靴 

ゴ

ム

長

靴 
作

業

靴 

雨

衣 

防

寒

衣 

白

衣 

作

業

服 

ズ

ボ

ン 

冬

用

上

衣 

夏

用

上

衣 

一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 

二 一 三 二 三 三 四 一 二 二 二 

 

「 

に
改
め
る
。 

号
中 
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訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
四
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地

域

機

関 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
及
び
第
六
号
中
「
北
部
拠
点
政
策
幹
」
を
「
北
部
拠
点
推
進
幹
」
に
改
め
、
「
産

業
基
盤
対
策
幹
」
の
下
に
「
、
大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹
」
を
加
え
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
常
に
、
埼
玉
県
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
を
所
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
「
埼
玉
県
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
埼
玉
県
職
員
証
を
適
切

に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
と
き
は
」

を
「
職
員
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
と
き
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
載
事
項
」
を
「
記

載
事
項
等
」
に
改
め
、
「
毀
損
し
た
と
き
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
と
き
」

を
加
え
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
中
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
及
び
勤
務
時
間
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
（
様
式
第
七
号

の
三
）
を
決
裁
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞

な
く
、
子
育
て
部
分
休
暇
変
更
届
（
様
式
第
七
号
の
四
）
を
決
裁
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

産
前
の
休
暇
を
始
め
た
場
合 

二 

出
産
し
た
場
合 

三 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

四 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合 

五 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
場
合 

第
十
四
条
の
三
第
一
号
中
「
休
業
」
を
「
休
暇
」
に
改
め
る
。 
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様
式
第
四
号
（
一
）
を
削
り
、
様
式
第
四
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

四
号
と
す
る
。 
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 埼  玉  県  職  員  証 
 

 Saitama Prefectural Government  

 No.         

  

 写   真 

 

 

 縦  3.0cm 

 横  2.7cm 

氏     名  

 ふ り が な   

   生年月日    年  月  日  

   上記の者は、埼玉県職員であること

を証明する。 

 

  

   

  埼 玉 県 知 事 印   

 発行日    年  月  日      

  8.54cm   

備考 埼玉県章は、直径 0.7 ㎝とする。 

5.4cm 

様式第４号（第８条関係） 
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様
式
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 
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様式第７号の３（第１１条関係） 

表 

 

子育て部分休暇承認請求書 

年  月  日 

 埼玉県知事 様 

所属所名 

職  名 氏        名 

 

次のとおり子育て部分休暇の承認を請求します。 

 

１ 請求に係る子 

氏    名   

 続    柄   

 生 年 月 日       年  月  日生  

 

２ 請 求 期 間       

  及 び 時 間       

期      間 時   間  

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他

（  ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 
 

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他

（  ） 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 
 

 ３ 備    考   

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証

明する書類又はその写しを添付すること。 

２ 子育て部分休暇の承認の取消しを請求する場合は、総務事務システムによ

ること。ただし、これにより難い場合は、裏面に記入し、請求することがで

きる。 

３ 該当する□にはレ印を記入すること。 
 

 

 

 

※ 決裁権者記入欄 

 

決裁欄 

決裁 

権者 

   受理年月日 年   月   日  

    決裁年月日 年   月   日  

     承認・不承認の別   
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裏 

 

 承 認 
子育て部分休暇の承認の 

取消しを請求する時間 
時間数 備 考 

 

 
決裁 

権者 
   月日 午 前 午 後  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 
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様式第７号の４（第１１条関係） 

 

  

子育て部分休暇変更届 

 

年  月  日 

 

 埼玉県知事 様 

 

 

所属所名 

職  名 氏        名 

 

  

 子育て部分休暇に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

  

 

 

記 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

由 

□産前の休暇を始めた。 

□出産した。 

□子育て部分休暇に係る子が死亡した。 

□子育て部分休暇に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた。 

 □同居しなくなつた。 □負傷・疾病  

 □その他（            ） 

□その他（                        ） 

 

 事由が生じた日 年   月   日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 
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附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
様
式
第
四

号
（
二
）
に
よ
る
埼
玉
県
職
員
証
は
、
改
正
後
の
埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
様
式
第
四
号
に
よ
る

埼
玉
県
職
員
証
と
み
な
す
。 
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新
産
業
育
成
課 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
課 

新
産 

イ
創 

 」（削る） 

 

 
別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
中 

訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
五
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
四
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

法
令
等
に
起
算
日
の
定
め
が
あ
る
文
書
等 

当
該
起
算
日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
全
国
植
樹
祭
推
進
課
の
項
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

産
業
創
造
課 

産
業
支
援
課 

産
創 

産
支 

 」（削る） 

「 

    

「 

    

金
融
課 

 

」（削る） 

「 

    

経
営
・
金
融
支
援
課 

経
金 

 

」（削る） 

「 

    

 

金
融 

 

を 

    

に
、 

を 
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訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
六
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
電
子
署
名
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
電
子
署
名
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
電
子
署
名
規
程
（
令
和
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
表
埼
玉
県
知
事
の
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 令

和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

（
教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
の
項
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
四
号
中
「
、
文
書
館
及
び
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
」
を
「
及
び
文
書
館
」
に
改
め
る
。 

 

（
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
六
第
一
号
中
「
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ
及
び
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
所
属
長
の
定
義
及
び
責
務
） 

第
一
条
の
二 

こ
の
規
程
に
お
い
て
所
属
長
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。 

 

一 

副
教
育
長
、
本
局
の
参
事
、
部
長
、
高
校
改
革
統
括
監 
教
育
長 

 

二 

副
部
長
、
部
の
参
事
（
部
の
副
参
事
を
含
む
。
）
、
課
長 
所
属
す
る
部
の
長 

 

三 

教
育
事
務
所
の
長
及
び
教
育
機
関
の
長 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
に
定
め
る
教
育
事
務
所
又
は
当
該
教
育
機
関
と
の
連
絡

調
整
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
課
の
所
属
す
る
部
の
長 

 

四 

前
三
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

本
局
の
参
事
、
所
属
す
る
課
の
長
又
は

教
育
事
務
所
の
長 

 

五 

教
育
機
関
の
職
員
（
教
育
機
関
の
長
を
除
く
。
） 

所
属
す
る
教
育
機
関
の
長 

２ 

所
属
長
は
、
常
に
管
理
監
督
者
と
し
て
の
責
務
を
自
覚
し
、
所
掌
事
務
の
処
理
、
職
員
の
勤 

務
、
執
務
環
境
の
整
理
等
に
つ
い
て
把
握
し
、
必
要
な
処
理
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
職
員
に
対

し
適
切
な
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
常
に
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
を
所
持
」
を
「
埼

玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
（
様
式
第
四
号
）
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
埼
玉
県
教
育
委
員

会
職
員
証
を
適
切
に
管
理
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
」
を
「
職
員
の

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記
載
事
項
」
を
「
記
載
事
項
等
」
に
、「
は
、

直
ち
に
」
を
「
で
あ
つ
て
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
と
き
は
」
に
、「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を

「
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同

条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 
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３ 

職
員
は
、
勤
務
時
間
条
例
及
び
勤
務
時
間
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
（
様
式
第
七
号

の
三
）
を
所
属
長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
子
育
て
部
分
休
暇
変
更
届
（
様
式
第
七
号
の
四
）
を
所
属

長
を
経
て
教
育
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

産
前
の
休
暇
を
始
め
た
場
合 

二 

出
産
し
た
場
合 

三 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

四 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合 

五 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
場
合 

第
十
七
条
の
三
中
「
掲
げ
る
」
の
下
に
「
い
ず
れ
か
の
事
由
が
生
じ
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一

号
中
「
休
業
」
を
「
休
暇
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
（
一
）
を
削
り
、
様
式
第
四
号
（
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

四
号
と
す
る
。 

 

 

様
式
第
七
号
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第７号の３（第10条関係） 

表 

子育て部分休暇承認請求書 

年  月  日  

 埼玉県教育委員会教育長 様 

所属所名             

職  名 氏       名   

次のとおり子育て部分休暇の承認を請求します。 

 

１ 請求に係る子 

  氏    名   

   続    柄   

   生 年 月 日           年  月  日生  

 

２ 請 求 期 間       

  及 び 時 間       

期      間 時   間  

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 
 年 月 日から 

 年 月 日まで 

□毎日 

□その他（  ） 

  時 分～ 時 分 

  時 分～ 時 分 
 

 ３ 備    考   

（注）１ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する

書類又はその写しを添付すること。 

２ 子育て部分休暇の承認の取消しを請求する場合は、総務事務システムによるこ

と。ただし、これにより難い場合は、裏面に記入し、請求することができる。 

３ 該当する□にはレ印を記入すること。 
 

 

 

 

※ 決裁権者記入欄 

 

決 裁 欄 

決裁 

権者 

   受理年月日 年   月   日  

    決裁年月日 年   月   日  

     承認・不承認の別   

 

  

裏 

 

 承 認 
子育て部分休暇の承認の 

取消しを請求する時間 

時間数 備 考 

 

 
決裁

権者 
   月日 午 前 午 後  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

     ・ 
 時 分から 

 時 分まで 

 時 分から 

 時 分まで 

時間 

分 
  

（注）承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 
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様
式
第
十
九
号
の
六
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
第
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
は
、
改
正
後
の
同
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
埼
玉
県
教
育
委
員
会
職
員
証
と
み
な
す
。 

様式第７号の４（第10条関係） 

子育て部分休暇変更届 

 

年  月  日  

 

 埼玉県教育委員会教育長 様 

 

 

所属所名             

 

職  名 氏       名   

 

  

 子育て部分休暇に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

  

 

 

記 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

由 

□産前の休暇を始めた。 

□出産した。 

□子育て部分休暇に係る子が死亡した。 

□子育て部分休暇に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた。 

  □同居しなくなつた。 □負傷・疾病  

  □その他（            ） 

□その他（                        ） 

 

 事由が生じた日 年   月   日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

 

 

産
前
の
休
業

 
産
前
の
休
暇

 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
教
育
総
務
部
の
表
総
務
課
の
項
第
四
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
四
県
立
学
校
部
の
表
保
健
体
育
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
五
条
た
だ

し
書
及
び
第
七
条
」
を
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
公
立
学
校
の
学

校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二

年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
六
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

法
令
等
に
起
算
日
の
定
め
が
あ
る
文
書
等 

当
該
起
算
日 

   

別
表
第
一
所
の
文
書
記
号
の
表
教
育
機
関
の
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

  

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

」 

県

立

文

書

館 

文 

書 
県
立
加
須
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

加 

プ 

」 

「 

「 
 

文 

書 
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訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

県 

立 

学 

校 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

法
令
等
に
起
算
日
の
定
め
が
あ
る
文
書
等 

当
該
起
算
日 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



訓

令 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

大 

澤 

一 

司 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
の
四
事
務
局
職
員
の
服
務
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
23
中
「
第 

三
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
同
欄
24
中
「
の
振
替
及
び
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
の
二
職
員
の
給
与
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
中
４
を
削
り
、

同
欄
５
中
「
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関

す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七―

二
二
一
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条

第
一
項
後
段
」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
４
と
し
、
同
欄
６
中
「
第
一
号
」
を
「
後
段
」
に
改
め
、

同
欄
中
６
を
５
と
し
、
７
及
び
８
を
削
り
、
同
欄
10
中
「
初
任
給
基
準
」
の
下
に
「
又
は
給
料
表

の
適
用
」
を
加
え
、
同
欄
中
９
を
６
と
し
、
10
を
７
と
し
、
11
を
削
り
、
12
か
ら
28
ま
で
を
８
か

ら
24
ま
で
と
し
、
同
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
２
、
３
及
び
４
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
第
十

六
条
」
を
「
第
十
条
第
五
項
」
に
、
「
号
給
」
を
「
職
務
の
級
」
に
、
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に

改
め
、
同
欄
中
５
を
２
と
し
、
６
を
削
り
、
７
か
ら
39
ま
で
を
４
か
ら
36
ま
で
と
し
、
２
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

３ 

初
任
給
規
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
交
流
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
等

の
号
給
を
決
定
す
る
場
合
の
承
認
を
す
る
こ
と
（
初
任
給
規
則
第
十
条
第
一
項
各
号
に
規
定

す
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
。 

別
表
第
三
の
七
職
員
の
任
用
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
４
中
「
第
一
号
」

を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
12
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
19
中
「
第
四
条
第
一

項
」
を
「
第
四
条
」
に
、
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
中
18
か
ら
22
ま
で
を
19
か
ら

23
ま
で
と
し
、
17
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

18 

任
用
規
則
第
二
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
用
候
補
者
名
簿
の
失
効

日
を
別
に
定
め
る
こ
と
。 

別
表
第
三
の
七
職
員
の
任
用
に
関
す
る
事
務
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
一
号
」 

を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
29
中
「
第
一
号
」
を

「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
中
30
を
削
り
、
31
を
30
と
し
、
32
を
31
と
し
、
同
欄
33
中
「
第
七
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条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
欄
中
33
か
ら
37
ま
で
を
32
か
ら
36
ま
で
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
三
の
八
勤
務
延
長
及
び
異
動
期
間
の
延
長
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項

の
欄
１
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同

項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
一
号
」
を

「
各
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
四
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
15
「
第
三
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
同
欄
17
中
「
の
振

替
及
び
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
並
び
に
」
に
改

め
、
任
用
審
査
課
長
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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訓

令 

訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

梶 

田 

美
佐
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

飯 

塚 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

松 

澤 
 

 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

監 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
代
表
監 

査
委
員 

査
委
員 

別
表
第
一
第
一
号
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
異
議
申
立
に
関
し
、
裁
決
、
決
定
等
を
行

う
こ
と
。
」
を
「
審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
に
関
し
、
裁
決
等
を
行
う
こ
と
。
」
に
改
め

る
。 別

表
第
一
第
二
号
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
イ
及
び
ロ
の
場
合
に
つ
い
て
は
引
き
続
き

三
日
以
上
の
場
合
を
除
き
、
ニ
の
場
合
に
つ
い
て
は
永
年
勤
続
表
彰
受
賞
に
係
る
引
き
続
き
三
日

以
上
の
場
合
を
除
く
場
合
に
限
る
。
」
を
「
イ
及
び
ロ
の
場
合
並
び
に
ニ
の
場
合
の
う
ち
永
年
勤

続
表
彰
受
賞
に
係
る
場
合
は
、
引
き
続
き
三
日
以
上
の
と
き
を
除
く
。
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
課

長
の
イ
及
び
ロ
の
場
合
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
三
日
以
上
の
場
合
に
限
り
、
ニ
の
場
合
及
び
チ
の

場
合
に
つ
い
て
は
永
年
勤
続
表
彰
受
賞
に
係
る
引
き
続
き
三
日
以
上
の
場
合
を
除
く
場
合
を
除

く
。
」
を
「
課
長
に
あ
つ
て
は
イ
及
び
ロ
の
場
合
並
び
に
チ
の
場
合
の
う
ち
永
年
勤
続
表
彰
受
賞

に
係
る
場
合
は
、
引
き
続
き
三
日
以
上
の
と
き
に
限
り
、
ニ
の
場
合
を
除
く
。
」
に
改
め
、
同
欄

７
中
「
営
利
企
業
等
」
を
「
営
利
企
業
」
に
、
「
従
事
」
を
「
従
事
等
」
に
改
め
、
同
欄
24
中
「
の

振
替
及
び
半
日
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
並
び
に
四

時
間
の
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
課
長
共
通
専
決
事
項
の
欄
11
中
「
の
振
替
及
び
半
日
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
並
び
に
四
時
間
の
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼

玉

県

監

査

委

員 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
事
務
の
専
決
及
び
代
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年 

訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
の
表
財
務
課
長
の
項
下
欄
の
欄
中
「
主
幹
」
を
「
副
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
第
四
号
中
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
」
を
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社
」
に

改
め
る
。 

 

第
百
四
十
条
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                      

支

出

命

令 

支
出
負
担
行
為 

行

為

の

種

類 

経
営
企
画
部
長 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

課 
 

長 

部 
 

長 

局 
 

長 

管 

理 

者 

行
為
を
行
う
者 

総
務
課
長 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
課
長
又
は
所
長 

部
長
及
び
課
長
又
は
所
長 

局
長
及
び
部
長 

補
助
す
る
者 
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第
百
四
十
七
条
の
三
中
「
財
務
課
長
」
を
「
財
務
課
長
を
経
て
経
営
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
中 

「 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

を 「 

    

支

 

出 

支
出
負
担
行
為 

に
関
す
る
確
認 

支

出

命

令 
本
庁
の
企
業
出
納
員 

本
庁
の
企
業
出
納
員 

地
域
機
関
に
お
い
て
第
八

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
専
決
を
行
う
者 

所 
 

長 

本
庁
に
お
い
て
第
八
条 

の
四
第
一
項
の
規
定
に 

よ
り
専
決
を
行
う
者 

総
務
課
長 

財
務
課
の
副
課
長
、
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

財
務
課
の
副
課
長
、
所
管
の
主
幹
及
び
主
査 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
担
当
課
長
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

以
上
の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

所
管
の
主
査
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
以
上

の
職
に
あ
る
者 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

収
益
化
累
計
額

 

 

 
 

 
償
却
資
産
の
贈
与
を
受
け

た
財
産
の
評
価
額

 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期

前
受

金
 

収
益
化
累
計
額

 

 

 
 

 
償
却
資
産
の
贈
与
を
受
け

た
財
産
の
評
価
額
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」 

に
、 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

を 「 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
十
五
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

収
益
化
累
計
額

 

国
庫

補
助

金
 

長
期

前
受

金
 

国
庫

補
助

金
 

長
期

前
受

金
 

収
益
化
累
計
額

 

 

 
 

 
 償
却
資
産
の
取
得
又
は
改

良
に
充
て
た
国
庫
補
助
金

 

 
 

 
受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期
前
受
金
戻
入

 

 

 
 

 
受
贈
財
産
評
価
額

 

長
期
前
受
金
戻
入

 

国
庫

補
助

金
 

長
期
前
受
金
戻
入

 

 

、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
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管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
企
業
局
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
等
地
震
防
災
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

埼
玉
県
企
業
局
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
等
地
震
防
災
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
高
圧
ガ
ス
製
造
施
設
等
地
震
防
災
規
程
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理

規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
一
組
織
図
（
一
）
大
久
保
浄
水
場
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表
一
組
織
図
（
二
）
行
田
浄
水
場
を
削
る
。 

別
表
二
「
大
久
保
、
行
田
浄
水
場 

連
絡
体
制
」
の
「
、
行
田
浄
水
場
」
を
削
り
、
連
絡

体
制
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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管

理

規

程

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

公
営
企
業
管
理
者
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

公
営
企
業
管
理
者
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程
（
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
に
関
す
る
規
程 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
に
関
し
」
を
「
を
、
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら

第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、
「
情
報
通
信
の
技
術
」
を
「
情
報
通
信
技
術
」
に
、
「
お

い
て
」
を
「
つ
い
て
」
に
、
「
規
程
に
」
を
「
条
例
等
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

２ 

公
営
企
業
管
理
者
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術

を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
こ
の
規
程
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
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は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
公
営
企
業
管
理
者
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
」
を
加
え
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条

と
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
公
営
企
業
管
理
者
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を

加
え
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
公
営
企
業
管
理
者
等
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
」
を
加
え
、
「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
公

営
企
業
管
理
者
の
使
用
」
を
「
公
営
企
業
管
理
者
等
の
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」

を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
程
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
方
式
と
す
る
。 

一 

第
七
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

旨
の
公
営
企
業
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
営
企
業
管
理
者
が
定
め
る
方
式 

第
四
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又

は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
九
条 

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
程
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と

公
営
企
業
管
理
者
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る

と
公
営
企
業
管
理
者
が
認
め
る
場
合 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等

を
す
る
者
は
、
公
営
企
業
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、

前
条
の
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項 

二 

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
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は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
公
営
企
業
管
理
者
が
電
子
署
名
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
四
条

と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
） 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
程
で

定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報

に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
六
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
程
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
公
営
企

業
管
理
者
が
認
め
る
場
合 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
公

営
企
業
管
理
者
が
認
め
る
場
合 

（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
七
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
程
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
公
営
企
業

管
理
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
で
あ
っ
て
当
該
公
営
企
業
管
理
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と

す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
程
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
公
営
企
業

管
理
者
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
機
関
（
以
下
「
公
営
企
業
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当
該
公
営
企
業

管
理
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え

た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
十
二
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
規
程
で
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
営
企
業
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 
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こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
及
び
技
術
評
価
幹
」
を
「
、
技
術
評
価
幹
及
び
主
席
工
事
検
査
員
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
主
席
工
事
検
査
員
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
五
及
び
別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

    

 別表第五（第二条関係）

職務の級

機関の区分

主任 主事 主事

主任専門員 技師 技師

専門員 専門員

局長 参事 副課長

経営企画

部長
課長 調整幹

参事 水道部長 調整幹 主幹

副室長 主幹

副主席工事

検査員
主査

契約局長 技術評価幹
主任工事

検査員

主席工事

検査員
課付

主任工事

検査員
工事検査員

副参事

局付 局付 局付 課付 課付

担当部長 担当部長 担当課長

所（場）付 所（場）付 所（場）付

所長 副所長

支所長

場長 副場長 部長

部長

場長 副場長 部長

部長

場長 副場長 部長

部長

場長 副場長 部長

部長

場長 副場長 部長

部長

水質管理

センター
所長 副所長

所長 副所長

支所長

企業職給料表（一）級別職務区分表

地域整備

事務所

庄和

浄水場

行田

浄水場

吉見

浄水場

地域機関

共通

四級 三級 二級

水道整備

事務所

大久保

浄水場

新三郷

浄水場

一級

各機関

共通

本庁

十級 九級 八級 七級 六級 五級

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

別表第七（第三条関係）

職 区分

局長 一種

参事 二種（管理者が別に定める場合にあっては一種）

経営企画部長
水道部長
契約局長

大久保浄水場長
行田浄水場長

二種

本庁の各課長
技術評価幹

主席工事検査員
副参事

地域機関の長
（大久保浄水場長及び
行田浄水場長を除く）

三種

調整幹 四種（管理者が別に定める場合にあっては三種）

副課長
副室長

副主席工事検査員
副場長
副所長
支所長

四種
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管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
及
び
技
術
評
価
幹
」
を
「
、
技
術
評
価
幹
及
び
主
席
工
事
検
査
員
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
主
席
工
事
検
査
員
」
を
削
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
九
号 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日  

 
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
三
職
員
の
服
務
に
関
す
る
事
務
の
項
局
長
及
び
参
事
の
専
決
事
項
の
欄
１
及
び
２
中
「
並

び
に
副
参
事
、
」
の
下
に
「
主
席
工
事
検
査
員
、
」
を
加
え
、
同
欄
３
中
「
副
参
事
、
」
の
下
に

「
主
席
工
事
検
査
員
、
」
を
加
え
、
同
欄
４
中
「
副
参
事
、
」
の
下
に
「
主
席
工
事
検
査
員
、
」

を
加
え
、
「
三
日
未
満
の
場
合
に
限
る
。
」
を
「
三
日
未
満
の
場
合
に
限
り
、
主
席
工
事
検
査
員

に
あ
つ
て
は
イ
及
び
ロ
の
場
合
の
う
ち
引
き
続
き
三
日
未
満
の
も
の
、
ニ
の
場
合
並
び
に
ト
の
場

合
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
三
日
未
満
の
永
年
勤
続
表
彰
受
賞
に
係
る
場
合
を
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
」

に
改
め
、
同
欄 

中
「
副
参
事
、
」
の
下
に
「
主
席
工
事
検
査
員
、
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
三
職
員
の
服
務
に
関
す
る
事
務
の
項
経
営
企
画
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
１
及
び
２
中
「
、

主
席
工
事
検
査
員
」
を
削
り
、
同
欄
４
中
「
、
主
席
工
事
検
査
員
」
を
削
り
、
「
三
日
未
満
の
場

合
に
限
り
、
総
務
課
長
、
財
務
課
長
、
地
域
整
備
課
長
及
び
主
席
工
事
検
査
員
」
を
「
三
日
未
満

の
場
合
に
限
り
、
総
務
課
長
、
財
務
課
長
及
び
地
域
整
備
課
長
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
、
主
席

工
事
検
査
員
」
を
削
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

17 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



管

理

規

程

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
号 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
公 

営
企
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
四
号
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を 

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
の
う
ち
公
営
企
業
管
理
者
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
公
文
書
の
開
示
を
受
け
る
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

出
力
装
置
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
」
を
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会

社
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
十
条
第
一
項
中
「
二
月
末
日
」
を
「
三
月
末
日
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
１
中
「 

」
を
削
る
。 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
契
約
変
更
額
が
当
初
契
約
額
の
５
％
以
上
と
な
る
場
合
又
は
契
約
変
更

 

額
の
累
計
が
当
初
契
約
の
５
％
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
三
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一

項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

試
験
種
目 

 
 

第
一
回
二
等
陸
・
海
・
空
士
（
任
期
制
自
衛
官
）
採
用
試
験 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
三
十
三
歳
に

 
 

達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 
 

者
に
該
当
し
な
い
も
の 

三 

応
募
者
の
受
付 

 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

 
 

 

自
衛
官
募
集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
g
s
d
f
/
j
i
e
i
k
a
n
b
o
s
y
u
/

）
に

お
い
て
受
け
付
け
る
。 

 

ロ 

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
場
合 

 
 

 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お

 
 

い
て
受
け
付
け
る
。 

四 

募
集
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日
（
月
）
か
ら
令
和
八
年
五
月
七
日
（
木
）
ま
で 

五 

試
験
科
目 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
、
公
民
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

 

ホ 

経
歴
評
定 

六 

試
験
期
日 

 

イ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
（
Ｗ
ｅ
ｂ
試
験
方
式
） 

 
 

 

令
和
八
年
五
月
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
日
）
ま
で
の
間
の
任
意
の
一
日 

 

ロ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 
 

 

令
和
八
年
五
月
三
十
日
（
土
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
日
）
ま
で
の
間
の
一
日
を
指
定 
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七 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
） 

 

イ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町 

 
 

 

陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地 

八 

採
用
予
定
時
期 

 

イ 

令
和
八
年
八
月
下
旬
か
ら
同
年
九
月
下
旬
の
う
ち
指
定
す
る
日 

 

ロ 

令
和
八
年
十
一
月
下
旬
の
指
定
す
る
日 

 

ハ 

令
和
九
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
の
う
ち
指
定
す
る
日 

九 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

八
三
一―

六
〇
四
三
） 

 
 

 

（
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジh

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
s
a
i
t
a
m
a
/

） 

 
 

 

（
電
子
メ
ー
ル

h
q
1
-
s
a
i
t
a
m
a
@
p
c
o
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p

） 

 

ロ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ―

１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

六
五
一―

二
四
二
〇
） 

 

ハ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四―

二
九
二
三―

四
六
九
一
） 

 

ニ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

四
六
六―

四
四
三
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
二
丁
目
九
十
八
番
地
駅
前
パ
ー
ル
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

五
二
二―

四
八
五
五
） 

 

ヘ 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
四
百
九
十
一
番
地
一
関
東
森
林
管
理
局
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四―

二
二―

六
一
五
七
） 
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告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
四
号 

 
埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
に
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画

法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
（
計
画
図
）
の
地
域
区
分
の
変
更 

 

農 

業 

地 

域 

変
更
し
た
地
域
区
分 

川
島
町 

変
更
し
た
地
域
が

所
在
す
る
市
町
村 

縮 

小 

拡
大
又
は

縮
小
の
別 

三
十
ヘ
ク
タ
ー
ル 

変
更
部
分
の
面
積 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
五
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
防
災
学
習
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

丹
青
社
・
サ
イ
オ
ー
共
同
事
業
体 

 
 

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
番
七
十
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
六
号 

 
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
（
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び

期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
中
「
二
万
二
千
百
円
」
を
「
二
万
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同

号
イ
⑵
中
「
一
万
七
千
七
百
円
」
を
「
一
万
八
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
一
万
八
千

四
百
円
」
を
「
一
万
九
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑷
中
「
一
万
八
千
百
円
」
を
「
一
万
九
千

六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑸
中
「
一
万
五
千
三
百
円
」
を
「
一
万
六
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同

号
イ
⑹
中
「
一
万
六
千
六
百
円
」
を
「
一
万
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑺
中
「
一
万
六
千

百
円
」
を
「
一
万
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑻
中
「
一
万
六
千
四
百
円
」
を
「
一
万
七
千

四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑼
中
「
一
万
五
千
円
」
を
「
一
万
六
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

⑽
中
「
一
万
六
千
百
円
」
を
「
一
万
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑾
中
「
三
万
円
」
を
「
三

万
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑿
中
「
三
万
千
六
百
円
」
を
「
三
万
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同

号
イ
⒀
中
「
三
万
千
八
百
円
」
を
「
三
万
二
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
七
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
蕨
市
北
町
四
丁
目
三
千
二
百
九
十
一
番
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

七
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
二
十
五
番
二
十
七
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
実
施
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 
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別図 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
十
九
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
七
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
都
二
十
五
番
二
十
七
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 
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別図 
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一―

十
七 

指
定
番
号 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
小
針
字
埜
通
八
百

二
番
一
、
八
百
二
番
四
、
八
百
十
五
番
、

八
百
二
十
二
番
、
八
百
三
十
五
番
、
八
百

四
十
一
番
、
八
百
五
十
四
番
の
一
部 

指 
 

定 
 

区 
 

域 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行
令
第
十
三
条
の

二
第
一
号 

埋
立
地
の
区
分
（
該
当
条
項
） 

 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
号 

 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条

の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
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行田市大字小針字埜通

841番 835番 822番 815番 802番1

802番4

【凡例】

地番境界

廃棄物が地下にある土地の区域

854番
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

西
所
沢
歯
科
医
院 

北
戸
田
ハ
ー
ト
ク
リ

ニ
ッ
ク 

ザ
・
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ

ク
八
潮 

医
療
法
人
社
団
仁
友

会 

入
間
駅
前
ク
リ

ニ
ッ
ク 

一
般
社
団
法
人
と
も

に
メ
デ
ィ
カ
ル 

と
も

に
か
ん
が
え
る
ク
リ
ニ

ッ
ク
新
狭
山
院 

や
ま
ざ
き
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 名 

 

称 

廣
鰭 

将 

医
療
法
人
社
団
惠

繁
会 

医
療
法
人
社
団
会

心
会 

医
療
法
人
社
団
仁

友
会 

一
般
社
団
法
人
と

も
に
メ
デ
ィ
カ
ル 

山
崎 

暁
司 

開 

設 

者 

名 

所
沢
市
西
所
沢
一―

一
三―

一
六

ネ
オ
ア
ベ
ニ
ュ
ー
一
階 

戸
田
市
新
曽
一
九
九
一
リ
ノ
リ
ー

ゾ
二
階
二
〇
二 

八
潮
市
大
瀬
三―

五―

五 

入
間
市
豊
岡
一―

二―

二
〇 

狭
山
市
新
狭
山
二―

二
〇―

一 

加
須
市
根
古
屋
六
四
二―
一
〇 

所 
 

在 
 

地 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
五
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

二
日 

令
和
八
年
三
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

一
日 

指

定

年

月

日 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



 

サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
新
座

石
神
薬
局 

ド
ラ
ッ
グ
セ
イ
ム
ス
朝

霞
台
薬
局 

富
士
薬
局 

喜
沢
店 

富
士
薬
局 

戸
田
駅

前
店 

富
士
薬
局 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

春

日
部
店 

ま
ご
こ
ろ
薬
局
本
庄

日
の
出
店 

ま
ご
こ
ろ
薬
局 

加

須
店 

め
ぐ
み
薬
局 

緑
町 

く
る
み
歯
科 

鶴
ヶ

島 新
狭
山
タ
ウ
ン
歯
科 

株
式
会
社
サ
ン
ド

ラ
ッ
グ 

株
式
会
社
富
士
薬

品 株
式
会
社
Ａ
＆
Ｐ 

株
式
会
社
Ａ
＆
Ｐ 

株
式
会
社
Ａ
＆
Ｐ 

株
式
会
社
Ｈ
Ｏ
Ｐ

Ｅ
メ
デ
ィ
カ
ル 

株
式
会
社
Ａ
＆
Ｐ 

株
式
会
社
Ａ
＆
Ｐ 

株
式
会
社
エ
フ
ケ

イ 鬼
頭 

文
恵 

医
療
法
人
一
茶
会 

新
座
市
石
神
三―

一
六―

三
一 

朝
霞
市
東
弁
財
三―

一
三―

二
五 

戸
田
市
喜
沢
一―

二
八―

三
九 

戸
田
市
新
曽
三
三
〇―

一―

一
〇

二 戸
田
市
下
戸
田
二―

一
六―

二 

春
日
部
市
中
央
六―

一―

九 

本
庄
市
日
の
出
二―

二―

九 

加
須
市
南
大
桑
一
六
二
三―

一 
所
沢
市
緑
町
四―

一
五―

二
五 

鶴
ヶ
島
市
富
士
見
五―

一
五―

一

三 狭
山
市
新
狭
山
二―

二
〇―

三
ベ

イ
シ
ア
タ
ウ
ン
新
狭
山
店
二
階 

令
和
八
年
三
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

一
日 
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二 

指
定
施
術
機
関 

け
せ
ら
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

西
村
ハ
ー
ト
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

き
り
ん
薬
局 

南
山
堂
薬
局
上
福
岡

店 美
南
薬
局 

ま
ご
こ
ろ
薬
局 

い
ち
ご
い
ち
え
ん

合
同
会
社 

医
療
法
人
社
団
昌

美
会 

有
限
会
社
リ
ベ
ル

テ 株
式
会
社
南
山
堂 

株
式
会
社
エ
タ
ー

ナ
ル
フ
ァ
ー
マ
シ

ー 株
式
会
社
Ａ
＆
Ｐ 

所
沢
市
狭
山
ケ
丘
一―

二
九
八
〇

―

一
五
一 

上
尾
市
春
日
一―
四―

二
二 

比
企
郡
嵐
山
町
平
澤
四
一
四―

七 
ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
六―

四―

五 

吉
川
市
美
南
三―

一
四―

一 

三
郷
市
上
彦
名
四
六
七 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
一
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

十
一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

一
日 

令
和
八
年
二
月

一
日 

中
田 

清
吾 

大
岡 

真
吾 

柏
浦 

厚
志 

氏 
 

名 

   

住 

所 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

Ｋ

Ｅ

ｉ

Ｒ

Ｏ

Ｗ 

浦
和
中
央
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
赤

羽
北
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 株
式
会
社
ア
メ
ニ

テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス 

鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
三―

二

―

三
悦
英
ビ
ル
三
Ａ 

東
京
都
北
区
赤
羽
二―

六
二―

四 さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四―

二
六―

三
鯨
井
ビ
ル
二
〇
一 

所 

在 

地 

令

和

八
年
三
月

一
日 

令

和

八
年
二
月

一
日 

令

和

八
年
二
月

一
日 

指

定

年

月

日
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内
田 

俊
輝 

渡
邊 

安
美 

白
石 

桃
子 

髙
木 

浩
子 

伊
藤 

正
紀 

五
十
嵐 

司 

土
岐 

菜
々 

大
上 

匡
生 

        

ス
マ
イ
ル
治
療
院 

春
日
部 

ハ
ー
ト
フ
ル
鍼
灸

マ

ッ

サ

ー

ジ

院 

熊
谷 

夢
眠
在
宅
鍼
灸
院 

埼
玉 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
草

加
中
央
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
草

加
中
央
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

訪
問
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
久
喜
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

ひ
か
り
訪
問
鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
ジ
新
座 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ
埼
玉 

春
日
部
市
豊
町
一―

二
一―

五

プ
ラ
ザ
豊
町
一
〇
一 

熊
谷
市
籠
原
南
一―

七
〇 

一

―

Ｂ
号
室 

さ
い
た
ま
市
南
区
辻
七―

五―
二

五 草
加
市
栄
町
二―

七―

一
二
コ

ー
ポ
ラ
ス
Ⅲ
二
〇
八 

草
加
市
栄
町
二―

七―

一
二
コ

ー
ポ
ラ
ス
Ⅲ
二
〇
八 

久
喜
市
久
喜
中
央
二―

四―

二

六
コ
バ
ヤ
シ
ハ
ウ
ス
二
〇
三 

新
座
市
馬
場
一―

二―

三
三
Ｓ

Ｃ
ビ
ル
一
Ｆ 

さ
い
た
ま
市
緑
区
芝
原
一―

二
五

―

一
二
セ
ブ
ン
ビ
ル
一
Ｆ 

令

和

八
年
二
月

一
日 

令

和

八
年
二
月

十
日 

令

和

八
年
二
月

一
日 

令

和

八
年
二
月

二
日 

令

和

八
年
二
月

二
日 

令

和

八
年
一
月

一
日 

令

和

八
年
二
月

一
日 

令

和

八
年
二
月

一
日 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

優
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

ひ
だ
ま
り
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン は
ぎ
わ
ら
歯
科
こ
ど
も

歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名

称 

所

在

地 

所

在

地 

名

称 

変

更

事

項 

所
沢
市
山
口
五
一
九
二―

二
ル
ミ
エ
ー
ル
神
山
一
〇

二
号
室 

東
松
山
市
松
山
町
二―

九

―

四
七
ア
イ
プ
ラ
ザ
一
〇

三 医
療
法
人
同
風
会 
荻
原

歯
科
医
院 変

更

前 

所
沢
市
山
口
一
七
四
二―

六 東
松
山
市
美
土
里
町
一
一

―

二
五 

は
ぎ
わ
ら
歯
科
こ
ど
も
歯
科

ク
リ
ニ
ッ
ク 

変

更

後 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

西
所
沢
歯
科
医
院 

医
療
法
人
青
綾
会 

歯

科
ハ
ス
ダ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

は
し
も
と
歯
科
医
院 

北
戸
田
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ

ク 藤
井
小
児
科
医
院 

ザ
・
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
潮 

入
間
駅
前
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 

称 

所
沢
市
西
所
沢
一―

一
三―

一
六 

蓮
田
市
上
二―

二―

七 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
東
二―

一―

一
グ
リ
ー
ン

テ
ラ
ス
ふ
じ
み
野
Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ 

Ｃ 

戸
田
市
新
曽
一
九
九
一
リ
ノ
リ
ー
ゾ
二
階
二
〇

二 坂
戸
市
千
代
田
四―

一
四―

一
二 

八
潮
市
大
瀬
三―

五―

五 

入
間
市
豊
岡
一―

二―

三
〇 

所 

在 

地 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
九
月
十
八

日 令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
五
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
二
月
一
日 

廃
止
年
月
日 
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ま
ご
こ
ろ
薬
局 

加
須
店 

ま
ご
こ
ろ
薬
局 

本
庄
日

の
出
店 

ま
ご
こ
ろ
薬
局 

パ
ル
薬
局
春
日
部
中
央

店 き
り
ん
薬
局 

日
本
調
剤 

草
加
薬
局 

め
ぐ
み
薬
局 

緑
町 

南
山
堂
薬
局
上
福
岡
店 

富
士
薬
局 

戸
田
駅
前

店 富
士
薬
局 
喜
沢
店 

富
士
薬
局 

加
須
市
南
大
桑
一
六
二
三―

一 

本
庄
市
日
の
出
二―

二―

九 

三
郷
市
上
彦
名
四
六
七 

春
日
部
市
中
央
六―

一―

九 

比
企
郡
嵐
山
町
平
沢
四
一
四―

七 

草
加
市
氷
川
町
二
一
四
九―

四
エ
ビ
デ
ン
ス
一

階 所
沢
市
緑
町
四―

一
五―

二
五 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
六―

四―

五 

戸
田
市
新
曽
三
三
〇―

一―

一
〇
二 

戸
田
市
喜
沢
一―

二
八―

三
九 

戸
田
市
下
戸
田
二―

一
六―

二 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
二
月
十
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 
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Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
ケ
ア 

ふ
じ

み
野 

訪
問
看
護 

株
式
会
社
ト
ミ
オ
カ
薬
局 

ス
ギ
薬
局 

毛
呂
山
店 

ふ
じ
み
野
市
南
台
一―

一
五―

一
二 

熊
谷
市
鎌
倉
町
一
二
一 

入
間
郡
毛
呂
山
町
中
央
四―

七―

一 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
一
月
三
十

日 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

し
む
ら
歯
科 

あ
い
ゆ
う
歯
科
和
光
第
二

診
療
所 

谷
口
歯
科
医
院 

名 
 

称 

大
里
郡
寄
居
町
桜
沢
五
五
一―

一 

和
光
市
丸
山
台
三―

一
三―

一 

桶
川
市
東
二―

一
一―

四 

所 
 

在 
 

地 

令
和
八
年
三
月
六
日 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

辞

退

年

月

日 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

い
ち
り
山
歯
科
医
院 

福
田
歯
科
医
院 

名 
 

称 

行
田
市
壱
里
山
町
二
七―

一
一
小

川
ビ
ル
二
Ｆ 

飯
能
市
八
幡
町
一
三―

二
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
十
月
二
十
日 

令
和
八
年
二
月
一
日 

休

止

年

月

日 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

十
字
堂
薬
局 

名
称 

加
須
市
本
町
二

―

一
〇 

所
在
地 

十
字
堂
メ
デ
ィ

カ
ル
株
式
会
社 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 

令
和
七
年
十
一
月

一
日 指

定
年
月
日 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

ア
ス
ケ
ア
訪
問
入
浴 

上
尾 

ア
ス
ケ
ア
訪
問
入
浴 

春
日
部 

ア
ス
ケ
ア
訪
問
入
浴 

三
郷 

名
称 

事
業
所
名

称 事
業
者
名

称 事
業
所
名

称 事
業
者
名

称 事
業
所
名

称 事
業
者
名

称 変
更
事
項 

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク

リ
ー
ン
在
宅
介

護
セ
ン
タ
ー
上

尾 ア
サ
ヒ
サ
ン
ク

リ
ー
ン
株
式
会

社 ア
サ
ヒ
サ
ン
ク

リ
ー
ン
在
宅
介

護
セ
ン
タ
ー
春

日
部 

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク

リ
ー
ン
株
式
会

社 ア
サ
ヒ
サ
ン
ク

リ
ー
ン
株
式
会

社
三
郷
営
業
所 

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク

リ
ー
ン
株
式
会

社 

 

変
更
前 

ア
ス
ケ
ア
訪
問

入
浴 

上
尾 

株
式
会
社
Ａ
Ｓ

Ｃ
ａ
ｒ
ｅ 

ア
ス
ケ
ア
訪
問

入
浴 

春
日
部 

株
式
会
社
Ａ
Ｓ

Ｃ
ａ
ｒ
ｅ 

ア
ス
ケ
ア
訪
問

入
浴 

三
郷 

株
式
会
社
Ａ
Ｓ

Ｃ
ａ
ｒ
ｅ 

 

変
更
後 

訪
問
入
浴
介
護 

介
護
予
防
訪
問
入
浴

介
護 

訪
問
入
浴
介
護 

介
護
予
防
訪
問
入
浴

介
護 

訪
問
入
浴
介
護 

介
護
予
防
訪
問
入
浴

介
護 サ―

ビ
ス
の
種
類 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号 

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）

第
九
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
、
第
十
条
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び

第
六
項
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
の
算
定
に
用
い
る
数
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

    

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調

整
係
数 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数 

介
護
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

介
護
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
納
付
金
所
得
係
数 

一
般
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数 

一
般
納
付
金
所
得
係
数 

医
療
費
指
数
反
映
係
数 

○
○
○
○
係
６
７
８
９×

⑪
⑫
⑬
⑭
数
○
○
○
○ 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
三
五
二
三
五 

一
・
一
一
二
二
二
四
六
一
六
〇
七
〇
七 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
八
〇
三
六
五 

一
・
〇
八
四
八
四
三
一
六
七
九
〇
一
六 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
九
三
四
一
六 

一
・
一
〇
六
〇
六
一
八
五
四
〇
七
一
七 

〇
・
九
九
九
九
九
九
九
九
九
七
五
六
八 

一
・
一
一
二
二
二
四
六
一
六
〇
七
〇
七 〇 

 

 
 

 

数 
 

 
 

 
 

 

値 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号 

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
定
期
検
査
機
関

及
び
同
法
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
令

和
八
年
三
月
四
日
付
け
で
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

名
称 

 
 

一
般
社
団
法
人
埼
玉
県
計
量
協
会 

二 

所
在
地 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
櫛
引
町
二
丁
目
二
百
五
十
四
番
地
一
埼
玉
県
計
量
検
定
所
内 

三 

指
定
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
号 

 
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
四
号
（
令
和
八
年
度
前
期
技
能
検

定
の
実
施
）
に
よ
り
公
示
す
る
技
能
検
定
に
係
る
条
例
別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
二
号
金
額
の

欄
イ
に
規
定
す
る
手
数
料
（
在
校
生
（
知
事
が
別
に
定
め
る
者
を
い
う
。
）
が
三
級
を
受
検
す
る

場
合
の
手
数
料
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
を
減
額
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
係
る
手
数
料 

九
千
円 

イ 

二
級
ま
た
は
三
級
の
実
技
試
験
を
受
検
す
る
こ
と
。 

ロ 

実
技
試
験
受
検
申
請
日
（
郵
送
で
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
消
印
日
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
県
内
に
住
所
を
有
し
、
在
勤
し
、
又
は
在
学
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上

欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で
な
い
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
（
前
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る

手
数
料 

九
千
円 

イ 

三
級
の
実
技
試
験
を
受
検
す
る
こ
と
。 

ロ 

令
和
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
二
十
三
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

実
技
試
験
受
検
申
請
日
に
お
い
て
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で

な
い
こ
と
。 

三 

前
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
（
前
二
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

に
係
る
手
数
料 

四
千
五
百
円 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四

年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
で
告
示
し
た
所
沢
都
市
計
画
道
路
事
業
（
所
沢
市
施
行
）
の
事

業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

令
和
四
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
号
で
告
示
し
た
坂
戸
都
市
計
画
道
路
事
業
（
坂
戸
市
施
行
）
の

事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号 

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成 

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と 

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
二
四―

一
八―

一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

 
 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
小
須
賀
字
西
新
田
四
百
四
十
七
番
一
外
七
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
二
十
五
・
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号 

 
埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
名
簿
等
」
を
「
閲
覧
所
に
お
け
る
名
簿
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
場
合
は
、
」
の
下
に
「
閲
覧
所
に
お
け
る
名
簿
等
の
」
を
、
「
掲
示
」
の
下
に
「
し
、

及
び
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

当
該
職
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
閲
覧
件
数
の
制
限
そ
の
他
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

当
該
職
員
は
、
名
簿
等
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
り
閲
覧
の
申
請
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
閲
覧
所
に
お
け
る
閲
覧
に
代
え
て
、
名
簿
等

に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
閲
覧
し

よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
に
よ
り
閲
覧
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
禁
止
」
を
「
禁
止
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
名
簿
等
を
閲
覧
す
る
」
を

「
閲
覧
所
に
お
い
て
名
簿
等
を
閲
覧
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
名
簿
等
を
閲
覧
す
る
者
は
、
名
簿
等
の
編
集
、
加
工
、
改
ざ
ん
、

流
用
及
び
第
三
者
提
供
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
八
条
第
一
号
中
「
前
条
若
し
く
は
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
」
に
改
め
、 

同
条
第
二
号
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
埼
玉
県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融

機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
株
式
会
社
東
日
本
銀
行
の
項
取
扱
事
務
の
範
囲
の
欄
中
「
同
右
」
を

「
口
座
振
替
に
よ
る
収
納
事
務
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
東
京
ス
タ
ー
銀
行
の
項
取
扱
事
務
の

範
囲
の
欄
中
「
同
右
」
を
「
埼
玉
県
の
公
金
の
収
納
事
務
」
に
改
め
る
。 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
で
告
示
し
た
児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

本
庄
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

児
玉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
本
庄
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
三
月
四
日
か
ら 

 
 

令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
及
び
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百 

 
 

 

六
十
二
号
の
事
業
地
に
、
本
庄
市
児
玉
南
三
丁
目
を
加
え
、
児
玉
字
養
福
寿
及
び
金
屋
字 

 
 

 

森
西
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五 

十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
で
告
示
し
た
本
庄
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

本
庄
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

本
庄
都
市
計
画
下
水
道
事
業
本
庄
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
六
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百 

 
 

 

七
十
四
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
千
百
三
十
三
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
三
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告 

 
 

 

示
第
千
三
百
八
十
六
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
二
十
五
号
、
平
成
十
四
年
埼 

 
 

 

玉
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
六
十
七
号
、
平
成
二 

 
 

 

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号
及
び
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
四
号
の
事 

 
 

 

業
地
に
本
庄
市
字
仙
南
、
田
中
字
川
岸
、
字
西
田
、
字
古
社
、
字
稲
荷
木
、
字
柴
海
道
、 

 
 

 

字
古
川
及
び
字
前
原
、
沼
和
田
字
芝
道
及
び
字
東
田
並
び
に
栗
崎
字
欠
田
及
び
字
向
田
を 

 
 

 

加
え
、
都
島
字
村
西
及
び
字
村
東
、
栗
崎
字
前
田
及
び
字
東
谷
、
北
堀
字
前
山
並
び
に
西 

 
 

 

富
田
字
大
久
保
山
及
び
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
六
号
で
告
示
し
た
富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

富
士
見
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
事
業
富
士
見
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

⑴ 
 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
六
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八 

 
 

 

百
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
百
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十 

 
 

 

一
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三
十
三
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第 

 
 

 

四
百
九
十
一
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号
及
び
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 

第
千
三
百
九
十
九
号
の
事
業
地
に
富
士
見
市
大
字
針
ヶ
谷
字
南
通
を
加
え
る
。 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 
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告

示 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
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県
道
大
間
木
蕨
線 

   

路 
線 

名 

  

  
 
 
   

 

川
口
市
芝
四
丁
目
二
六
〇
三
番
一
号
地
先
か
ら 

 
 
 
  
   

同
市
芝
四
丁
目
二
六
〇
〇
番
一
号
地
先
ま
で 

  

 

供
用
開
始
の
区
間 

  

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
付
け
さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
三
号
で
告
示
し
た
道
路
区
域
の
供

用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

考 
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告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

鴻
巣
桶
川
さ
い
た
ま
線 

三 

道
路
の
区
域 
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新 旧 

旧 

新 

別 

北
本
市
本
宿
七
丁
目
七
五
番
二
地
先
か
ら
同
市
本

宿
七
丁
目
七
七
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

八
・
八
九
～
一
六
・
〇
〇 

 

八
・
八
九 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

北
本
市
道
改
良
工
事
に
よ
る
。 

  

備 

 

 

考 
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告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

上
尾
蓮
田
線 

三 

道
路
の
区
域 
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新 旧 

旧 

新 

別 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
本
五
四
五
二
番
一

地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
小
室
字
本
五
六
一
五
番

一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

一
〇
・
五
八
～
一
二
・
二
一 

 

八
・
五
八
～
一
二
・
二
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
八
二
・
九
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事
に
よ
る
。 

  

備 

 

 

考 
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告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



 

上
尾
蓮
田
線 

路 
線 

名 

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
本
五
四
五
二
番
一

地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
小
室
字
本
五
六
一
五
番

一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
五
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
八
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

考 
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告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

大
谷
本
郷
さ
い
た
ま
線 

三 

道
路
の
区
域 
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新 旧 

旧 

新 

別 

上
尾
市
大
字
大
谷
本
郷
字
後
耕
地
七
六
〇
番

二
地
先
か
ら
同
市
大
字
大
谷
本
郷
字
後
耕
地

七
六
〇
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

七
・
六
五
～
七
・
八
〇 

五
・
一
五
～
五
・
三
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
一
七 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事
に
よ
る
。 

  

備 

 

 

考 
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告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

塚 

信 

孝 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

熊
谷
小
川
秩
父
線 

三 

道
路
の
区
域 
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新
Ｂ 

旧
Ｂ 

旧
Ａ 

旧
新
別 

 

比
企
郡
小
川
町
大
字
小
川
字
諏
訪
腰 

四
五
〇
番
四
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
腰
越
字
南
早
道 

二
〇
一
番
一
地
先
ま
で 

 

比
企
郡
小
川
町
大
字
小
川
字
諏
訪
腰 

四
五
一
番
一
五
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
腰
越
字
金
子 

五
九
番
一
地
先
ま
で 

 

区 
 

間 

一
四
・
七
四
～ 

 
 

 

一
九
・
八
〇 

 

 

一
四
・
七
四
～ 

四
〇
・
五
〇 

 

八
・
六
〇
～ 

一
八
・
七
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
四
七
八
・
八
〇 

二
〇
六
四
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
工
事
に
よ
る
。 

旧
Ａ
の
一
部
は
一
般
国
道
二
百
五
十 

四
号
と
し
て
存
置
し
、
残
区
間
及
び 

旧
Ｂ
の
一
部
を
小
川
町
道
と
し
て 

引
き
継
ぐ
。 

 

備 
 

考 
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告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 
 

 
 

 

宏 
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県
道
飯
能
下
名
栗
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

飯
能
市
大
字
原
市
場
字
古
久
住
一
〇
五
番
一

地
先
か
ら
同
市
大
字
原
市
場
字
柳
瀬
一
六
八

番
二
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表

示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
十
三
号
及

び
令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
六
号
で
告

示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一

部
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長 

三
〇
五
・
七
四
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 
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告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 
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県
道
騎
西
鴻
巣
線 

路
線
名 

新
Ｂ 

旧
新
Ａ 

新
旧
別 

 

行
田
市
大
字
樋
上
字
青
柳
七
六
〇
番
一 

地
先
か
ら 

同
市
大
字
樋
上
字
青
柳
七
六
九
番
二 

地
先
ま
で 

行
田
市
大
字
樋
上
字
青
柳
七
八
六
番
一 

地
先
か
ら 

同
市
大
字
堤
根
字
青
柳
通
一
四
八
番
一 

地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
付
け
埼
玉
県
行
田
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長
三
〇

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 備 

 
 

考 
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告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

村 

正 

則 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

久
喜
騎
西
線 

三 

道
路
の
区
域
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旧
新
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

加
須
市
大
室
字
大
宮
八
二
番
八
地
先
か
ら 

同
市
日
出
安
字
新
道
下
五
五
六
番
一
地
先
ま
で 

加
須
市
大
室
字
大
宮
八
二
番
一
地
先
か
ら 

同
市
日
出
安
字
新
道
下
五
五
四
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

  

七
・
四
〇
～ 

           

四
二
・
三
五 

  

六
・
三
八
～ 

           

二
七
・
七
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
〇
〇
一
・
二
〇 

三
六
五
〇
・
〇
九 

延 
 
 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
A
の
一
部
は
、
加
須
市
道
と
し
て

引
き
継
ぐ
。 

備 
 

考 
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告

示 

埼
玉
県
議
会
告
示
第
二
号 

 
埼
玉
県
議
会
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
長 

荒 

木 

裕 

介 
 

 
 

埼
玉
県
議
会
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
議
会
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
六
週
間
」
を
「
八
週
間
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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告

示 

埼
玉
県
議
会
告
示
第
三
号 

 
埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
議
長 

荒 

木 

裕 

介 
 

 
 

埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程 

 

埼
玉
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
埼
玉
県
議

会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
十
六
号
中
「
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号
」
を
「
第

二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
物

品
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
、
印
刷
の
請
負
並
び
に
電
子
計
算
に
関
す
る
業
務
、
催
物
、

映
画
及
び
広
告
の
企
画
・
製
作
並
び
に
そ
の
他
業
務
並
び
に
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
委

託
契
約
の
う
ち
、
令
和
八
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
企
業
局
が
締
結
す
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
申
請
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
企
業
局
物

品
の
買
入
れ
等
に
係
る
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
一

号
）
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
資
格
審
査
の
申
請
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
入
札
公

告
に
お
い
て
別
に
定
め
る
。 
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告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
一
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平

成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工

事
に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等

の
契
約
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
令
和
八
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 
 
 
 

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。 

二 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

ロ 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
第

百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
締
結

す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

ハ 

埼
玉
県
企
業
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五

十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設
工
事
請
負

等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号
）
第

十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
格
者
名
簿

か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

ニ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
企
業
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等

の
措
置
要
領
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者 

ホ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
埼
玉
県
企
業
局
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排

除
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
除
外
措
置
を
受
け
て
い
る
者 

ヘ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

⑴ 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
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け
て
い
な
い
者 

⑵ 

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日

と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観
的

事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
な
い
者 

⑶ 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑷ 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑸ 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

ト 

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

チ 

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

リ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
公
営
企
業
管
理
者
が
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
者 

三 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

イ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値 

ロ 

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高 

ハ 

自
己
資
本
の
額 

四 

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間 

 
 
 
 

入
札
公
告
に
お
い
て
別
に
定
め
る
。 
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告 
 

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
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１ 落札に係る建設工事の名称 

総Ａ除）０２５水整第２５３号吉見浄水場拡張施設建設工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県水道整備事務所鴻巣支所浄水場・送水施設担当 埼玉県鴻巣市鴻巣850 

３ 落札者を決定した日 

令和８年１月27日 

４ 落札者の氏名及び住所 

鹿島・青木あすなろ・小川特定建設工事共同企業体 

構成員 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 

青木あすなろ建設株式会社 東京都港区芝四丁目８番２号 

小川工業株式会社 埼玉県行田市桜町一丁目５番16号 

上記代表者 鹿島建設株式会社 

５ 落札金額 

16,445,000,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和７年11月18日 
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告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
三
号 

 
令
和
七
年
埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
九
号
（
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償
に
係

る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
を
定
め
る
告
示
）
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日

吉

 

亨 
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埼玉県公安委員会告示第 58 号                                                    

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の４第１項の規定による指定講習機関を次のと

おり指定したから、指定講習機関に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第１号）第３条

の規定により公示する。 

  令和８年３月31日 

                      埼玉県公安委員会委員長 佐 藤 久 仁 恵  

１ 名称及び住所並びに代表者の氏名 

  飛鳥ドライビングカレッジ川口株式会社 

  埼玉県川口市川口二丁目17番５号 

  代表取締役 川 野 繁 

２ 事務所の名称及び所在地 

  飛鳥ドライビングカレッジ川口 

  川口市川口二丁目17番５号 

３ 特定講習の種別 

  若年運転者講習 

４ 指定年月日 

  令和８年２月24日 
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告

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

甲 

原 

裕 

子 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
労
働
委

員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
四
号
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て

公
文
書
の
開
示
を
受
け
る
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た

場
合
に
限
る
。
） 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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告

示 

第
一
号 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

梶 

田 

美
佐
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

飯 

塚 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

松 

澤 
 

 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

監

査

委

員 

（
平
成
十
六
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
に
関
す
る
規
程 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
に
関
し
」
を
「
を
、
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら

第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
、
「
情
報
通
信
の
技
術
」
を
「
情
報
通
信
技
術
」
に
、
「
お

い
て
」
を
「
つ
い
て
」
に
、
「
規
程
に
」
を
「
条
例
等
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

２ 

監
査
委
員
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
条
例
及
び
こ
の
規
程
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

埼

玉

県

監

査

委

員

告

示 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員
告
示 
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一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

 
 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運

営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 
 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、

又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署

名 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
監
査
委
員
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加

え
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ

と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
監
査
委
員
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、

「
映
像
面
上
」
を
「
映
像
面
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
監
査
委
員
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
加

え
、
「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
方
式
と
す
る
。 

一 

第
七
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す

る
旨
の
監
査
委
員
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
監
査
委
員
が
定
め
る
方
式 

第
四
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難

又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
九
条 

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。 一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る

と
監
査
委
員
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ

る
と
監
査
委
員
が
認
め
る
場
合 

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等

ca669077-8679-4b60-883d-e2d092593e21



を
す
る
者
は
、
監
査
委
員
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
条

の
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 
申
請
等
に
つ
き
規
定
し
た
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項 

二 

当
該
申
請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
又
は
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
監
査
委
員
が
電
子
署
名
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」

に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
四
条
と

し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

 

（
情
報
通
信
技
術
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
） 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情

報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。 

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は

著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
） 

第
六
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。 

一 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
監
査

委
員
が
認
め
る
場
合 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と

監
査
委
員
が
認
め
る
場
合 

（
処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
七
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
監
査
委
員

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ

っ
て
当
該
監
査
委
員
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る

機
能
を
備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
申
請
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
監
査
委
員

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
当

該
監
査
委
員
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を

備
え
た
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
と
す
る
。 
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本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
十
二
条 

条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五

条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
監
査
委
員
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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告

示 

第
二
号 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

梶 

田 

美
佐
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

飯 

塚 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

松 

澤 
 

 

正 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

小
笠
原 

薫 

子 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

監

査

委

員 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
四
号
中
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を

第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

電
磁
的
記
録
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
埼
玉
県
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
の
う
ち
埼
玉
県
監
査
委
員
及
び
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員
（
以
下
「
監
査
委
員
」
と
い
う
。
）

が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
公
文
書
の
開
示
を
受

け
る
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

複
写
さ
せ
る
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
） 

第
八
条
第
一
項
中
「
埼
玉
県
監
査
委
員
及
び
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員
（
以
下
「
監
査
委
員
」 

と
い
う
。
）
」
を
「
監
査
委
員
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
八
年
埼
玉

県
規
則
第
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

埼

玉

県

監

査

委

員

告

示 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員
告
示 
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